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は じめ に

近 年 、国 民 の 医療 への 意識 が 高 ま り、看護 職員 に対 す る期 待 も大 き <
な って い る 。また 、保 健 医療 福祉 サ ー ビスの 内容、方 法、場 の 多様 化 が

進 ん で お り、看 護 職 員 には他職 種 との連携 や役害」の 拡 大 な どが期 待 され

て い る。こ う した 保 健 医療 福祉 の変 化や 国 民の期待 に応 え る こ との で き

る 蕎 護 専 門 職 と して の 基 礎 的 能 力 を有 す る蕎 護 職 員 を育 成 す る こ とが

看 護 教 育 の喫 緊 の 課 題 とな って い る。

着 護 教 育 につ い て は、厚生 労 lel省 にお いて これ まで も多 <の 検 討会 が

行 わ れ 、提 言 が重 ね られ て きた 。その中で、今後 の 我 が 国の看 護 基礎 教

育 の 抜本 的 な検 討 の 方 向性 と して 、我 が国 の社会 と保健 医 療福 祉 制度 の

長 期 的変 革 の 方 向 性 を視 野 に入れ た教育 の方 法や 内容 、期間 につ いて検

討 が 必要 で あ る とさ れ た ところで あ る 1)。

看護 職 員 には、矢目的 ・倫 理 的側 面や、専 Pヨ 職 と して 望 まれ る高度 医療

へ の 対応 、生 活 を重視 す る視 点、予防 を重 視す る視 点及 び看護 の発 展 に

必 要 な 資 質 。能 力 が 求 め られ る。 そ のため 、看 護 基 礎 教 育 につ いて は、

チ ーム 医 療 の 推進 や 他 職 種 との 役 害」分担 ・連 携 の 進 展 が 想 定 され る 中、

看 護 に必 要 な 矢□識 や 技 術 を習得 す る ことに加 えて 、いか な る状 況 に対 し

て も、知 識 、思 者 、行 動 とい うステ ップ を踏み 最善 の者 護 を提 供で きる

人 と して 成 長 して い <基 盤 とな る よ うな 教 育 の 提 供 が 不 可 欠 で あ る と

の見 解 が 示 され て いる 2)。

さ らに、免 許 取 得 前の基 礎 教 育段 階で 学ぶべき ことは何 か とい う点 を

整 理 しな が ら、現 在 の修 業年 限 を必 ず しも前 提 とせ ず に、す べて の着 護

師養 成機 関 に お いて 教 育 内容、教 育方法 な どの見 直 し 。充実 を図 るべ き

で あ る との 意 見 も取 りま とめ られ て いる 3)。

本 検 討 会 は、この よ うな蕎 護基 礎教育 の充 実 。改善 の方 向性 を示 唆 す

る提 言等 を踏 ま え、看 護基 礎 教 育で 学 ぶべ き教育 内 容 と方 法 に焦点 をあ

て た 具体 的 な検 討 を 行 うため に平 成 21年 4月 28日 に設 置 され、① 免

許 取 得 前 に学 ぶ べ き 事項 の整 理 と具 体的 な教 育内容 の 見 直 し、②看 護師

養成 機 関 内 に お け る教 育 方法 の開 発・活用、③ 効 果 的 な臨地実 習 の あ り

方、④ 保健 師 及 び 助 産 師教 育 の あ り力 について、平 成 23年 2月 7日 液

で 9回 にわ た る検 討 を行 つた。
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な お、本検 討 会 に おいて教 育 内容、教 育力 法の詳細 な検 討 を行 うた め

に、保健 師・助 産師・奮護 師教 育 そ れ ぞ れ の ワ ーキ ング グル ープ を設 置

した。

一ん 、平 成 21年 7月 15日 に「 保健 師鋤 産師 着護 師法 及 び着 護 師 等

の 人 材確 保 の促 進 に関す る法律 の 一 部 を 改正 す る法律 」が /AN布 され 、平

成 22年 4月 1日 よ り保 健 師 及 び 助 産 8市 の 修 業 年 限 が 6月 以 上 か ら 1

年 以 上 とな つた ことか ら、保健 師・助 産 師 教 育 ワ ーキ ング グル ープ に お

いて は、法 改 正の 趣 旨 を踏 まえ、保健 師 及 び助 産 師 教育 の さ らな る充実

に向 けた検 討 を行 つた。そ の検 討結果 を踏 ま え、本検 討会 にお いて 平 成

22年 11月 10日 に「 看 護教 育 の 内容 と方 法 に関 す る検 討 会 第一 次 報

告」を取 りま とめ た。また 、蕎護 師教 育 につ いて は、看 護師 教 育 ワ ーキ

ング グル ープの検 討 結果 を踏 まえ、本検 討 会 において取 りま とめ を行 っ

た と ころで あ る。

本報 告 に おいて は、最初 に着 護師 教 育 の教 育 内容 と方 法 に ついて検 討

結果 を報 告 し、続 いて保健 師・助 産 師・着 護 8雨 教育 に共 通 す る今 後 の課

題 等 につ いて の提言 をま とめ、本 検 討 会 の 最終 的 な報 告 とす る もの で あ

る。

1.看 護 師教 育 の 内容 と方 法 につ いて

1.看 護 師教 育 の現状 と課 題

具体的 な 検討 に先 立ち 、看護 師教 育 の 現 状 と課 題 を整 理 した。

○若 い世 代 に おいて は生 活体験 が 乏 し<な つて い る。そ のた め 、着 護 8雨

養成 機 関 で学 Sヽ 学生 も全 体的 に生 活体 験 が乏 し <、 教 育 を行 う上で は

教 員 の丁寧 な関わ りが 必要 とな つて い る。一方 で、丁寧 な 関わ りが 学

生 の主体 性や 自立性 を育ち に <<し て い る側 面 もあ り、教 員 は葛藤 を

感 じて い る。

○ また看 護 師 養成所 (以 下、「 養成 所」 とい う。)で は、社 会 人経験 の あ

る学 生 も 1曽 えて きて お り、学 習状 況や 生活 体験 な ど様 疫 な 面で 学生 Fo3

の差 が広 が つて いる。そ のため 、個 展 の学 生の レデ ィネ ス に合 わせ た

教育 を行 うことが難 し<な つて い る。

○看 護 師 教育 において は、限 られ た時 間 の 中で 学 6ヽ べ き知 識が 多 <な り、

カ リキ ュラムが過密 にな つて いる。その た め学 生 は主体 的 に悪 者 して

学ぶ 余裕 がな <、 知識 の 習得 はで き た と して も、知識 を活用 す る方 法

を習得 で きな い ことが あ る。

○臨地実 習 で は、在 院 日数の短縮 化 によ り学 生 が実 習期 FoOを 通 して 一 人
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の 患 者 を受 け持 つ こ とが難 し<な って い る。また 、患者層 の 変化 や患

者 の 権利 擁護 の ため な どによ り、従来 の対 象別 ・場所 局」の枠 組 で実習

を効 果 的 に行 う ことが 困難 にな って きて お り、目的 に合 つた学 習体験

の機 会 が 確保 で き に <<な つて い る。

○ 学 生 は新 しい実 習場 に適応 す るの に、一 定の時間 が かか る。そ のため、

短期 間 で 実習 場 が変 わ る現在 の実 習方法 で は、学 生 が各夜 の 実 習場で

十 分 に学 習す る こ とが 困難 にな って いる。

○ 臨 地実 習 で は、実 際 に対象 者 の着 護 を行 う こ とよ りも看 護 過程 の展開

にお け る思者 の プ ロセ ス に重 きを置 いて 指導 する ことが 多 <、 技術等

を実 践 す る機 会 が減 少 して い る場合 も見受 け られ る。

○ 養 成所 にお け る教 育で は、実 践 の 場で 学 習 を行 う場 合の み臨 地実 習 と

みな す こ とにな つて い る。そ のため、そ の 日の 臨地 実 習が 終 了 した後

に、必要 な文 献 を図書 館 で調 べた り、実 習 記録 をま とめ た り して いる

状 況 で あ り、課 題 を こな す こ とに手一杯 で、自分 で考 えて行 動 す ると

い う学 習 がで きな <な って い る場 合 もあ る。また 、臨 地実 習 の オ リエ

ンテ ー シ ョン、体験 の振 り返 り等 を臨地 実 習以 外 の 時間 で 実施 して い

るため 、ます ま すカ リキ ュラム が過密 にな り、学 生 、教員共 に余裕 が

無 <な つて いる 。この よ うに、看護 師教 育 につ いて は多 <の 課 題が あ

る。

2.蕎 護 8面 に求め られ る実 践能 力 と卒業 0寺 の到 達 目標

本 検 討 会 の 課 題 の 一 つ で あ る看 護 師 の 免 許 取 得 前 に学 Sべ き 内 容 を

導 き 出す た め に、始 め に蕎護 師 に求 め られ る実 践 能 力 と卒業 時 の到 違 目

標 を検 討 した (表 1)。 検 討 に当た って は、 前述 の看 護 師教 育 の 現状 と

課 題 、本 検 討会 にお いて 表明 され た意見 、国際蕎護 師協 会の琶 護師 の能

力 の 枠 組
4)、 5)ゃ

、「 蕎 護学 教 育 の 在 り方 に関 す る検 討 会報 告書」 (文 部

科 学 省)で 示 され た「看 護実 践能 力育成 の 充実 に向 けた大学卒 業 0寺 の至」

達 目標」 の枠 組
6)を

参 考 に した。

1)看 護 師 に求 め られ る実 践 能 力

看 護 師 に求め られ る実 践 能 力 と して次の 5つ の能 力 を設 定 した。

4)国 際 彗 護 師 協 会 (2003)/日 本 蕎 護 協 会 (訳 )(2006):ジ ェネ ラ リス ト・ナ ー
ス の 国 際 能 力 規 準 フ レ ーム ワ ー ク .イ ンタ ーす シ ョナ ル ナ ー シ ング レ ビ ュ ー29
(3), 00109-119.

5)lnternational Council of Nurses(2008):Nursi∩ g Care Co∩ ti∩ uum
frameヽ′vork a∩ d Competencies

6)「 琶 護 学 教 育 の 在 り方 に関 す る 検 討 会 報 告 」(文 36科 学 省 .平 成 16年 6月 26日 )

で 示 さ れ た 「 蕎 護 実 践 能 力 育 成 の 充 実 に 向 け た 大 学 卒 業 時 の 至」達 目標 」 の 枠 組。
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I ヒ ューマ ンケ アの 基本 的な能 力

Ⅱ 根 拠 に基 づき、着 護 を計画 的 に実 践 す る能 力

Ⅲ 健 康 の 保 持増 進、 疾病 の 予防 、健 康 の 回復 にか か わ る実 践 能 力

Ⅳ  ケ ア環 境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

v tt P3職 者 と して研 鑽 し続 け る基本能 力

2)卒 業 時 の到 達 目標

至」達 目標 は、看護 師 に求 め られ る実 践能 力 に合 わせ て 5つ の群 に分 け

て 作 成 した。な お、平成 20年 2月 に示 され た「 看護 師 教 育 の技 術項 目

と卒業 時 の 到 達度 」
7)は

、 Ⅱ群 Gの 22「 看 護援助 技 術 を対 象 者 の状 態

に含 わ せ て適 切 に実 施 す る」の具体 的 な 内容 を示 した もの と位 置 づ ける 。

(1)I群  ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的 な能 力

構 成 要 素 を「 対 象 の 理 解 」、「 実 施 す る薔 護 に つ い て の 説 明 責 任 」、

「 倫 理的 な琶 護実践」、「 援 助的 関係 の形 成」 と し、看 護 B爾 が人 間 を対 象

と してケ ア を実 施 す るた め に必要 な 能 力 につ いて 到 達 目標 を作 成 した 。

(2)I群  根 拠 に基 づ き、看 護 を計画的 に実 践 す る能 力

構 成 要 素 を「 アセ スメ ン ト」、「 計 画 」、「 実施」、「 言平1面 」 と し、看 護 を

計画 的 に実 施 す る能 力 と して の到 達 目標 を作 成 した。

(3)Ill群  健 康 の保 持 贈 進 、 疾 病 の予防 、健 康 の 回復 にか か わ る実

践 能 力

構 成 要素 を「 健康 の保 持 ・増 進 、疾病 の 予防」、「 急 激 な健 康 状 態の 変

化 にあ る対 象 の着護」、「 '展 性 的 な 変 化 にある対象 の看 護」、「 終 末 期 に あ

る対 象 へ の看 護 」 と し、 健康 状態 に合わ せた 至」達 目標 を作 成 した 。

(4)Ⅳ 群  ケ ア環境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

構 成 要素 を「 着 護専 門職 の役害」」、「 看 護 チ ーム にお け る委譲 と責務 」、

「 安 全 な ケ ア環 境の確保」、「 保健 ・医 療 ,福 祉 チ ーム に お ける 多職 種 と

の協 働 」、「 保健 。医療 ・福 祉 システ ム におけ る薔 護 の 役害」」 と し、ケ ア

を提 供 す る環境 と協働 について 至」達 目標 を作 成 した。

(5)V群  専 門職者 と して研 鑽 し続 ける基 本能 力

構 成 要 素 を「 継続 的 な 学 習 」、「 着 護 の質 の 改善 に向 け た 活 動 」 と し、

卒 業 後 も専 門 職 と して 働 き続 け る に当 た つて の 基 本 的 能 力 に つ い て 至」

達 目標 を作成 した。

7)「 助 産 師 、 看 護 師 教 育 の 技 術 項 目の 卒 業 時 の 至」達 度 に つ い て 」 に お け る 局」添

護 師 教 育 の 技 術 項 目 と 卒 業 8音 の 至」達 度 」厚 生 労 llJl省 医 政 局 課 長 通 矢0(平 成 20
月 8日 付 け 医 政 蕎 発 第 0208001号 )。

晴
曖
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3.着 護 師教 育 に おける教 育内容 と殉 法

作 成 した「 着 護 師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業 時の至」達 目標」に示 さ

れ る よ うな実 践 能 力 を身 につけるため、免 許取得前 に学 ぶ べ き教 育 内容

と万 法 につ いて検 討 した 。

1)蕎 護 師の 免 許 取得 前 に学 ぶべ き教 育 内容

○ 免 許 取 得 前 に学 ぶべ き教 育 内容 を検 討 し、「 着 護師 等養 成 所 の運 営 に

関 す る指導 要領 につ いて 」
8)(以

下、「 指 導要領 」 とい う。)に おけ る

別 表 3の 「 教 育 の 基 本 的 考 え方 」 と「 留 意 点 」 の 改 正 案 を作 成 した

(表 2)。 検 討 に当た つて は、「 保健 師助 産 師着 護師 学校 養成所 指定規

則 」
9)(以

下、「 指 定 規貝」」 とい う。)の 別 表 3に 示 されて い る教 育内

容及 び単 位 数 による教育 を前提 と した。

○ 表 2に お け る「 教 育 の基 本 的考 え方 」 の 1)～ 6)を 、「 琶 護 師 に求

め られ る実 践 能 力 と卒業 時の到 達 目標」に示された 内容 に対応 させ た。

1)及 び 2)は 1群 に、3)は Ⅱ群 に、4)は Ⅲ群 に、5)は Ⅳ群 に、

6)は V群 に対 応 させ た。

○ 専 門 分 野 Iの「 留意 点」 につ いて は、「 看 護 の対 象 及 び 目的 の 理 解」

は蕎 護師 教 育 の 大前 提 と して十 分 に普及 して いる と考 え削除 した。次

に、指定 規則 にお け る別 表 3の 備 考 3に 基 づいて教 育 内容 を横 断的 に

組 み 合 わ せ た 科 目を設 定 した 場 合 に も対 応 で きる よ うに、「 講 義 、演

習 、実 習 を効 果 的 に組み合 わせ 、着 護実 践 能力の向 上 を図 る内 容 とす

る」、「 健 康 の 保 持増 進 、疾 病の 予防 に関 する看護 の方 法 を学 ぶ 内容

とす る」 を加 え た。

また 、卒 業時 の到 連 目標 にお いて 着 護 の対 象者 を健 康状 態で 表 した

一方 で、対 象 者の成 長 発 達段 階の 理解 につ いて は これ なで と同 様 に教

育 内 容 に含 まれ る こ と を示 す た め に、「 成 長 発達 段 階 を深 <理 解 し、

様 友 な 健 康 状 態 にあ る 人 々及 び 様 皮 な 場 で 看 護 を 必 要 とす る 人 々 に

対 す る着 護 の 方 法 を学 ぶ 内容 とす る」を加 えた。成 人看 護学 、老年 看

護学 、精 神 着 護 学 に記 載 され て いた 留意 点 について は、普及 が図 られ

た もの と して 削 除 した。

○近 年、地 域 に おけ る医療 提供 につ いて は、在宅 だ けで な <老 人 保健 施

設 、特 Sll養 護老 人ホ ーム、グル ープホ ームな ど様 展 な 場 に広 が り、こ

8)

9)

３１

　

月

成
　
８

平
　
年

＜

　

６

Ｊ

　

２

て

　

０

ヽ

　

　

禾

′
Ｖ
　
　
刀
０

つ
　
い
χ

に
＞
ｏ
Ｊ
日

領
日
則
６

要
５
規
月

導
月
定

１

指

４
指
年
、

る
年
所
３

す
２
成
２

関
２
養
成

に
成
校
平

営
平
学
正

運
正
師
改

の
改
護
終

所
終
蕎
最

成
最
師

ｏ

養

ｏ産
号

等
号
助

一

師
５
師
令

護
第
健
省

種
発
保
生

ｒ
政
ｒ
厚

年 1月 5日 付 け健

10日 付 け 文 部 省 ・

5



れ らの場 所で 最期 を迎 えた りす るな ど、医療 サ ー ビスや 医療 提 供 の場

が 変化 して いる。こ う した変 化 に対応 で き るよ うにす るため 、統合 分

野 の 在宅看護 論 につ いて は、多様 な場 で の 療養 生 活 に対 応 した教 育 内

容 を展開 で き るよ うに、留意 点で「 在 宅」と示 して いた箇 所 を「 地 i或 」

に変 更 した。

2)着 護 師 に求め られ る実 践能 力 を育成す るため の教 育 方 法

(1)講 義 ・演 習・ 実 習 の効果 的 な組み合 わ せ

○ 専 門 基 礎 分 野 と専 P5分 野 の 教 育 内 容 を関 連 づ け るよ うな 教 育 方 法 を

用 い る ことで、専 門 基 礎 分 野 の 学 習効 果 が 高 ま る こ とが考 え られ る。

例 え ば、専 門 分野 の教 員 が専 門 基 礎分 野 の「 人体 の構造 と機 能 」や「 疾

病 の 成 り立ち と回復 の 1足 進」等 に つ いて 看 護 へ の つなが りを示 す こ と

で、学生 が これ らの教 育 内容 は着 護 を行 うため に必 要な 知 識 で あ る と

理解 す る ことがで きた との意 見が あ つた 。この よ うな教 育 を行 うた め

に、専門基礎 分野 と専 門 翁野 の教 員が一 つ の科 目を分担 して教 授す る

な ど、分 野 を超 えた教 育体 制 を とる ことも必要で ある。

○外 国 の者 護教 育で は、知識 と実 践 を統 合 す るため に一 つ の授 業 科 目に

おいて講義 と実 習 を交互 に行 い、知識 と実 践 を効 率 的 に統 合 させて い

<よ うな教育方 法 を取 り入れ て い る との 意 見 もあ つた 。この よ うな教

育方 法 を手がか りに し、我 が 国で も奮護 教 育 におけ る新 しい教 育方 法

を開 発 して い <こ とも必要で あ る。

○ 学 内 で シミ ュ レー シ ョン等 を 行 うな ど臨 地 実 習 に向 けて 準 備 を して

お <こ とによ り、効 果的 に技 術 を習得 す る ことが可能 とな る。特 に侵

襲性 の高 い技術 は、対 象 者の 安全 確 保の ため に も臨 地実 習 の 前 にモ デ

ル人形 等 を用 いて シ ミ ュ レー シ ョンを行 う演 習 が効 果 的 で あ る。

○臨地実 習で経験 で きな い内 容 (技 術 な ど)は 、シ ミ ュ レー シ ョン等 に

よ り学 内での演 習で補 完 す る 等の 工 夫が 求め られ る。

○ 指 定 規 貝」の 別 表 3で 規 定 さ れ て い る教 育 内 容 に お け る彗 護 の 領 i或 ご

との講 義 。実 習 だ けで な <、 領 1或 を横 断 して 授業 科 目 を設 定 した り、

指 定 規 則 の 教 育 内 容 毎 の 単 位 数 に と らわ れ ず 単 位 を設 定 す る こ とに

よ り、教育 効果 をあ げ る こ とも可能 で あ る。特 に臨地 実 習 にお いて は、

実 習 施 設 や 対 象 者 の 特 性 に合 わ せ て 領 1或 を横 断 して 教 育 内 容 を組 み

合 わせ て実習 を行 う ことによ り、教 育 内容 が変 わ る度 に実 習施 設が 変

わ る ことや実 習施設 の確 保 等 の課 題 が解 消 され、実 習期 F83を 有効 に活

用 す る こ とが可 能 とな る 6
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○ 指 定 規 則 に お け る別 表 3の 専 門 基 礎 分 野 や 専 門 分野 及 び 蕎 護 領 域 間

で重 複す るよ うな教 育 内容 は、卒 業 時の 至」達 目標が 達成 され る よ うに、

学校 養成 所 が 定 期的 に見 直す ことで 、効 果的・効 率的 に教 育 を行 うこ

とがで き る。

(2)講 義 ・演 習 にお け る効 果 的 な指 導の方 法

○ 蕎 護 師 教 育 の 早 い時 期 に行 わ れ る こ とが 多 い専 門 基 礎 分 野 の 教 育 に

おいて は、学 生の 興味 関′いが 高 ま るよ うに蕎護 と関連 づ けた事 例 を用

いるな ど教 育 方 法 を工 夫 し、専門 基 礎分 野 の教 育 内容が蕎 護 の 役 に立

つ内容で あ る こ とを意識 で き るよ う教授 す る ことが望 ま しい。

○学 生が 自己の看 護 実践 につ いて の分析 力、統合 力 を身 につ けるため に

は、技術 の習 得 に焦点 をあて た演 習や臨 地 実習 にお いて 学 生 が実 際 に

体験 す る機 会 を多 <し、体験 の後 には必 ず振 り返 りを行 う ことが効 果

的で あ る。

○認 定看護 師 や 専 P]蕎 護 師な ど、学 生の 目標 に繋が るよ うな着 護 師 と学

生 が 関わ れ る よ う、講義 や演 習 を設定 す る ことによ り、学 習 の動機 づ

け とな る ことが 考 え られ る。

○ 演 習 に お いて 実 習施 設 か ら招 いた専 P]家 の指 導 を受 ける こ とによ り、

臨床 で用 いて い る新 しい技術 を学 6ヽ ことがで きる。また、臨 地実 習の

際 に既 知 の 指 導 者 が い る こ とで 学 生 が 実 習 に取 り組 み や す <な る効

果が 考 え られ る。

○ シ ミ ュ レータ ーを活用 す る学 習 は、技 術 の獲 得 に おいて は効 果 的で あ

るが、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を伸 ばす には限界があ る。模 擬 患者 を

利用 す るな ど、コミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を補完 する教 育方 法 を組み含

わせ る必 要が あ る。

○学 生の実 践 能 力の 向上 を図 る教 育 を行 うため には、高額 な シミ ュ レー

タ ー等の 機 器 は複数 の養 成機 関や 病 院間 で共有 し、機 器 を保有 で きな

い養 成 機 関 に お いて も シ ミ ュ レータ ーを用 いた演 習 が で き るよ うに、

地 域 で効 果 的 に活用 す る仕 組 み を作 る ことも必要で あ る。

(3)効 果 的 な 臨 地実 習 の 方 法

○臨 地実 習 で は、卒業 時 の到 達 目標 を達成 で きるよ うにす るため 、実 習

場 で しか体 験 で き な い こ とは確実 に体験 で き る よ う積極 的 に調 整 し、

その 後の 振 り返 りを充実 させ る こ とが重 要で あ る。

○学 生の 自律 的 な学 習 を促進 す るた め に は、日長の学生 の体験 及 び実践

能 力 の習 得状 況 を確 認 し、そ の 学生 の状 況 に合わせ た関わ り方 をす る

必要 が あ る。
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○実 践能 力 を育 成す るため に は、実 践 と思者 を運 動 させ な が ら学ぶ こと

がで きるよ うにする必要 が あ る。その た め に は、実 習 の事 前準 備や 実

習 中 ある いは実 習後 に振 り返 りを行 うこ とが 必要 で あ る。また 、提 供

する者護 のエ ビデ ンス を確認 す るため の 文献検 索 や 、患 者 に含 わせ た

技 術 を提 供 す るた め の 演 習 な ど も実 習 の 効 果 を 上 げ る た め に は懸 要

で あ る。

○ この よ うに臨地実 習 を充実 させ るため には、着 護実 践 の場 以 外で 行 う

学 習 も臨地実 習 に含 め る ことが望 ま しい。ただ し、実践 の場 以外で 行

う学 習は、実 践 の場 におけ る学 習 0寺 間 を十分 に確 保 した 上で 、その 目

的 を明確 に し、計画 的 に行 う必要 が ある。

○ 看 護 の 領 域 別 に実 習 場 が変 わ る こと に よ る弊 害 を解 決 す る た め に は 、

一 つ の実 習 場 で 時 間 をか け て 卒 業 時 の 到 達 自標 に達 す る よ うに実 習

を編 成 す る こ とも効 果 的 で あ る。

○ 従 来の看護 の領域 Bljに 行 う臨地 実 習で はな <、 対 象 者 の健 康 状 態や 特

性、病棟 又 は施 設 な どの看 護 実 践 の場 を弾 力的 に組 み合 わ せ て実習 を

行 う場 合 は、学 生が どの よ うな対 象 者 に関わ り、どの よ うな 学 び を し

た か を、教 師 と学 生双 方 が 共 通 に認 識 で き るよ うにす る 必 要 が あ る。

その ため には、体験 した 内容 や獲得 した能 力 を記 載 した もの (ポ ー ト

フ ォ リオな ど)を 活 用す る こ とが 効果 的 であ る。この よ うな 学習 の記

録 によ り、教 育 内容 が網 羅 され た効 果的 な臨地 実 習 を行 う こ とが可 能

とな る。

○看 護師 養成機 関及 び実 習施 設 が協 力 し、実習 施設 にお いて学 生 が活用

で き る図書 や 1丁 環 境 を整 え るな ど、 学 習環境 を充 実 させ る必 要が あ

る。

3)学 生 の実 践能 力向 上の た め の教 育体制

(1)教 員及 び実 習指 導 者 の指 導 能 力の向 上

○教 育の 質 を高め るため には、教 員 が 自己の教 育方 法 を常 に見 直す とと

もに、着 護師養 成機 関 と して も、教 育力 法 の見 直 しにつ い て組 織的 か

つ定期的 に取 り組め るよ うな 仕組 み を設 ける ことが必 要 で あ る。

○ 学 生が琶護 の考 え方 を深め 、実 践能 力 を向上 させ て い <こ とがで きる

よ うに振 り返 りの指 導 を行 うため には、教 員や実 習指 導 者 は看 護実 践

の 場 の 出来 事 や 学 生 の 体 験 等 を教 材 化 す る能 力 を 向 上 さ せ る こ とが

必要 であ る。
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○ 実 習 指導 教 員 1° )に つ いて は、 配 置 が 望 ま しい とされ て いる もの の、

特 に要件 が規 定 され て いない 。実 習 指導 教 員は臨地実 習 に おい て専 任

の教 員 と同程度 の指 導がで きる こ とが期 待 され る ことか ら、実 習 指導

に関 す る何 らか の研修 等 を受 け、 質 を高 め る必要 があ る。

(2)教 員 と実 習 指 導者 の役害J分 担 と連携

○臨 地 実 習 の学 習効果 を高め るた め には、教 員 と実 習指 導 者 の合 同 会議

を開 催 す るな ど、両者が学 生 の学 習状 況 等 につ いて情報 共 有 等 を行 う

ことが 必 要で あ る。

○教 員 と実 習指 導者 がそ れぞれ の 役 害」を果 た すた め には、両 者が 協働 し

て実 習指 導 を行 うこ とが 望 ま しい。その 際 は、学 生の進度 状 況 を共有

し、指 導 を適切 に分 担 して い <こ とが賭 要で あ る。特 に、臨地 実 習 で

体験 した ことの振 り返 りにお いて 、教 員 又 は実 習指 導者 の いずれ か が

直接 指 導 で き るよ う指 導体 制 を整 え る こ とが 必 要で あ る。 そ の ため 、

教 員 と実 習 指 導 者 と も に現 行 の 規 定 以 上 の 人 数 を確 保 す る こ とが 望

まれ る。

4.修 業 年 限 に と らわ れ な い看 護 師 教育で 学 ぶ べ き内容

現 行の看 護師 教 育 の修 業年 限 は 3年 以 上 で あるが、これ に と らわれ ず

に教 育す る こ と と した場 合 に、学 ぶ べき 内容 は何 か につ いて 検 討 した 。

1)修 業 年 限 に関 連 した蕎護 師 教 育 の現状

○ 平 成 20年 の 指定 規則 の改 正 に おいて修 業年 限が 変わ らな い ま ま単位

数が 主曽加 した こ とか ら、3年 間 で教 育 を行 うには過 密 なカ リキ ュラム

とな って お り、 教 育 目標 を達 成 す るのが 困難 な状 況 にな つて いる。

〇近 年 、養成所 で は社会 人経験 の あ る学 生 が増 えて お り、学 生層 が 二極

化 して きて い る。基礎学 力が 十 分 とは言 えな い学生 に合わ せて 教 育 を

行 う と、社 会 人 経験 のあ る学 生 に と って は物足 りない 内容 とな る。両

者 の ギ ャ ップが 大 き い中、現 行 の教 育体 制 。方 法で は、両 者 に対 し同

じ教 育期 間・教 育 内容で卒業 時 の到 達 目標 を達 成で きるよ うに教 育 を

行 う ことは困難 な状況で あ る。

2)修 業 年 限 に と らわれ な い場 合 の 教育 内 容

○現 在 の学 生 の状 況 か ら考 え る と、看護 師 教 育の初期 に基礎 的 な学 力 を

高 め 、蕎 護師 教 育 の 内容 を十 分 に理解で き るよ うにす る こ とが 必要で
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ある。

○そのため、現行の指定規則 における蕎護師教育の教育内容と単位数を

国家試験受験資格の要件 と しつつも、教育内容を拡充 して看護師教育

を行 うことも考 えられる。

○修業年限に とらわれな い場合の教育内容の充実の方向性 はい <つ か

考えられる。

①いわゆる初年次教育 と しての読解能力や数的処理能 力、論理的能力

をよ り高めるための教育内容や、人間の とらえ方やものの見殉 を涵

養するための教養教育の充実

②免許取得前に学ぶべき教育内容に加え、今後の奮護師の役害」拡大 を

視野に入れた専門基礎分野の教育内容の充実

③養成所が設置されている地 1或 の特性を踏まえた教育内容の充実

○個々の養成所が 自らの教育理念や学生の状況 に応 じて① か ら③ を複

数選択 し、組み合わせて教育を充実させることも考え られる。

I。 今後の保健師・助産師・奮護師教育の内容 と方法 について

1.看 護職員 と しての「 能力」を育成する教育への転換

○本検討会の成果の一つは、保健師・助産師・看護師に求め られる実践

能力を明 らかに し、卒業 0寺 の至」達目標を作成 した ことである。

○能力を育成する教育については、平成 20年 7月 の「看護基礎教育の

あり方に関する懇談会論点整理」11)に おいて、看護職員に求め られる

資質 。能力が示され、「 能力」を身につける教育が看護基礎教育の充

実の方向性であるとli言 されている。

○本検討会では、検討課題の一つである免許取得前に学ぶべき事項 につ

いて、最初に保健師・助産師・看護師に求め られる実践能力について

検討 し、 これを踏まえて、「卒業時の至」達 目標」を設定 した。

○保健師・助産師教育においては、「助産師教育の技術項 目と卒業時の

至」達度」
12)及 び「 保健師教育の技術項 目と卒業時の到達度」

13)に 基

づいて検討 した。これ らの技術項 目は対象者等の状況を見極め、具体

的な介入方法を選択 し実際に支援等を行 うという憲者・判断 。行為の

プロセスを含む保健師、助産師の実践能力を表 していると考えられた

11)
12)

13)
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か らで あ る。

○ 看 護 師 教 育 に つ いて は蕎 護 師 に求 め られ る実 践 能 力 全 体 に つ いて 検

討 を行 い 、卒 業 時の 到達 目標 を設定 した。

○保 健 師・助 産 師・看護 師教 育 に おける卒 業 8寺 の到 達 目標 を達 成 す るた

め の教 育 内容 が、各々の 免許 取得 前 に学 6ヽ べ き内容 とな る。今後、保

健 師・助 産 師・着 護師 教 育 を行 う養成 所 において は、広 い視 野 で これ

か らの着 護の 方 向性 を考 え、学生 が深 <着 護 を考 え る こ とが で きるよ

うに、卒業 時 の至」達 □標 を達成 す るた めの教 育 内容 と教 育方 法 につ い

て 入念 に検討 し、具体 的 な教 育内容 を設 定 す る こ とが 求め られ る。

○ また、学生 が 状況 に応 じて 多 <の 知識 を組み 合わせ て活用 し、役割 を

果 た す能 力 を獲 得 で きるよ うな教 育 方法 の開 発 も求め られ る。

○保 健 師・助 産 師・蕎護 師 に求め られ る実 践 能 力 は、卒業 した 後 も実務

経験 を通 して 発 達 して い <も ので あ る。看護 基礎 教育 において は、自

己 の 実 践 能 力 を 評 価 し継 続 的 に学 習 して い <能 力 を教 育 が 必 要 で あ

る。

2.免 許 取得 前 に学ぶ べ き教 育 内容の考 え方

○保健 師・助産 師・琶 護師 教育 の いずれ に おいて も、今後 強化 すべ き教

育内 容 は、次 の① か ら⑥ に示 す とお りで あ る。これ らは、専門 家 と し

て 自覚 的 に役 害」を果 た して い <た め の ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的 な能

力の基礎 とな る 内容 であ る。

(D人 間性 のベ ー スになる倫理性、 人 に寄 り添 う姿 勢につ いて の教 育

(a状 況 を見極 め 、 的 確 に判断 す る能 力 を育成 す る教育

③ コ ミ ュニケ ー シ ョン能 力、対 人 関係能 力の育 成 につなが るよ うな教

育

④ 健 康 の 保持贈 進 に関す る教 育

⑤ 多職種 間の 連 携 、協働 と社 会資 源 の活用 及 び保健 医療 福 祉 に関す る

法律 や制 度 に関 す る教育

16,主 体的 に学 習 す る態度 を養 う教 育

○助 産師 や看 護 師 に は、対象 者の 生 命の維 持 や、身体 の苦痛 を早 期 に和

らげ るた めの 技 術 が必 要で あ る こ とか ら、上記 の教 育内容 に加 え、緊

急 0寺 の 対 処 能 力 の 基 礎 とな る フ ィジカ ル ア セ ス メ ン トに つ いて 強 化

す る必要 があ る。また、疾病 が どのよ うに生活 に影 響す るか を心身 両

面 か らア セ ス メ ン トし、予漫1し て対 応 す る能 力 を 1音 う教育 も必要 で あ

る。



○保健 師 には健 康 危機 の 予防や対 処 のた め に、行政 保健 、産業 保健 、学

校保健 の 各領 域 にお いて、健 康 危機の アセ スメ ン トを行 う ことがで き

る教 育が 求め られ る。

3.着 護 基礎 教 育 にお け る効果 的 な教育方 法

1)講 義・ 演 習・ 実習 の 組 み立て 方

○学 生 は、臨 地実 習 にお いて講義 や演 習で 学 ん だ知 識 を統合 して個 別 の

対象 者 に合わせ て看 護 を提供 で き るよ うにな る こ とが 期待 され る。そ

のため、演 習で 判断 す る能 力 を身 につ け、臨地 実 習 にお いて実 際の看

護実 践の ダ イナ ミズ ムの 中で体験 して学 んだ者護 を基 に、更 に必要 な

知識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの 学習 力 法 が必 要で あ る。

○ このよ うな学 習方 法 を通 して、保健 師・助 産 師・薔 護 師 と して 活動 す

る様 展な場 にお いて、対 象者 の健 康の 状態 や生 活 の状 況 に応 じた看 護

が実 践で きる能 力が 育成 され る。

○卒業時 の至」達 目標 は、あ る状 況 に対 処 す る、あ る いは問題 を解決 す る

ことがで きる状 態 を表 して いる。その達 成 に は、領 1或 横 断的 に知識 を

組み 合わせ て 活用 す る ことが 必要で あ るため 、領 i或 横 断 的な講 義・演

習 。実 習 を行 う ことも必要 で あ る。特 に演 習 は知識 の教 l受 だ けで はな

<、 思者 を通 して知識 を統 合 し、それ を表 現 す る能 力 を培 う教 育万 法

であ るため 、講 義や 実 習 との関 連 を考 え、効果 的 に演 習 を位置 づけ る

ことが必要 で あ る。

○現 在 、助 産 師 ・看 護 師 教 育 の 臨 地実 習 にお いて は、 侵 襲 を伴 う行 為 を

体験 す る こ とが難 し<な つて い る。 そ の 一 ん で 、 現 場 で は 医療 の 高 度

化 によ り、 助 産 師 や 着 護 師 に侵 襲 を伴 う行 為 の 実 施 が 求め られ る よ う

にな つて きて い る。 こ う した 侵 襲 を伴 う行 為 を習 得 す るた め には 、 シ

ミ ュ レータ ーの 活 用 や 状 況 を設 定 した演 習 を充 実 さ せ る
・
こ とが求 め ら

れ る。

○卒業 時の到 達 目標 を達 成す るため の臨 地実 習の あ り力 と して、彗護 の

領 i或 毎 に着 護 過 程 を 中 ′断に行 う臨 地 実 習 が 効 果 的 で あ る か ど うか 検

討が 必要 で あ る。卒業 0寺 の至」達 目標 と臨 地実 習 の 目的 の 関連 性 や、学

ぶべ き内容 を明 確 に し、その 目的 が達成 で きる よ うに柔 軟 に実 習の場

を開 発 し、実 践 的な 教 育 を行 うこ とが望 まれ る。

○ また、領 i或 横 断 的 な 臨地実 習 を行 う場 合 は、実 習 の 目標 と内 容、評 価

の方 法 を明確 にする 必要 があ る。
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2)教 育 効 果 を上 げる臨地実 習 の 指 導体 制

○臨 地実 習 に お ける指 導体制 につ いて は、学 生 が豊 か に学 ぶため に改善

す べ き多 <の 課 題が あ る。蕎 護 を必要 とす る人 展の lth」l身 の状 態 とそれ

に対 す る看 護 の 必要 性の判断 な ど、臨地 で 目の 当た りにす る事象 に基

づ いて深 い闇 者 を伴 いな が ら学べ るよ うにす るに は、教 員 と実習 指導

者 の 連携 が重 要で あ る。そのため には、講 義 と実 習指導 を両万 担 って

い る養成 所 の教 員 に ついて は増 員 に向 けて検 討す べ きで あ り、臨地実

習 を担 って い る実 習 指 導 教 員 に つ いて は 必 要 な 人 数 の 確 保 と資 質の

向上 が求 め られ る。

○現 在 は、講 義 を受 けた 後 に実 習 を行 う とい う演繹 的な学 習方 法が 多い

が 、実 習 におけ る着 護実 践 の経験 か ら学 習課 題 を明確 に し、問題 解決

的 に学 習 して い <帰 納 的 な方 法 も思 考 力 や 判 断 力 を養 うた め に必要

な学 習方 法で あ る。この よ うな帰納 的 な 方 法で実 習 を指 導 す る場 合 は、

専任 の教 員、実 習指 導教 員及 び実 習指 導 者 には、個々の 学生 の体験 を

教材 化 す る能 力 が一層求 め られ る こ とにな る。

3)教 育方 法 等 の 評価

○ 教 育の 質 の 向上の ため には、教 員 一人 一 人が 自己の教 育実践 を評 価す

る こ とが 重 要 で あ るが、さ らに組織 的 か つ定期 的 に全体 的 な教 育の 内

容及 び方 法 につ いて 評価 を行 うこ とが必 要 で あ る。

○学 校 評価 に つ いて は、平成 19年 に 自己評 価 及び結果の 公表 が義 務化

され て お り 14)、 大学 にお いて は平成 11年 の義 務 化以 降、自己点 検 。

自己評価 結果 を公 表 して い る
.5)。

養成 所 にお いて もこの よ うな評価

を一 暦推 進 す る ことが必要で あ る。

4。 今後 の 課 題

〇近 年 、矢□識習 得か ら能 力獲 得 へ と「 学 習」の概 念 が 変化 してきて い る。

本検 討会 に お いて も、保健師・助 産師・奮 護師 教育 にお いて培 う能 力

を明 らか に し、卒業 時 の到達 目標 と して 示 した。これ らの能 力 は、学

生 の実 践 にお いて、知識・思者・行 動の 統 合 を通 して発揮 され るため、

単 に学 生 の 知 識 の 保 有 量 で 評価 で き る もの で は な い。 保健 師 ・助産

師 ・看護 師 教 育 を担 う教 員、実 習 指 導者 等 を始め とす る関係 者 には、

14)「 学 校 教 育 法 施 行 規 員」等 の -8Bを 改 正 す る 省 令 」(平 成 19年 10月 30日 付 け文
部 科 学 省 令 第 34号 )。

15)平 成 11年 の 大 学 設 置 基 準 の 改正 に よ り義 務 化 さ れ 、平 成 14年 以 降 は学 校 教 育
法 第 109条 に お い て 規 定 され て い る。
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学生 の能 力 を評 価 す る方 法 を開発 し研鑽 す る こ とが求 め られ る。

○今後 は保健 師 ・助 産 師・琶 護師 に求め られ る実 践 能 力 と卒業 時 の 至」達

目標 を踏 ま えて、教育 内容 を構成 する こ とが望 まれ る。看 護 師 等 養成

機 関 に お け る カ リキ ュラム 作 成 に 当 た つて は教 員 に は柔 軟 な 思 者 が

求め られ る。

○平成 8年の 指 定規 則の 改正 に おいて単 位制 が導 入され た。保健 師・助

産 師・看 護 師 養 成所 における単位 の計 算 方 法 につ いて は、大 学設 置基

準
16)に

準 す る こと と し、 1単 位 の授業 科 目を 45時 FB5の 学修 を必 要

とす る内 容 をも って構 成す る ことを標準 と した。1単 位の 授 業時 間 数

につ いて は、授業 の 海 法 に応 じて 、当該 授 業 によ る教 育効果 、授業 時

間 外 に麟 要 な学 修 等 を考 慮 して 、講 義 及 び演 習 につ いて は 15～ 30

時間 、実 験 、実 習及 び実 技 につ いて は 300寺 間 か ら 45時 間 の 範囲 で

定め る こ とと して い る。な お、臨地実 習 は 1単 位 45時 間 の実 習 を も

って 構 成 す る こ とと して いる。

現 行 の指 導要 領 の別表 1、 2及び 3に は単 位 数 と総 時 FB5数 が併 記 さ

れて いる。教 員 は、卒業 0寺 の 至」達 目標 の 達 成 に向 けて学 生 が取 り組 む

べき課 題 な どを考慮 しつ つ、責任 を持 つて 単 位 数 と各単 位 当た りの 0寺

間数 を設 定 す る ことが望 ま しい こ とか ら、総 時 間 数 を併 記 す る ことの

是非 につ いて は検 討 を続 ける必要 が あ る。

○臨 地実 習の 充 実 の ため には、現 行 の規 定 にあ る教 員数 で は十 分な指 導

を行 う こ とが 困難で あるため 、教 員 が責任 を持 つて 臨地 で指 導 を行 え

るよ うに、教 員 と実 習指導 者 の役害」を見 直 す とと もに、その 役害」に見

含 った教 員数 、実 習 指導 者数 の確 保 ・配 置 を検 討 す る必要が ある。

○ 学 生 の 実 践 能 力 を 高 め るた め に も臨地 実 習 の 指 導体 制 の 充 実 は重 要

で あ る。現 在 、 実 習 指導 教 員 を置 <こ とが 望 ま しい とされ て いるが 、

実 習指 導 教 員 の 資 質 の 向 上 を図 る機 会 を設 け る こ とも検 討 す る 必 要

があ る。

○教 育の 質の 向上の ため には、自己 点検 。自己 評価 に とどま らず第二 者

評価 の導 入 も進 め、客 観的 に 自校 の教 育 を見 直 して い <こ とが 必要 で

ある。

本報 告書 及 び「 看護 教育 の 内容 と方 法 に関す る検 討会 第 一次 報告 」に

お い て 、 今 後 の 看 護 教 育 を充 実 す るん 向 性 が 示 さ れ た と こ ろ で あ り、

年 10月 22日 文 部 科 学 省 令 第 28詈 。最 終 改 正 平 成 21３
号
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の報 告 によ り、蕎 護教 育 の質 の 向 上が図 られ る こ とを期 待 した い。
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蓄護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標 (案 )

者護師の実践能力 1   構成要素
卒業時の至」達目標

I:羊

ヒューマンケアの
基本的な能力

A 対象の理解

1 人体の構造と機能について理解する

２

一

３

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、加齢の特徴を理解する

文」象者を身体的、心理的、社会的、文イヒ89侵1面から理解する

B 実施する彗護につい
ての説明責任

4 実施する看護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

５

一

６

自らの役害」の範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると半」断する場合は、適tJJな 人に助言を求める

倫理的な種護実践

7 文」象者のプライバシーや個人1情報を保護する

8 対象者の価値観、生活習慣、1慣 習、信条などを尊重する

9 対象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解する

対象者の選択権、自己決定を尊重するЮ

一
１１ 組織の倫理規定、行動規範に従って行動する

援助的関係の形成

12

13

14

15

文」象者と自分の境界を尊重しながら援助的関係を維 l苦 する

文」人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

文」象者に必要な情報を対象者に合わせた力法で提供する

文」象者からの質問 。要請に誠実に対応する

Ⅱ君羊
根lllに 基づき、番議
を計画 3/13に実践する

能力

E アセスメント

６

　

７

ll諌状態のアセスメントに必要な客観的 。主観的情報をlll集する

情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

F 計画
18

19

対象者及びチームメンバーと協力しながら実施可能な喬護計画を立案する

根拠に基づいた個別的な看護を計画する

G 実施

20

21

計画 した看護を対象者の反応を捉えながら実施する

言1画 した種護を安全・安楽 。自立に留意し実施する

琶護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

予測 しない 1犬況の変化について指導者又はスタ ッフに報告する

２２
一
χ
一
２４ 実施した者護と文」象者の反応を記録する

H 言平1面

25

26

予漫」した成果と照らし含わせて実施した琶護の結果を評価する

評llmに基づいて計画の修正をする

健康の保l寺・贈進、
店の予防

２７
一
２８
一
２９
一
∞
　
釧

生涯各期におけるllt康の保持増進や疾病予防における覆護の役害」を1霊解する

I環境の変化が健康に及ぼす形響と予防策について理解する

健康増進と健康教育のために必要な資源を理解する

文」象者及び家族に合わせてあ要な保健指導を実施する

妊娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

17



lll君羊

健康の保持1曽進、

疾病の予防、健康の

回復にかかわる実践

育旨カ

急激な健康状態の変

化にある対象への

看護

32

33

34

急激な変イヒ状態 (周手術期や急激な病状の変化、救命処置を必要としている

等)にある人の病態と治療について理角[す芍____
急激な変化状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

対象者の健康状態や治療を踏まえ、蕎護の優先順位を理解する

35

36

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に対処することを理解し、症状の変化について迅速に報告する

３７

　

３８

・
３９

合併症予防の療餐生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーシヨンを支援する

文]象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性00な変イじにある

対象への看護

４。

４‐

４２

４３

・
４４

・
４５

慢性Ot経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性的経過をたどる人に治療が及ぼす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容していく過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (憲者教育)

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

46 慢性的な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向 上に向けて支援する

L終 末期にある対象ヘ

の看護

″

・８

　

９

４

　

４

死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩禾0応法を理解する

看取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

V君羊
ケア環境とチーム体

制を理解し活用する
育旨力

M看 護専P5職の役害」
5C

51

看護Felの役害」と機能を理解する

看護師としての自らの役割と機能を理解する

N看 護チームにおける

委譲と黄務

２

　

３

　

４

５

・

５

一

５

看護師は法的範囲iご従って仕事を他者 (看護補助者等)に委任することを理解

する ____ _ ― ――一―――――――一
―

―       ―

看護師が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

仕事を部分的に他者に委任する場合におしヽても、自らに説明義務や賣任がある

「
と芥狸働『する

安全なケフ環境の

確保

５５

　

５６

　

５７

　

５８

　

５９

医療安全の基本的な考え方と看護師の役害」について理解する

リスク・マネジメントの力法について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

感染防止の手順を遵官する

関係法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健 。医療 。福祉

チームにおける多

職種との協働

６。

．
α

６２

６３

６４

保健・医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役害」を理解する

対象者をとりまく保健・医療・福祉従事者FoOの協働の必要性について理解する

対象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡・相談等を行う

対象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンバーとともに、ケアを評価し、再検討する

保健・医療・福祉シ

ステムにおける着護

の役害」

５

　

６

６

一

６

看護を実践する場における組織の機能と役害」について理解する

保健 。医療・福祉システムと看護の役宮」を理解する

６７

一

６８

国際的観点から医療・看護の役害」を理解する

保健・医療・福祉の動向と課題を理解する

69 様々な場における保健・医療・福社の連携について理解する

18



V群
専門職者として研鑽
し続ける基本能力

R継 続的な学習

70 看護実践における自らの課題に取り組むことの重要性を理解する

71 継続的に自分の能力の維持・向上に努める

S看 護の質の改善に向
けた活動

72 琶護の質の向上に向けて看護師として専門性を発展させていく重要性を理解す
る

73 看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する
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看護師等養成所の運営に関する指導要領 局」表 3
看護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的 。社会的に統合された存在として幅広<理解し、蓄護師としての人間関係を形

成する能力を養う。

2)着護師としての責務を自党し、倫理に基づいた蕎護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、琶護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持i曽進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健 。医療・福祉システムにおける自らの役害」及び他職種の役害」を理解し、他職種と連携・協働する

基礎的能力を養う。

6)専門職業人として、最新矢0識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

科学的思者の基盤

人間と生活・社会の理解 )13

「専門基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的用者力及びコミュニケーシ∃ン能力を高め、感

性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広<理解出来る内容とし、家族論、人FB5関係論、

カウンセリング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含む

ものとする。

l哉務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望ましい。

小   計 13

専

門

基

礎

分

野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障制度 6

人体を系統だてて理解し、健康・疾病 。障害に関する観察力、

判断力を強化するため、解音」生理学、生化学、栄養学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人長が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活

用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する1載種の役割

の理解等を含むものとする。

小  計 21

21



専

門

分

野

Ｉ

基礎看護学

臨地実習

.基礎着護学

10

3

3

専門分野 Iでは、各看護学及び在宅着護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学ぶため、着護学概論、看護技術、臨床看

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フイジカルアセスメントを強化する内容

とする。

事例等に対して、着護技術を適用する方法の基礎を学ぶ内容と

する。

着護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

小  計 13

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護学

者年琶護学

小児看護学

母性看護学

精ネ申看護学

臨地実習

成人着護学

者年看護学

小児看護学

母性着護学

精神着護学

６

４

４

４

４

‐６

６

４

２

２

２

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、看護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する看護の方法を学61内容と

する。

成長発達段階を深<理解 し、様々な健康状態にある人々及び

様友な場で看護を必要とする人長に対する看護の方法を学ぶ内

容とする。

矢□識・技術を着護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を養う実習とする。

チームの一員としての役害」を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実

習とする。

小   計 38

22



統

合

分

野

在宅看護論

蕎護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合と実践

4

4

4

２

　

　

２

在宅着護論では地1或で生活しながら療養する人長とその家族を

理解し地上或での看護の基礎を学応ヽ内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職

種と協働する中での看護の役害」を理解する内容とする。

地域での終末期着護に関する内容も含むものとする。

チTム医療及び他職種との協働の中で、看護8面 としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる着護の基礎的矢口識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、着護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪Fo3看 護に加え、地1或における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専P9分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。

複数の憲者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望讀しい。

十一言

０ 12

総     計 97 3,OO08寺 間以上の講義 。実習等を行うものとする。
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「看護教育の内容と方法に関する検討会」メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

阿真 京子   「知ろう !小児医療 守ろう !子ども達」の会代表

池西 静江    京都中央看護保健専門学校副校長

・  太田 秀樹    おやま城北クリニック院長

,  岡本 玲子    全国保健師教育機関協議会副会長

岸本 茂子    倉敷看護専門学校副校長

草間 朋子    大分県立看護科学大学学長

〇小山 員理子   神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授

島田 啓子    全国助産師教育協議会理事

末永 裕之    日本病院会冨1会長

(宮崎 忠昭    長野赤十字病院名誉院長 ※第 4回 まで)

舘  昭     桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科研究科長
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は じめ に

近年 、国 民 の 医療 への 意識 が 高 ま り、看 護 職 員 に対 する期 待 も大 き <

な って い る。また 、保 健 医療 福祉 サ ー ビスの 内容 、方法、場の 多様 化 が

進 ん で お り、琶 護職 員 には他職 種 との連携 や 役割 の 拡大 な どが 期待 され

て い る。こ う した保健 医療 福祉 の変 化や国 民 の期 待 に応 え る ことの で き

る 看 護 専 P3職 と して の 基 礎 的 能 力 を有 す る 看 護 職 員 を育 成 す る こ とが

着 護 教 育 の喫 緊 の課 題 とな つて い る。

蕎護 教 育 につ いて は 、厚生 労 lllj省 にお いて これ まで も多 <の 検 討会 が

行わ れ 、握 言 が 重ね られ て きた。その中 で、今後 の 我が国 の看護 基礎 教

育 の 抜 本 的 な検 討の 方 向性 と して、我 が国 の社 会 と保健 医 療 福 祉制 度の

長 期 的 変革 の 力 向性 を視 野 に入れ た教育 の方 法や 内容 、期 PB3に つ いて検

討が 必要 で あ る とされ た ところで あ る 1'。

着 護 職 員 には、知的 。倫 理的側 面や、専 P]職 と して 望 まれ る高度医療

への 対 応 、生 活 を重視 す る視 点、予防 を重 視 す る視 点及 び看護 の発展 に

燃 要 な 資 質 。能 力 が求 め られ る。 そのた め 、 看護 基 礎教 育 につ いて は、

チ ーム 医療 の 推 進 や 他 職 種 との役害」分担 ・連 携 の 進 展 が 想 定 され る中、

看 護 に必 要 な 知 識 や技 術 を習 得す る ことに力0え て 、いかな る状 況 に対 し

て も、知識 、思 者 、行 動 とい うステ ップ を踏み 最善 の蕎 護 を提供 で きる

人 と して 成 長 して い <基 盤 とな る よ うな 教 育 の 提 供 が 不 可 欠 で あ る と

の 見解 が 示 され て いる
2)。

さ らに、免 許 取得 前 の 基礎 教 育段階で 学 ぶ べ き ことは何 か とい う点 を

整 理 しな が ら、現 在 の修 業年 限 を必 ず しも前 提 とせ ず に、すべての着 護

師 養 成機 関 に お いて 教 育 内容、教 育 方法 な どの見 直 し・充実 を図 るべ き

で あ る との 意 見 も取 りま とめ られ て いる
3)。

本検 討 会 は、この よ うな看 護基 礎教 育 の充 実 。改善 の方 向性 を示唆 す

る提 言 等 を踏 ま え、着 護基 礎教 育で学 ぶ べ き教 育 内 容 と万 法 に焦点 をあ

て た 具体 的 な検 討 を行 うため に平 成 21年 4月 28日 に設 置 され、()免

許 取 得 前 に学 ぶ べ き事項 の整 理 と具 体的 な教 育内容 の見 直 し、(a看 護師

養成 機 関 内 に お ける教 育方 法の開 発・活 用、③ 効 果 的 な臨地実 習 の あ り

方 、の 保健 師 及 び助 産 師教 育 のあ り方 につ いて、平 成 23年 2月 7日 ま

で 9国 にわ た る検 討 を行 つた。
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な お、本検 討 会 に おいて教 育 内容、教 育方 法 の 詳細 な検 討 を行 うた め

に、保健 師・助 産師・看護 師教 育そ れ ぞれ の ワ ーキ ンググル ープ を設 置

した 。      '
一方 、平 成 21年 7月 15日 に「 保健 師助 産 師 薔護 師法及 び看 護 師 等

の 人材確 保 の 促 進 に関 す る法律 の 一部 を改 正 す る法律」が 公布 され 、平

成 22年 4月 1日 よ り保 健 師 及 び 助 産 師 の 修 業 年 限 が 6月 以 上 か ら 1

年 以 上 とな つた ことか ら、保健 師・助 産師 教 育 ワ ーキ ンググル ープ にお

いて は、法 改 正 の 趣 旨 を踏 まえ、保健 師及 び助 産師 教育 の さ らな る充実

に向 けた検 討 を行 つた。そ の検 討結果 を踏 ま え、本検 討会 にお いて 平 成

22年 11月 10日 に「 着 護教 育の 内容 と方 法 に関 す る検 討会 第一 次報

告」を取 りま とめ た。また、看護 師 教育 に つ いて は、着 護 B事 教 育 ワ ーキ

ング グル ープの 検 討 結果 を踏 まえ、本検 討 会 に おいて 取 りま とめ を行 つ

た と ころで あ る。

本報 告 に お いて は、最初 に看 護師 教育 の教 育 内 容 と方 法 に ついて検 討

結果 を報 告 し、続 いて 保健 師 。助産 師・看 護 師 教 育 に共 通 す る 今後 の課

題等 につ いて の 提言 をま とめ 、本検 討 会の 最終 的 な報告 とす る もの で あ

る。

I.着 護 師教 育 の 内容 と方 法 につ いて

1.看 護 師教 育 の現状 と課題

具体 的 な 検 討 に先 立ち、着 護 師教 育 の現 状 と課 題 を整 理 した。

○若 い世 代 に お いて は生 活体験 が 乏 しくな つて い る。そ のた め、看護 師

賛成 機 関 で学 応ヽ 学生 も全 体的 に生 活体験 が乏 し<、 教 育 を行 う上で は

教 員 の丁寧 な 関 わ りが必要 とな つて いる 。―方 で、丁寧 な 関わ りが 学

生の 主体 性 や 自立性 を育ち に <<し て い る側 面 もあ り、教 員 は葛藤 を

感 じて い る。

○ また蕎 護 師 養 成所 (以 下、「 養成 所」 とい う。)で は、社会 人経 験 の あ

る学 生 も増 えて きて お り、学 習状 況や 生 活 体験 な ど様夜 な面 で 学生 間

の 差 が広 が つて いる。そ のため、個々 の学 生の レデ ィネ ス に含 わせ た

教育 を行 う ことが難 し<な つて い る。

○着 護 師教 育 に おいて は、限 られ た時 Fo5の 中で 学 61べ き知 識 が 多 <な り、

カ リ キ ュラム が過密 にな つて いる。そ の た め 学 生 は主体 的 に思者 して

学 ぶ 余裕 が な <、 矢0識 の習得 はで きた と して も、知識 を活用 す る殉 法

を習 得で きな い ことがあ る。

○臨 地実 習で は、在 院 日数の短縮 化 によ り学 生 が実 習期 間 を通 して 一人

2



の 憲 者 を受 け持 つ ことが難 し<な って い る。また 、患者層 の 変化 や患

者 の権 利 擁護 の ため な どによ り、従 来の 対 象 El」
・場所 別 の枠 組 で実習

を効 果 的 に行 う ことが困難 にな つて きて お り、目的 に合 った 学習 体験

の機 会が 確保 で きに <<な つて い る。

○ 学 生 は新 しい実 習 場 に適応 するの に、一定の 時間 がか か る。そ のた め、

短 期 間で 実 習 場 が変わ る現在 の実 習方 法 で は、学 生が各々 の 実習 場で

十 分 に学 習 す る ことが 困難 にな つて い る。

○ 臨 地実 習 で は 、実 際 に対 象 者の奮 護 を行 うことよ りも看 護 過 程 の展開

に お ける闇者 の フ ロセ ス に重 き を置 いて指導 す る ことが 多 <、 技 術等

を実 践 す る機 会 が減 少 して い る場 合 も見受 け られ る。

○ 賛 成所 にお け る教 育で は、実 践 の 場で 学 習 を行 う場合 の み臨 地実 習 と

み な す こ とにな って いる。そ のた め 、そ の 日の 臨地 実習 が 終 了 した後

に、必要 な 文 bliを 図 書館 で調 べた り、実 習 記録 をま とめ た り して いる

状 況 で あ り、課 題 を こな す こ とに手 一杯 で、自分 で考 えて行 動 す る と

い う学習 がで きな <な つて い る場 合 もあ る。また、臨 地実 習 の オ リ正

ンテ ー シ ョン、体験 の振 り返 り等 を臨地 実 習以 外の 時間 で実 施 して い

るた め 、ま す ますカ リキ ュラム が過 密 にな り、学生 、教 員 共 に余裕 が

無 <な つて い る。このよ うに、着 護 師教 育 につ いて は多 <の 課 題が あ

る。

2.着 護 師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業時 の 至」達 目標

本 検 討 会 の 課 題 の 一 つ で あ る看 護 師 の 免 許 取 得 前 に学 6ヽ べ き 内 容 を

導 き 出 す ため に、始め に看護 師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業 時 の至」違 目

標 を検 討 した (表 1)。 検 討 に当 た って は、 前述 の看 護 師 教 育 の 現 1犬 と

課 題 、本検 討 会 にお いて 表明 され た 意見 、国際着護 師協 会 の着 護師 の能

力 の 枠 組
4)、 5)ゃ

、「 蕎護学 教 育 の 在 り方 に関 する検 討 会報 告 書 」 (文 部

科 学 省 )で 示 さ れ た「奮 護実 践能 力育成 の充実 に向 けた大 学卒 業 時 の到

達 目標 」 の枠 組
6)を

参 考 に した。

1)看 護 師 に求 め られ る実 践能 力

着 護 師 に求め られ る実践能 力 と して 次の 5つ の能 力 を設 定 した。

(3), pp 109-119.
5)|lnterl〕 atiolnal Cour、 cil of Ntlrses(2008):NLlrsing Care Continulllm
framevvork and Colmpetencies                             ・

6)「 蕎 護 学 教 育 の 在 りん に 関 す る 検 討 会 報 告 」(文 部 科 学 省 .平 成 16年 6月 26日 )

で 示 さ れ た 「 琶 護 実 践 能 力 育 成 の 充 実 に 向 け た 大 学 卒業 B寺 の 至」達 自標 Jの 枠 組 。
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I ヒ ューマ ンケ アの 基本 的 な能 力        .

Ⅱ 根 拠 に基 づき、看護 を計画 的 に実 践 す る能 力

Ⅲ 健 康 の 保 持 i曽 進、 疾病 の 予 防 、健 康 の 回復 にか かわ る実 践 能 力

Ⅳ  ケ ア環 境 とチ ーム体制 を理 解 し活 用 す る能 力

V tt Pヨ 職 者 と して研 鑽 し続 け る 基本 能 力

2)卒 業 0春 の 到 達 目標

至」達 自標 は、看護 師 に求 め られ る実 践 能 力 に合 わせ て 5つ の群 に分 け

て 作 成 した。な お、平成 20年 2月 に示 され た「 看護 師 教育 の技 術 項 目

と卒業 0春 の 至」達度」
7)は

、 Ⅱ群 Gの 22「 看 護援 助 技 術 を対 象 者 の 状 態

に合 わせ て 適 切 に実 施す る」の具 体 的 な 内 容 を示 した もの と位 置 づ ける 。

(1)I群  ヒ ューマ ンケ アの 基 本 的 な能 力

構 成 要 素 を「 対 象 の 理 解 」、「 実 施 す る 看 護 に つ い て の 説 明 責 任 」、

「 倫 理 的 な看 護実 践」、「 援 助 的 関係 の形 成」と し、看 護師 が 人 FD3を 対 象

と してケ ア を実 施 するため に必要 な能 力 につ いて 至」達 目標 を作 成 した 。

(2)Ⅱ 群  根 拠 に基 づ き、看 護 を計 画 的 に実 践 す る能 力

構 成 要素 を「 アセ スメ ン ト」、「 計画 」、「 実施 」、「 評 1面 」 と し、着 護 を

計画 的 に実 施 す る能 力 と して の到 達 目標 を作 成 した。

(3)Ⅲ 群  健 康 の保 持贈 進、 疾 病 の 予防 、 健 康 の 回復 にか か わ る実

践 能 力

構成 要素 を「健 康 の保 持・増 進 、疾病 の 予防」、「 急 激 な健 康 状 態の 変

化 にあ る対 象 の琶護」、「 慢性 的 な 変 化 に あ る対 象 の看 護」、「 終末 期 にあ

る対 象 への者 護 」 と し、健康 状態 に合 わ せ た到達 目標 を作成 した 。

(4)Ⅳ 群  ケ ア環境 とチ ーム体 制 を理解 し活用 す る能 力

構 成 要素 を「 着 護専 門職 の役害」」、「 看 護 チ ーム にお ける委 譲 と責務 」、

「 安 全 な ケ ア環 境の確保」、「 保 健 。医 療・福祉 チ ーム にお け る 多職 種 と

の協 働 」、「 保健・医療 ・福 祉 システム に おけ る着 護 の 役害」」 と し、ケ ア

を提 供 す る環 境 と協働 について至」達 目標 を作 成 した。

(5)V群  専 P5職 者 と して研 鑽 し続 ける基 本能 力

構 成 要 素 を「 継続 的 な学 習 」、「 看 護 の 質 の 改 善 に向 けた 活 動 」 と し、

卒 業 後 も専 門 職 と して 働 き続 け る に 当 た つて の 基 本 的 能 力 に つ い て 至」

達 目標 を作成 した。
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3.看 護 師 教 育 におけ る教 育 内 容 と方法

作成 した「 看 護師 に求 め られ る実 践能 力 と卒業 時 の 到達 目標 」に示 さ

れ る よ うな実 践 能 力 を身 につ け るため、免許取得 前 に学ぶ べ き教 育 内容

と方 法 に つ いて検 討 した。

1)蕎 護 師 の 免許 取得 前 に学 ぶ べ き教 育内容

○ 免 許 取 得 前 に学 ぶ べ き教 育 内容 を検 討 し、「 蓄 護 師 等養 成 所 の 運 営 に

関 す る指 導 要領 について」
8,(以

下、「 l旨 導要領 」 とい う。)に おける

別 表 3の 「 教 育 の 基 本 的 考 え 方 」 と「 留 意 点 」 の 改 正 案 を作 成 した

(表 2)。 検 討 に当た って は、「 保健 師助 産 師看 護師 学校 賛 成所 指定規

則」
9)(以

下 、「 指 定 規貝」」 とい う。)の Bll表 3に 示されて い る教育 内

容及 び単 位数 によ る教育 を前 捉 と した。

○ 表 2に お け る「 教 育の 基 本 的 考 え方 」 の 1)～ 6)を 、「 着 護 師 に求

め られ る実 践 能 力 と卒業 時の 到 達 目標」に示 され た 内容 に対応 させ た。

1)及 び 2)は I群 に、3)は Ⅱ群 に、4)は Ill群 に、5)は Ⅳ群 に、

6)は V群 に対 応 させ た。

○ 専 P5分 野 Ⅱの「 留 意 点」 につ いて は、「看 護 の 対 象 及 び 目的 の 理解」

は着 護 師 教育 の 大 前提 と して 十分 に普及 して いる と考 え削除 した。次

に、指 定 規則 にお け る別 表 3の 備 考 3に 基 づいて教 育内 容 を横 断的 に

組 み 合 わ せ た 科 目を設 定 した 場 合 に も対 応 で き るよ うに、「 講 義 、演

習、実 習 を効 果 的 に組み 合わ せ、看 護実 践能 力の 向 上 を図 る内容 とす

る」、「 健 康 の 保 持増 進 、疾 病 の 予防 に関 する看護 の方 法 を学 ぶ内容

とす る」 を加 えた。

また 、卒業 時 の到 連 目標 に お いて着 護 の対 象者 を健康状 態 で表 した

一方 で 、対象 者の 成 長発 達段 階 の理解 につ いて は これ まで と同様 に教

育 内 容 に 含 まれ る こ とを示 す た め に、 「 成長 発 達 段階 を深 <理 解 し、

様 友 な 健 康 状 態 に あ る人 々 及 び 様 ル な 場 で 奮 護 を必 要 とす る 人 々 に

対 す る着 護の 力 法 を学 ぶ 内容 とす る」を加 えた。成 人蕎 護学 、老年蕎

護学 、精 神蕎 護 学 に記載 され て い た留意 点について は、普及 が図 られ

た もの と して 削除 した。

〇近 年 、地 域 に おけ る医 療提 供 につ いて は、在宅 だ けで な く老 人 保健 施

設、特 別 養護 老 人ホ ーム、グル ープホ ームな ど様 々 な場 に広 が り、こ
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れ らの場 所で 最期 を迎 えた りす るな ど、医療サ ー ビスや 医 療 提 供 の 場

が 変 化 して い る。こ う した変 化 に対 応 で きるよ うにす るた め 、統 合 分

野 の 在宅 看護論 につ いて は、多様 な場 で の療養 生活 に対 応 した 教育 内

容 を展 開 で き るよ うに、留意 点で「 在 宅」と示 して いた 箇 所 を「 地 域 」

に変 更 した。

2)看 護 ETに 求め られ る実 践能 力 を育成 す るため の教 育方 法

(1)講 義 。演 習 。実 習 の効 果 的 な組み合 わ せ

○ 専 門 基 礎 分 野 と専 F5分 野 の 教 育 内 容 を関 連 づ け るよ うな 教 育 方 法 を

用 い る こ とで、専 門 基 礎 分 野 の学 習 効 果 が高 ま る こ とが考 え られ る。

例 え ば、専門分野 の教 員 が尊 F3基 礎分 野 の「 人体 の構造 と機 能 」や「 疾

病 の 成 り立ち と回復 の促 進」等 に つ いて 看 護へ の つなが りを示 す こ と

で、学 生 が これ らの 教 育 内容 は着 護 を行 うため に必 要な 矢0識 で あ る と

理解 す る ことが で きた との意 見 が あ つた。この よ うな教 育 を行 うた め

に、専門 基礎 分野 と専 門 分野 の教 員 が一 つの科 目を分担 して教 授す る

な ど、 分野 を超 えた教育体 制 を とる ことも必 要で ある。

○外 国 の着護 教 育で は、矢B識 と実 践 を統 合 す るため に一 つ の授 業 科 目に

おいて講義 と実 習 を交互 に行 い、知 識 と実 践 を効率 的 に統 合 させ て い

<よ うな 教育方 法 を取 り入れ て い る との 意見 もあ つた 。この よ うな教

育方 法 を手 がか りに し、我が 国 で も着護 教 育 に おけ る新 しい教 育方 法

を開 発 して い <こ とも必 要で あ る。

○ 学 内 で シ ミ ュ レー シ ョン等 を 行 うな ど臨 地 実 習 に向 け て 準 備 を して

お <こ とによ り、効 果的 に技 術 を習 得 す る こ とが可能 とな る。特 に侵

襲性 の高 い技術 は、対 象 者の 安 全確 保 の ため に も臨地実 習 の前 にモ デ

ル 人形 等 を用 いて シ ミ ュ レー シ ョンを行 う演 習が効 果 的 で あ る。

○臨 地実 習で経験で きな い内容 (技 術 な ど)は 、シミ ュ レー シ ョン等 に

よ り学 内での演習で 補完 す る 等の工 夫 が求め られ る。

○ 指 定 規 則 の 別 表 3で 規 定 さ れ て い る教 育 内 容 に お け る着 護 の 領 域 ご

との講 義 。実 習 だ けで な <、 領 i或 を横 断 して 授業 科 目を設 定 した り、

指 定 規 則 の 教 育 内 容 毎 の 単 位 数 に と らわ れ ず 単 位 を設 定 す る こ とに

よ り、教育 効果 をあ げ る こ とも可能 で あ る。特 に臨地 実 習 にお いて は、

実 習 施 設 や 対 象 者 の 特 性 に含 わ せ て 領 域 を横 断 して 教 育 内 容 を組 み

含わ せ て実 習 を行 う ことによ り、教 育 内 容 が変 わ る度 に実 習施 設が 変

わ る ことや実 習施設 の確 保 等 の課 題 が解 消 され、実 習 期間 を有効 に活

用 す る こ とが可能 とな る。
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Ol旨 定 規 則 に お け る 別 表 3の 専 門 基 礎 分 野 や 専 門 分 野 及 び 着 護 領 1或 間

で重 複 す るよ うな教 育 内容 は、卒業 0寺 の 到 達 目標 が達 成 さ れ るよ うに、

学校 養成 所が 定 期 的 に見 直す ことで 、効果 的・効 率的 に教 育 を行 うこ

とが で き る。

(2)講 義 ・演 習 にお け る効 果 的 な指導 の方 法

○ 看 護 師 教 育 の 早 い時 期 に 行 わ れ る こ とが 多 い専 門 基 礎 分 野 の 教 育 に

おいて は、学 生の興 味 関 心 が 高 ま るよ うに着護 と関 連 づ けた事例 を用

いる な ど教育 力 法 を工 夫 し、専門 基礎分野 の教 育内容が 看 護の 役 に立

つ内 容で ある こ とを意 識 で き るよ う教授 する ことが望 ま しい。

○学 生が 自己の 蕎護 実 践 につ いての 分析 力、統合 力 を身 につ けるため に

は、技術 の習 得 に焦 点 をあて た演 習や臨 地実 習 にお いて 学 生が実 際 に

体験 す る機会 を多 く し、体験 の後 には必 ず振 り返 りを行 う ことが効果

的 で あ る。

○ 認 定看 護師 や 専門看 護 師 な ど、学 生の 目標 に繋が るよ うな着 護 8Tと 学

生 が 関われ るよ う、講 義 や演 習 を設定 す る こ とによ り、学 習 の動機 づ

け となる ことが考 え られ る。

○ 演 習 に お いて実 習 施 設 か ら招 いた専 P3家 の指 導 を受 け る こ とによ り、

臨床 で用 いて い る新 しい技術 を学 ぶ ことがで きる。また、臨地実 習の

際 に 既 知 の指 導 者 が い る こ とで 学 生 が実 習 に取 り組 み や す <な る効

果 が 考 え られ る。

○ シ ミ ュ レータ ーを活用 す る学習 は、技術 の獲得 に おいて は効 果的 であ

るが 、コ ミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を伸 ばす には限 界 が あ る。模 擬 患者 を

利用 す るな ど、コミ ュニ ケ ー シ ョン能 力 を補完 す る教 育 方 法 を組み含

わせ る必 要が あ る。

○ 学 生の実 践 能 力の 向上 を図 る教 育 を行 うため に は、高額 な シミ ュレー

タ ー等の機器 は複数 の 養 成機 関や 病院間 で共 有 し、機 器 を保 有 で きな

い 養 成機 関 に お いて も シ ミ ュ レータ ーを用 いた演 習 がで き る よ うに、

地上或で効 果的 に活用 す る仕組 み を作 る ことも必要 で あ る。

(3)効 果的 な 臨 地実 習 の方 法

○臨 地 実 習で は、卒業 時 の 至」達 目標 を達 成で きる よ うにす るため、実 習

場 で しか体験 で きな い こ とは確 実 に体験 で き るよ う積 極 的 に調 整 し、

その 後の振 り返 りを充 実 させ る ことが重 要で ある。

○ 学 生の 自律 的 な学 習 を促進 するた め には、日々の学 生 の体 験 及 び実践

能 力 の習 得状 況 を確 認 し、その学生 の状況 に合 わせ た 関 わ り万 をす る

必要 が あ る。
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○実 践能 力 を育成す るた め に は、実 践 と用者 を運動 させ な が ら学 ぶ こと

がで きる よ うにする必要 が あ る。その ため には、実 習 の事 前準 備 や実

習 中 あ る いは実 習後 に振 り返 りを行 うこ とが 必要 で あ る。また 、提 供

す る彗護 のエ ビデ ンスを確認 す るため の 文献 検索 や 、患 者 に含 わせ た

技 術 を提 供 す るため の 演 習 な ど も実 習 の 効 果 を上 げ る た め に は 必 要

で あ る。

○ この よ うに臨地実 習 を充実 させ るため には、看護 実 践 の場 以 外 で 行 う

学習 も臨 地実 習 に含 め る こ とが望 ま しい。ただ し、実 践 の場 以 タトで 行

う学 習 は、実 践の場 に お け る学 習時間 を十分 に確 保 した 上で、その 目

的 を明確 に し、計画 的 に行 う必 要 が あ る。

○ 者 護 の 領 域 別 に実 習 場 が 変 わ る こ と に よ る弊 害 を解 決 す るた め に は 、

一 つの 実 習 場 で 時 間 を か けて 卒 業 時 の 到 達 目標 に達 す る よ う に実 習

を編 成す る こ とも効 果 的 で あ る。

○従 来の 者護 の領 i或 別 に行 う臨地 実 習で はな <、 対象 者 の健 康 状 態 や 特

性 、病棟 又は施設 な どの 看護 実 践 の場 を弾 力的 に組 み合 わ せて 実 習 を

行 う場 合 は、学 生が どの よ うな対 象 者 に関わ り、どの よ うな学 び を し

た か を、 教師 と学 生 双 方 が 共 通 に認 識 で き るよ うにす る麟 要 が あ る。

その ため には、体験 した 内容 や獲 得 した能 力 を記 載 した もの (ポ ー ト

フ ォ リオな ど)を 活用 す る こ とが効 果 的 で あ る。この よ うな 学習 の記

録 によ り、教 育内容 が網 羅 され た 効果 的 な臨地 実 習 を行 う ことが可 能

とな る。

○看 護 師 養成機 関及 び実 習施 設 が 協 力 し、実習 施設 にお いて 学 生が 活用

で きる図書や IT環 境 を整 え るな ど、学 習環境 を充 実 させ る必 要が あ

る。

3)学 生 の実 践能 力向 上 の ため の 教 育体制

(1)教 員及 び実 習指 導 者 の指 導能 力の 向 上

○教 育 の質 を高め るため には、教 員 が 自己の教 育方 法 を常 に見 直 す とと

もに、蕎 護師養 成機 関 と して も、教 育方 法の見 直 しにつ いて組 織的 か

つ定 期的 に取 り組め るよ うな仕 組 み を設 ける ことが 必 要 で あ る。

○学 生が奮護 の考 え方 を深 め 、実 践 能 力 を向上 させ て い <こ とがで きる

よ うに振 り返 りの指 導 を行 うため に は、教 員や実 習 指導 者 は着 護実 践

の 場 の 出 来 事 や 学 生 の 体 験 等 を教 材 化 す る能 力 を 向 上 さ せ る こ とが

必要 で あ る。
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○実 習 指 導 教 員
1° )に つ いて は、 配置 が 望 ま しい とされ て い る もの の、

特 に要 件 が規 定 され て いな い。実 習指導 教 員 は臨地 実習 に おいて専任

の教 員 と同程 度 の指 導が で きる こ とが期 待 され る ことか ら、実 習指導

に関 す る何 らか の研 修 等 を受 け、 質 を高 め る必要 が あ る。

(2)教 員 と実 習 指 導 者 の 役割 分担 と連携

○臨 地実 習の 学 習 効 果 を高め るた め には、教 員 と実 習指 導 者の 合同 会議

を開 催 す るな ど、両 者が学生 の学 習状 況 等 につ いて情 報 共 有等 を行 う

ことが懸 要で あ る。

○教 員 と実 習 l旨 導 者 がそれ ぞれの 役割 を実 た すため に は、両 者が 協 lelし

て実 習指 導 を行 うこ とが望 ま しい。その 際 は、学 生の進 度状 況 を共有

し、指 導 を適切 に分 担 して い <こ とが必 要で あ る。特 に、臨地 実 習で

体験 した ことの 振 り返 りにおいて、教 員 又 は実 習指 導者 の いずれか が

直 接 指 導 で き る よ う指 導 体 tllを 整 え る こ とが 必 要 で あ る。 そ の ため、

教 員 と実 習 指 導 者 と も に現 行 の 規 定 以 上 の 人 数 を確 保 す る こ とが望

まれ る。

4.修 業 年 限 に と らわ れ な い着 護 師 教育で 学 ぶ べ き内容

現 行の着 護 8雨 教 育 の修業年 限 は 3年 以 上で あるが、これ に と らわれ ず

に教 育す る こ と と した場合 に、学 ぶ べ き内容 は何 か に つ いて 検 討 した。

1),多 業 年限 に関 連 した着 護師教 育の現状

○平 成 20年 の 指 定 規則 の改 正 に お いて修 業 年 限 が 変わ らな い まま単位

数が贈力0し た こ とか ら、3年 間で教 育 を行 うには過 密 な カ リキ ュラム

とな つて お り、 教 育 目標 を達 成 す るのが 困難 な状 況 にな って いる。

○近 年、養 成所 で は社 会 人経験の あ る学 生 が i曽 えて お り、学 生層 が三極

化 して きて い る。基 礎学 力が 十分 とは言 えない学生 に合 わ せて 教育 を

行 う と、社会 人経験 のあ る学 生 に と って は物 足 りな い内容 とな る。両

者の ギ ャ ップ が 大 き い中 、現行 の教 育体 制 。方 法で は、両 者 に対 し同

じ教 育期 間・教育 内容で 卒業 時 の 至」達 目標 を達 成 で きる よ うに教育 を

行 う ことは困難 な状 況で あ る。

2)修 業 年限 に と らわ れ な い場 合 の 教育 内 容

○現 在の 学 生の 状 況 か ら考 え る と、着護 師 教 育 の初 期 に基 礎的 な学 力を

高め 、琶 護師 教 育 の 内容 を十 分 に理解 で き るよ うにする ことが 賭要で

習実を中員職護看る
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あ る。

○そ のため 、現 行の指 定 規貝」にお け る看 護 師教 育 の 教 育 内容 と単位 数 を

国家試験 受験 資 格の 要件 と しつつ も、教 育 内容 を拡 充 して 看 護 師教 育

を行 うこ とも考 え られ る。

○ 修 業 年 限 に と らわ れ な い場 合 の 教 育 内 容 の 充 実 の 方 陶 性 は い <つ か

考 え られ る。

① いわゆ る初 年 次教 育 と して の読 解 能 力や 数的 処理能 力、論 理 的 能 力

をよ り高 め るた め の教育 内容 や、人間 の と らえ方 や もの の 見方 を涵

養す るた めの 教 養教 育の充実

② 免許取 得前 に学

`|べ

き教育 内容 に加 え、今後 の看 護師 の 役害」拡大 を

視野 に入れ た専 門 基 礎分 野の 教育 内容 の充実

③ 養 成所 が設 置 され て い る地 i或 の 特 性 を踏 ま えた教 育 内容 の充実

○ 個 展 の 養 成 所 が 自 らの 教 育 理 念 や 学 生 の 状 況 に応 じて ① か ら③ を複

数選択 し、組 み 合わ せ て教 育 を充実 させ る こ とも考 え られ る。

Ⅱ。 今後 の保健 師・ 助 産 師・奮 護 師 教育の 内 容 と方 法 につ いて

1.着 護 職 員 と しての「 能 力」 を育 成す る教 育 へ の 転換

○本 検討 会の 成果 の 一 つ は、保 健 師 ・助 産 師・看 護 師 に求め られ る実 践

能 力 を明 らか に し、 卒業 時 の 到達 目標 を作成 した ことで あ る。

○能 力を育成 す る教 育 に ついて は、平成 20年 7月 の「 看 護 基 礎 教育 の

あ り力 に関 す る懇談 会論 点整 理」
11}に お いて、奮 護 職 員 に求め られ る

資質 ・能 力が 示 され、「 能 力」 を身 に つ け る教 育 が看 護 基 礎 教 育の充

実 の方 向性で あ る と提言 され て い る。

○本 検討 会で は、検 討 課題 の 一 つであ る免許 取 得 前 に学 ぶ べ き 事項 につ

いて 、最初 に保健 師・助 産 師 ・看 護師 に求め られ る実践 能 力 について

検討 し、 これ を踏 ま えて、「 卒業 0春 の 至」達 目標 」 を設定 した。

○ 保健 師 ・助 産 師 教 育 に お いて は、「 助 産 師 教 育 の技 術項 目 と卒業 時の

到 達度 」
12)及 び「 保健 師 教 育 の 技術 項 目 と卒 業 時 の 至」達 度 」

13)に
基

づいて検 討 した。これ らの技 術項 目は対 象者 等 の 1犬 況 を見極 め 、具体

的な 介入方 法 を選択 し実 際 に支援 等 を行 うとい う思者 。判 断・行為の

プ ロセ ス を含 む保健 師 、助 産 師の実践 能 力 を表 して いる と考 え られ た

11)「 蕎 護 基 礎 教 育 の あ り方 に 関 す る 懇 談 会 論 点 整 理 」 (平 成 20年 7月 31日 )。

12)「 助 産 g市 、 者 護 8市 教 育 の 技 術 項 目の 卒 業 8音 の 至」達 度 」 に つ い て (平 成 20年 2月
8日 付 け 医 政 蕎 発 第 0208801号 )の FD」 添 「助 産 師 教 育 の 技 術 項 目 と 卒 業 B寺 の 至」

達 度 」。
13)「 保 健 師 教 育 の 技 術 項 目の 卒 業 8寺 の 至」達 度 」に つ い て (平 成 20年 9月 19日 付
・

け 医 政 看 発 第 0910001号 )の 別 添「 保 健 師 教 育 の 技 術 項 目 と 卒 業 時 の 至」達度 」。
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か らで あ る。

○ 看 護 師 教 育 に つ い て は蕎 護 師 に 求 め られ る実 践 能 力 全 体 につ いて 検

討 を行 い、 卒 業 時の 到達 目標 を設 定 した 。

○保健 師・助 産 師 ・看護 師教 育 に お ける卒 業 0寺 の到 達 目標 を達 成す るた

め の教 育 内容 が 、各々の 免許 取得 前 に学 ぶべ き内 容 とな る。今後、保

健 師・助 産師 ・着 護師 教 育 を行 う養成 所 において は、広 い視 野 で これ

か らの着 護 の 方 向性 を考 え、学生 が深 <看 護 を考 え る こ とがで きるよ

うに、卒業 時 の 至」達 □標 を達 成 す るた め の教 育 内容 と教 育方 法 につ い

て入念 に検 討 し、具 体的 な教 育 内容 を設 定 す る こ とが 求 め られ る。

○ また、学 生 が 状 況 に応 じて 多 <の 矢0識 を組 み 合 わせ て活用 し、役害」を

果 た す能 力 を獲 得で きるよ うな教 育方 法 の開 発 も求め られ る。

○保健 師・助産 師・着 護師 に求め られ る実 践 能 力 は、卒業 した後 も実務

経験 を通 して 発 達 して い <も の で あ る。蓄 護 基礎 教 育 において は、自

己の 実 践 能 力 を評 価 し継 続 的 に学 習 して い <能 力 を教 育 が 必 要 で あ

る。

2.免 許 取得 前 に学ぶ べ き教育 内 容の考 え方

○保健 8雨 ・助 産 師 。着 護師 教育 の い ずれ に おいて も、今後 強化 すべ き教

育内容 は、次 の (1)か ら0に 示 す とお りで あ る。これ らは、専門 家 と し

て 自党 的 に 役 害」を果 た して い <た め の ヒ ューマ ンケ ア の基 本 的 な能

力の 基礎 とな る 内容 で あ る。

11)人 Po3性 の ベ ー スにな る倫 理性、 人 に寄 り添 う姿 勢 につ いて の教 育

12,状 況 を見極 め 、 的確 に判断 す る能 力 を育成 す る教育

(3)コ ミ ュニケ ー シ ョン能 力、対人 関係能 力の育 成 につな が るよ うな教

育

14)健 康 の保 持 贈 進 に関す る教 育

(0多 職種 間 の 連 携 、協働 と社 会資 源 の活 用 及び 保健 医療 福 祉 に関す る

法律 や制 度 に関 す る教育

tO主 体的 に学 習 す る態度 を養 う教 育

○助 産師 や着 護 師 に は、対象 者の 生 命の 維持 や、身体 の苦痛 を早期 に和

らげるた め の 技 術 が 必要 で あ る こ とか ら、上記 の教 育 内容 に加 え、緊

急 時 の 対 処 能 力 の 基 礎 とな る フ ィジカ ル ア セ ス メ ン トに つ いて 強 化

す る必要 が あ る。また、疾病 が どのよ うに生活 に影 響す るか を心 身両

面か らア セ ス メ ン トし、予没」して 対応 す る能 力 を培 う教 育 も必要で あ

る。



○保健 師 には健 康 危機 の 予防 や対 処 のた め に、行 政保健 、産業 保健 、学

校保健 の 各領 i或 にお いて、健 康危 機の アセ スメ ン トを行 う ことがで き

る教 育 が 求め られ る。

3.着 護 基礎 教 育 にお け る効果 的 な 教育方 法

1)講 義 ・ 演 習・ 実 習 の組 み 立 て カ

○学 生 は、臨 地実 習 に おいて講 義 や演 習で 学 ん だ矢0識 を統 合 して個 別 の

対象 者 に含わ せ て看 護 を提供 で き るよ うにな る こ とが 期 待 され る。そ

のため 、演 習 で判断 す る能 力 を身 につ け、臨地 実 習 にお いて実 際 の着

護実 践の ダ イナ ミズムの 中で 体験 して学 ん だ看 護 を基 に、更 に必要 な

知識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの 学習 方 法 が 必 要で あ る。

○ このよ うな 学 習方 法 を通 して、保健 師・助産 師・着 護 師 と して 活動 す

る様 皮な場 に お いて、対象 者 の健 康の 状態 や生 活の 状況 に応 じた看 護

が実 践 で きる能 力が 育成 され る。

○卒業時 の到 達 目標 は、あ る状 況 に対処 す る、あ る い は問題 を解決 す る

ことがで き る状 態 を表 して い る。そ の達 成 に は、領 域横 断 的 に知識 を

組み 含わ せ て 活用 す る ことが 必要 で あ るため 、領域 横断 的 な講 義・演

習・実 習 を行 う ことも必要 で あ る。特 に演 習 は知識 の教 授 だ けで はな

<、 思者 を通 して矢0識 を統 合 し、それ を表 現 す る能 力 を培 う教 育方 法

であ るた め 、講 義 や実 習 との関 連 を考 え、効果 的 に演 習 を位置 づけ る

ことが必 要 で あ る。

○現 在 、 助 産 師 。看 護 師 教 育 の 臨 地実 習 に お い て は、 侵 襲 を伴 う行 為 を

体験 す る こ とが難 し<な つて いる 。 そ の 一 ん で 、 現 場 で は医 療 の 高 度

イじによ り、助 産 師 や 看 護 師 に侵 襲 を伴 う行 為 の 実 施 が 求 め られ る よ う

にな つて きて い る。 こ う した 侵 襲 を伴 う行 為 を習得 す る た め には 、 シ

ミ ュ レータ ーの 活 用 や状 況 を設 定 した演 習 を充 実 させ る こ とが 求 め ら

れ る。

○卒業 時 の至じ達 目標 を達 成す るため の臨 地実 習の あ り方 と して、着護 の

領 1或 毎 に看 護 過 程 を中 lい に行 う臨 地 実 習 が 効 果 的 で あ る か ど うか検

討が 必要 で あ る。卒 業時 の到 達 目標 と臨 地実 習 の 目的 の 関連 性や 、学

ぶべ き内容 を明 確 に し、その 目的 が達成 で き るよ うに柔 軟 に実 習の 場

を開 発 し、実 践 的な 教育 を行 うこ とが望 まれ る。

○ また、領 域横 断的 な 臨地実 習 を行 う場 合 は、実 習 の 目標 と内容、評価

の方 法 を明確 にする必要 があ る。
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2)教 育 効 果 を上 げる臨地実 習 の 指 導体 制

○臨 地実 習 に お ける指導 体 tllに つ いて は、学生 が豊 か に学 ぶため に改善

す べ き多 くの課 題が あ る。看 護 を必 要 とす る人 々の心身 の状態 とそれ

に対 す る看 護 の 賭要 性の判断 な ど、臨地 で 目の 当た りにす る事 象 に基

づ い て深 い思 者 を伴 いなが ら学 べ る よ うにす る には、教員 と実 習 l旨 導

者の 連 携 が重 要 であ る。その ため に は、講義 と実 習指導 を両方 担 つて

い る養 成 所 の教 員 について は 1曽 員 に向 けて検 討 す べ きで あ り、臨地実

習 を 担 って い る実 習 指 導 教 員 に つ い て は必 要 な 人 数 の 確 保 と資 質 の

向 上 が 求 め られ る。

○現 在 は 、講 義 を受 けた 後 に実習 を行 うとい う演繹 的な学 習方 法が 多 い

が 、実 習 にお け る看 護実 践の 経験 か ら学 習課 題 を明確 に し、Po5題 解決

的 に 学 習 して い <帰 納 的 な方 法 も悪 者 力 や 判 断 力 を養 うた め に必 要

な学 習 方 法で あ る。このよ うな帰 納 的な 方 法で実 習 を指 導 する場合 は、

専 任 の教 員、実 習指 導教 員及 び実 習 指 導 者 には、個々の 学生 の体験 を

教 材 イじす る能 力が一層求め られ る こ とにな る。

3)教 育 方 法 等 の評価

○教 育 の 質 の 向 上の ため には、教 員 一人 一 人が 自己の教育実 践 を評 価す

る こ とが 重 要 で あ るが、さ らに組 織 的か つ定期 的 に全体 的 な教 育の 内

容 及 び方 法 につ いて 評価 を行 うこ とが麟 要で あ る。

○学 校 評 価 に つ いて は、平成 19年 に自己評価 及び 結果 の公表 が義 務化

され て お り
14)、

大学 にお いて は平成 11年 の義務 化以 降、自己点検 ・

自己 評 価 結果 を公表 して いる 15)。
養 成 所 にお いて もこの よ うな 評価

を一 層 推 進 す る ことがИ要で あ る。

4.今 後 の 課 題

〇近 年 、知 識 習 得か ら能 力獲得 へ と「 学 習」の概 念 が変化 して きて い る。

本検 討 会 にお いて も、保健師 ・助 産師・看 護師 教育 において培 う能 力

を明 らか に し、卒業 時の到達 目標 と して 示 した。これ らの能 力 は、学

生 の 実 践 において 、知 識・思考・行 動の 統合 を通 して 発揮 され る ため 、

単 に学 生 の 知 識の 保 有 量 で 評 価 で き る も の で は な い。 保健 師 。助 産

師 ・看 護 師 教 育 を担 う教 員、実 習 指 導者 等 を始め とす る関係 者 には、

14)「 学 校 教 育 法 施 行 規 貝」等 の -86を 改 正 す る 省 令 」(平 成 19年 10月 30日 付 け文
86科 学 省 令 第 34署 )。

15)平 成 11年 の 大 学 設 置 基 準 の 改 正 に よ り義 務 化 さ れ 、平 成 14年 以 降 は 学 校 教 育
法 第 109条 に お い て 規 定 され て い る。

13



学生 の能 力 を評 価 す る方 法 を開発 し研 鑽 す る ことが求 め られ る。

○ 今後 は保健 師 。助 産 師・看 護師 に求め られ る実 践能 力 と卒業 時の 至」達

目標 を踏 まえて、教育 内容 を構成 す る こ とが 望 まれ る。看 護師 等 養 成

機 関 に お け る カ リキ ュラ ム 作 成 に 当 た つて は教 員 に は柔 軟 な 思 者 が

求め られ る。

○平成 8年の 指 定規 貝」の 改正 に おいて単 位制 が導 入 され た 。保健 師・助

産 師・奮 護師 養 成所 にお ける単位 の計 算 方 法 につ いて は、大 学設 置基

準
16)に

準 す る こと と し、 1単 位 の 授業 科 目を 45時 Fo3の 学修 を懸 要

とす る内容 を も って 構成 す る ことを標 準 と した。1単 位の 授業 0春 間 数

につ いて は、授業の 万 法 に応 じて 、当該 授業 によ る教 育 効果 、授業 時

間 外 に必要 な学 修 等 を考 慮 して 、講 義 及 び演 習 につ いて は 15～ 30

時間 、実 験 、実 習及 び実 技 につ いて は 30時 間 か ら 45時 Fo3の 範囲 で

定め る こ とと して い る。な お、臨地 実 習 は 1単 位 45時 間 の実 習 をも

つて 構成 す る ことと して いる。

現 行 の指 導要 領 の別 表 1、 2及 び 3に は単 位 数 と総 時間 数 が併 記 さ

れて いる。教 員 は、卒業 時の 至」達 目標 の 達 成 に向 けて学 生 が取 り組 む

べ き課 題 な ど を考慮 しつ つ、責任 を持 って 単位 数 と各単 位 当た りの 時

間 数 を設 定 す る ことが望 ま しい こ とか ら、総時 FB3数 を併 記 す る ことの

是非 につ いて は検討 を続 ける必要 が あ る。

○臨地 実 習 の 充実 の ため には、現 行 の規 定 にあ る教 員数 で は+分 な指導

を行 うこ とが 困難で あるため 、教 員 が責 任 を持 って 臨地 で 指導 を行 え

るよ うに、教 員 と実 習指 導者 の 役害」を見 直す とともに、その 役害」に見

含 った教 員数 、実習 指導 者 数の確 保 ・配 置 を検討 す る必 要が ある。

○ 学 生 の 実 践 能 力 を高 め るた め に も臨 地 実 習 の 指 導 体 制 の 充 実 は 重 要

で あ る。 現 在 、 実 習 指導 教 員 を置 <こ とが 望 ま しい とされ て いるが 、

実 習指 導 教 員 の 資 質 の 向 上 を図 る機 会 を設 け る こ と も検 討 す る 必 要

が あ る。

○教 育 の 質の 向 上の ため には、自己点検 。自己評価 に と どま らず第二 者

評価 の導 入 も進 め、客観的 に 自校 の教 育 を見直 して い <こ とが 麟要 で

あ る。

本報 告書 及 び「 着護 教 育 の 内容 と方 法 に関 す る検 討会 第 一次報告 」に

お い て 、 今 後 の 看 護 教 育 を充 実 す る方 向 性 が 示 さ れ た と こ ろ で あ り、

年 10月 22日 文 部 科 学 省 令 第 28号 。最 終 改 正 平 成 21３
号翻

３４
＜
令

準
省

基
学

置
科

設
部

学
文

大
年

６
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の報 告 によ り、看護 教 育 の質 の 向 上が図 られ る こ とを期 待 した い。
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蓄護師に求められる実践能力と卒業時の至」達目標 (案 )

琶護師の実践能力 1   構成要素
卒業0もの至」達目標

I ttll

ヒューマンケアの
基本00な能力

∧ 対象の理解

1

2

3

人体の構造と機能について理解する

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、加齢の特徴を理解する

文]象者を身体的、心理00、 社会的、文イヒ的侵噛 から理解する

B 実施する蕎護につい

ての説明責任

４

一

５

　

６

実施する看護の根拠・目的・力法について相手に分かるように説明する

自らの役害」の範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると判断する場合は、適切な人に助言を求める

倫理00な看護実践

7

8

9

10

11

対象者のフライバシーや個人情報を保護する

文」象者の価値観、生活習慣、慣習、信条などを尊重する

文」象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解する

文]象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従って行TJ」 する

援助的関係の形成

12

13

14

15

文」象者と自始の境界を尊重しながら援助的関係を維持する

文」人技法を用いて、文J象者と援助的なコミュニケーションをとる

文」象者に必要な1情 報を文」象者に合わせた力法で提供する

対象者からの質問・要請に誠実に文」応する

Ⅱ君羊

根拠に基
‐
Dき、琶譲

を計画的に実践する

肯ヒカ

巨 アセスメント

６

　

７

健康状態のアセスメントに必要な客観的・主観的情報を収集する

情報を整I里 し、分析・解釈・統含し、課題を抽出する

F 計画

８

　

９

対象者及びチームメンバーと協力しながら実施可能な看護言1画を立案する

根拠に基づいた個別00な薔護を計画する

G 実施

20

21

22

23

24

計画した看護を文」象者の反応を捉えながら実施する

計画した看護を安全・安楽・自立に留意し実施する

着護援助技術を文」象者の状態に含わせて適tJJに実施する

予測しない状況の変イじについて指導者又はスタッフに報告する

実施した看護と文」象者の反応を記録する

H き平1面

５

　

６

２

　

２

予漫」した成果と照らし合わせて実施した者護の結果を評価する

評価に基づいて計画の修正をする

l lll康 の保l寺 ・増進、疾
病の予防

０

　

１

３

　

３

27

28

29

生涯各期における健康の保持増息 10疾病予防における種護の役害」を理解する

環境の変イヒが健康に及ぼす彩響と予防策について理解する

健康増進と健康教育のために必要な資源を理解する

文」象者及び家族に含わせて必要な保健指導を実施する

妊娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

17



Ⅲ君羊

健康の保持l曽進、

疾病の予防、健康の

回復にかかわる実践

能力

急激な健康状態の変
イしにある対象への

看護

３２

３３

３４

一

３５

３６

３７

３８

３９

急激な変イヒ状態 (周手術期や急激な病状の質イし、救昴処置を必要としている

等)にある人の病態と治療について理解する  __   _ __一 ――――

急激な変イヒ状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

文」象者の健康状態や治療を踏まえ、看護の優先順位を理解する

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に対処することを理解し、症状の変化について迅速に報告する

合併症予防の療費生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーシヨンを支援する

文」象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性的な変イじにある

対象への着護

40

41

42

43

44

45

46

慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性的経過をたどる人に治療が及ぼす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容していく過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (憲者教育)

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

慢性的な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向 上に向けて支援する

L終末期にある文」象ヘ

の看護

７

　

８

　

９

４

　

４

　

４

死の受容過程を理解し、その人らし<過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩禾B方法を理解する

蕎取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ群
ケア環境とチーム体
制を理解し活用する

育旨力

M看 護専P3職の役害」
50

51

看護職の役害」と機能を理解する

看護師としての自らの役害」と機能を理解する

N看 護チームにおける

委譲と責務

２

　

３

　

４

５

　

５

　

５

看護師は法的範囲に従つて仕事を他者 (看護補 ll」 者等)に委lIすることを理解

する         _ _     _   _ _ ― ― ― ―  ―

看護師が委任した仕事について様々な慣1面から他者を支援することを理解する

仕事を音β分的に他者に委任する場合においても、自らに説明義務や賣1モがある

「

と 芥裡 確 す る

安全なケア環境の

確保

５

６

７

８

９

５

５

５

５

５

医療安全の基本的な者え方と看護師の役害」について理解する

リスク・マネジメントの方法について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

感染防止の手順を遵守する

関係法規及び各種ガイ ドラインに従つて行動する

保健 。医療・福祉

チームにおける多
職種との協働

60

61

62

63

64

保健・医療・福祉チームにおける者護及び他職種の機能 。役害」を理解する

対象者をとりまく保健・医療・福祉従事者間の協lJJlの必要性について理解する

対象者をとりま<チームメンバー間で報告・連絡・相談等を行う

対象者に関するケアについての意器決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンバーとともに、ケアを評価し、再検討する

保健・医療・福祉シ

ステムにおける看護
の役害」

68

65

66

67

69

看護を実践する場における組織の機能と役害」について理解する

保健・医療・福祉システムと看護の役害」を理解する

国際的観点から医療・彗護の役割を理解する

保健・医療・福711の 動向と課題を理解する

様々な場における保健・医療・福祉の連携について理解する

18



V群
専P3職者として5jT鑽

し続ける基本能力

R継 続的な学習
70 看護実践における自らの課題に取 り組むことの重要性をIET解する

71 継続00に 自分の能力の維持・向上に努める

S看 護の質の改善に向
けた活動

72 看護の質の向上に向けて看護師として専P]性 を発展させてい<重要性を理解す
る

73 看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する

19
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看護師等養成所の運営に関する指導要領 別表3
看護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1)人 FD3を身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広<理解 し、奮護師としての人間関係を形

成する能力を養う。

2)蕎護師としての責務を自党し、倫理に基づいた看護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、看護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持鸞進、疾病の予防、健康の回復に関わる着護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健 。医療・福祉システムにおける自らの役害」及び他職種の役害」を理解し、他職種と連携・協働する

基礎的能力を養う。

6)専 Pヨ職業人として、最新知識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

科学的悪者の基盤

人間と生活・社会の理解 }13
「専P9基礎分野」及び「専門分野Jの基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的思者力及びコミュニケーション能力を高め、感

性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を1日広<理解出来る内容とし、家族論、人間関係論、

カウンセリング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含む

ものとする。

職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望ましいc

十一〓

ロ 13

専

門

基

礎

分

野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障制度

‐５

　

　

　

　

　

　

６

１

∫

人体を系統だてて理解し、健康・疾病 。障害に関する観察力、

判断力を強化するため、解音」生理学、生化学、栄養学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人々が生涯を通じて、健康や障害の1犬態に応じて社会資源を活

用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する職種の役割

の理解等を含むものとする。

月ヽ  計 21
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専

門

分

野

Ｉ

基礎奮護学

臨地実習

基礎着護学

10

3

3

専F5分野 Iでは、各看護学及び在宅晉護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学6ヽため、看護学概論、看護技術、臨床着

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを強化する内容

とする。

事例等に対して、着護技術を適用する方法の基礎を学6ヽ内容と

する。

着護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

小  計 13

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護学

者年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

成人看護学

者年看護学

小児看護学

母性看護学

精神着護学

6

4

4

4

4

16

6

4

2

2

2

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、着護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する看護の方法を学 6ヽ内容と

する。

成長発達段階を深く理解 し、様々な健康状態にある人々及び

様々な場で看護を懸要とする人々に対する看護の方法を学ぶ内

容とする。

矢0識・技術を看護実践の場面に適用し、着護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を養う実習とする。

チームの一員としての役割を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、着護を実践する実

習とする。

′」ヽ    言十 38

22



統

合

分

野

在宅着護論では地1或で生活しながら療養する人友とその家族を

理解し地域での着護の基礎を学ぶ内容とする。

地1或で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職

種と協働する中での着護の役害」を理解する内容とする。

地t或での終末期看護に関する内容も含むものとする。

チーム医療及び他職種との協働の中で、着護師としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問看護に力0え、地域における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専門分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。

複数の憲者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望ましい。

3,○○00寺間以上の講義 。実習等を行うものとする。

看護の統含と実践

臨地実習

在宅着護論

蕎護の統合と実践

23
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「看護教育の内容 と方法 に関す る検討会」 メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音順)

阿真 京子   「知ろう !小児医療 守ろう !子 ども達」の会代表

池西 静江    京都中央看護保健専門学校副校長

`  太田 秀樹    おやま城北クリニック院長

.  岡本 玲子    全国保健師教育機関協議会副会長

岸本 茂子    倉敷看護専門学校冨1校長

草間 朋子    大分県立看護科学大学学長

〇小山 員理子   神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授

島田 啓子    全国助産師教育協議会理事

末永 裕之    日本病院会副会長

(宮崎 忠昭    長野赤十字病院名誉院長 ※第 4回 まで)

舘  昭     桜美林大学大学院大学アト
゛
ミニストレーション研究科研究科長

千葉 はるみ   社団法人全国社会保険協会連合会看護部長

中山 洋子    福島県立医科大学看護学部教授

菱沼 典子    聖路加看護大学看護学部学部長

藤川 謙二    日本医師会常任理事

(羽生田 俊    日本医師会常任理事 ※第 4回まで)

`   三浦 昭子    日本看護学校協議会副会長

.  山内 豊明    名古屋大学医学部基礎看護学講座教授

山路 憲夫    白梅学園大学子ども学部家族・地域支援学科教授

山田 京子    浅草医師会立訪間看護ステーション所長

和国 ちひろ   いいなステーション代表
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看護教育の内容と方法に関する検討会

「看護師教育ワーキンググループ」メンバー

※○は座長 敬称略 (五十音llm)

池西 静江    京都中央看護保健専門学校副校長

小塚 ますみ   愛知県立桃陵高等学校教頭

(藤井 悦子    広島県立広島皆実高等学校教頭 ※第 5回まで)

〇小山 豊理子   神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科教授

千葉 はるみ   社団法人全国社会保険協会連合会看護部長

鶴田 息子    日本赤十字看護大学看護学部教授

野嶋 佐由美   高知女子大学看護学部学部長

三浦 昭子    日本看護学校協議会副会長

三妙 律子    東京都立広尾看護専門学校校長

山内 豊明    名古屋大学医学部基礎看護学講座教授

山田 京子    浅草医師会立訪間看護ステーション所長
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医政発 0・106第 14号
平成 23年 1月 6日

各都道府県知事 殿

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について (通知)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の下部を改正する●令(平成23年文部科学
省・厚生労lrJJ省 令第1号。以下「改正省令」といぅ。)が別紙のとおり公布され、平成
23年 4月 1日 から施行されることとなった。       |
今回の改正の趣旨、概要等は下記あとおりであるので、|十分留意の上、貴管内あ養成

所へ周知いただくとともに、その実施について遺漏のないようお願いする。
なお、各国公私立大学長あてには、文部科学省より別途通知していることを中し添え

る。

記

1.改正の趣旨

保健翻i助産師看護師法及び看護師等の人材確体の促進に関する法律の一部を改正す
る法律 (平成21年法律第78号)により政TIれた保健師助産師看護師法 (昭和23
年法律第203号)が平成22年 4月 から施行され、保健師及び助産師の基礎教育にぉ
ける修業年限について、それぞれ「6か月黙上」ヵ)ら 「1年以上Jに延長された。:

厚生労lJJ省においては、平成21年 4月 から開作された F看護教育の内容と方法に関
する検討会」にて、新たな修業年限にふさゎしぃ教育内容等について検討を行い、平成
22年 11月 に保健師教育及び助産師教育のカリキ早ラムの改正案が取りまとめられ
た。

また、文部科学省においては、「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討
会」にて、厚生労働省の検討会で取りまとめられた改正案を適用した場合の大学1短期
大学の課題等について検討を行つた。

以上の検討を踏まえ、教育内容の充実を図り、保健師又は助産師の学校又は養成所に



おける学生又は生徒の実践能力の強化に向けた教育課程の改正を行うため、改正省令を

公布するものである。

21改正の概要

(1)保健師教育につし―ヽて (別表 1関係)               .
① l「地域看護学」について、名称を「公衆衛生看護学」に改めるとともに、備

考の「学校保健・産業保健を含む:」 を削除した。

② 「個人 1家族・集団の生活支援」について、産業保健や学校保健におけるrJl

繊人の支援を明確化する観点から、名称を「個人・家jJA・ 集団 0組織の支援J

Iに改め、また、「地域看護活動展開論」及び「地域看護管理論Jについて、名

称を「公衆衛生看護活動展開論」及び「公衆衛生看護管理論」に改めるとと
'    もに、これらの単位数を「計16単位」から「計14単位■とした:またt

「公衆術生看護管理論」の備考に「健康危機管理を含む。」を加えた。

③  「保健福祉行政論」について、医療に関する内容を明確化する観点から、名

称を「保健医療福祉行政論」に改めた。

:「地域看護学実習」について、名称を「公衆術生看護学実習」に改めた。
「個人・家族・集団の生活支援実習Jについて、②と同様の観点から、

1名
称

を「個人・家族・集団・組織の支援実習」に、備考の「継続した訪問指導を

含む:」 を「継続した指導を含む。」に改めた。また、「地域看護活動展,「論実

習」及び ―「地域看護管理論実習1について、名称を「公衆衛生看護活rJJ展開

論実習」及び「公衆衛生看護管理論実習Jに改めるとともに、これらの単位

数を「計2単位」から「計3単位Jと した。              |
単位数の総静卜を「23単位以上」から「28単位以上」とした。

助産師教育について (別表 2関係)

「助産診断・技術学」の単位数を「6単位」から「8単位」とした。

「助産管理」の単位数を「1単位」から「2 Цl位」とした。

臨地実習の単位数を「9単位」から「11単位」とした。

ly_位数の総計を「23単位以上」から 128単位以_L」 とした。

3.施行期日等

(1)施行期日

平成 23‐年 4月 1日 施行          |
(2)経過措置                            (
平成 23年 3月 31日 までに指定を受けている保健mi又は助産師の学校又は養成

所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の

内容にういては、従前の例によることができることとした。

④

⑤

⑥

＞

①

②

③

④

ｔ
　

２



4,実施に1当 たり留意すべき事項                      _
改正省令の施行に伴い、都道府県知事におぃては、

ヽ
所轄の養成所の学則の変更等につい

て、導漏のないよう当該養成所に対して指導されたい。
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現
定
に
一
づ
き
，
保
刊
Ⅶ
助
一
Ⅶ

喬
穫
師
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
ら

平

成

．

卜

二

年

一

月

六

日

保拙畔卿蜘醐研側幅測脚織腕踊馴
‐‐ｒｉ‐‐‐‐脚
ｌ鼎綺鰍町する省令　　　　　生労珊た一　細川　―――以

∵生
省
令
第
ニ
ト
川
号
）
の
　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
■
る
．

第
■
”
条
を
歌
の
よ
う
に
改
め
る
．

（保
鯉
師
国
家
試
散
の

‐ｌｉ
ｔ
教
科
＝
）

第
二
十
条
　
保
鯉
師
川
■
試
牧
は
、
次
の
科
＝
に
つ
い
て
行
う
一

公
衆
蘭
生
脅
穫
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

疫
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

保
拠
統
計
学

輩
鯉
医
療
輛
―――‥
行
政
治

第
■
十
二
後
を
次
の
よ
う
に
政
め
る
．　
一

〈看
超
師
――‥――
ま
試
験
の
ｌｉｔ
教
科
＝
）

第
二
十
二
条
　
看
出
師
国
家
試
験
は
，
次
の
＝
日
に
つ
い
て
行
う
。

ノ、
体
の
構
造
と
機
能

族
病
の
成
り
立
ち
と
口
位
の
促
泄

拠
康
支
援
Ｌ
社
会
保
障
制
度

基
礎
脅
穫
学

成
人
看
泄
学

七
年
行
護
学
　
　
　
　
　
′
　

・

小
児
看
穫
学

母
性
看
縦
学

樹
神
‘
護
学

ｒＩ
宅
看
護
綸

看
穫
の
統
合
Ｌ
実
践

附
　
則

こ

の

省

令

は

．

平

成

二

，

三

年

四

月

四
月

一
＝
か
ら
施
行
す
る
。　
　
　
　
・

十
茶
の
改
正
規
定
１１
．
平
成
二

′―
四
年

看
穫
卸
学
校
推
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
脚
擬
野

“
瓢
観
砕
酬
け
い
］
り

，Ｌ
抑

げ
ぼ
晰
臓
綺
暖

け
。
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

，
わ
段
鉾

、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

，
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
よ
及
び
別
表
■
に
掲
げ
る
教
育
内

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
‘、
第

の

定
の

例

」【

る



別
表

一

（第
二
条
関
係
）

教

育

内

容

教

育

内

容

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

○
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則

（昭
和
二
十
六
年
文
部
省

・
厚
生
省
令
第

一
号
）

（抄
）

制

御

劃

馴

覇

側

劇

翻

コ

翻

コ

翻

ｇ

劇

劉

御

藝

測

馴

酬

調

疫
学

保
健
統
計
学

創

園

圏

樹

綱

翻

臨
地
実
習

倒
剣
劉
響
劉
馴
潤
側
到

援
実
習

Ｎ
引
劉
蟄
劃
訓
翻
引
劇
罰
副
則
馴
副
到

イ

ー

多

多
Ｔ

た

５
４

ヨ

攣

薔

通

男
月

雷

Ｄ

露

川

リ
ユ
平

一

劃
劉
翻
馴
目
到
「

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。
　
・

細
制
ｕ
川
制
割
を‐
含
む
。

川
劉
刷
ヨ

劉
劉
測
刷
翻

倒
剣
塞
倒
劃
測
ヨ
馴
劇

割
劉

謝

釧

馴

翻

地
域
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

臨
地
実
習

地
域
看
護
学
実
習

倒
剣

留

η

割

槻

創

測

援
実
習

糧
劉
割
漏
馴
笛
紺
劇
司

割
響

国

刷

璽

割

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

側
翻
剣
翻
剰
樹
囲

含
む
。

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
．

継
続
し
た
訪
問
指
導
を
含

む
。

一　
エハ
　
（　一　
開四
）一　一

｝〓

〓

一
２

０
）二

｝―
一

〓
一
（
一
一）

〓
一
（
一
一）五五二三

四|四 |
二

|
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△
口

計

備
考
　
一　
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
コ^
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
コ
引
コ
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
‐の
表
の
教
育

内
容
ぜ
と
の
単
位
数
に
よ
ち
な
い
こ
と
が
で
き
る
一

一表
二

（第
二
条
関
係
）

備
考
　
一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
ど
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
．刊
川
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一表
二

⌒第
二
条
関
係
）

六

（五
）

１
、

，

ノ一

=|=

五

九|九1下|「 本IY

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

　

・

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

=2‐



一　
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。
　
　
　
　
一

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
ヶ
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

ｔ

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
綺
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
．刊

〓‐
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
引
司
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
た
の
教
育
内
容

ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
な

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
措
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外

の
教
育
内
容
刊
回
判
側
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご

と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

生

一
人
に
つ
き
十
日
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
り
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

・

経
腱
分
べ
ん

◆
頭
位
単
胎
と
し
、
分
ベ

ん
第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時

間
ま
で
と
す
る
。

生

一
人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

。
経

腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
べ
ん

第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時
間

ま
で
と
す
る
。
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資料 3

「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」の一部改正に係る新旧対照表 (案 )

新
1日

別添

看護師等養成所の運営に関する指導要領

第 1～ 4 (略 )

第 5 教育に関する事項

1  (略 )

2 1t修時|||1放等

(1)保″l師■成所

教育「‖l程の編成に当たっては、 28単位以上で、 890時刷j以上の11)や t、

実習等を行 うようにすること。

(2)助産師 I:成所

教育言‖t程の和li成 に当たっては、 28単位以上で、 930時間以上の言||_it、

実習等を行 うようにすること。

(3)。 (4)  (‖ 6)

3  ぐ‖各)

4 教育実施_Lの留′よ l「項

(1)臨 1也実習は、実践活 lll」 の場において行 う実習のみを指すものであること。た

だし、臨JL実習を充実させるためにll誰実l長のj2以外で行う学習の時||口 をmi地

実翌に含めて差し支えないこと。

(2)2年言‖1程 (通信制)にあっては、臨i地実習を紙上事例演習、病院見学実習及

び而Jな授,た をもつて替えることができるものであること。

二 紙上 '11例 ″|〔習とは、文11で示された架空の患者 (ペーパー・ペイシェント)

について、学生自身が看護の展開についてのレポー トを作成することにより

問題解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。

∠ 病院見学実習とは、学生自身が業務に従事していたことによる経験をふまえ

てri」院の行誰提供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践に

殷1する考察を深めるものであること

立 面接授業とは、学生がit成所にうこ学し、ミヽ性教,tと 対
‐
而し直接指 .lを受けて、

印昂り教|オによる授業等で学んだ知|‖tと和t上可f夕1滞 (1冒、

"i院

兄学実習で学んだ

別添

看護師写it成所の)ili営 に関する指導要領

第 1～ 4 (‖各)

第5 教育に関する:'卜項

1  (‖各)

2  履修時IL15数年F

(1)保健白F養成所

教育li‖(程の編成に当たっては、 23111位以上で、 745時副1以上のfll義 、

実習等を行うようにすること。

(2)助産師i雌成llF

教育i果程の和11成 に当たっては、 23単位以上で、 765時 1飼以上の:‖_i走、

実習等を行うようにすること。

(3)。 (4)  ぐ‖各)

3  (‖各)

4 教育実施上の留意
II「

項

(1)|“ i地実習は、実践活 lltの場において行う実習のみを指すものであること。た

だし、2年1,t程 (i山 信制)にあっては、紙上 J「例が(習、711J院見学実習及び面接

授業をもつて替えることができるものであることの

紙上■例演習とは、文「
「

で示された架空の患者 (ペーパー・ペイシェント)

について、学生自身が看護の展|り‖についてのレポー トを作成することにより

問題解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。

″il完見学実習とは、学生自身が業務に従:ll「 していたことによる経験をふまえ

てり

',院

の看Ii健 1是供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践に

関する考察を深めるものであること。

面接授業とは、学生がti無成所に通学し、専任教員と対面し直接指導を受けて、

印刷教材による授業等で学んだ力li歳 と利t上 J「伊1演習、り,il完兄学実習で学んだ

ア
一

イ
一

1



実践の能力の統合を図るものであること。

(3)臨地実習は、原貝Jと して昼間に行うこと。ただし、助産学実習及び看護の統

合と実践においては、この限りでないこと。

(4)同一科目の臨地実習が 2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に差が

生じないよう、教育計画を配慮すること。

5 統合カリキュラム

(1)  (‖各)

(2)留意ッ像

ア  (‖各)

イ に来年限は、4年以上でなければならないこと。

ウ  (‖
Ki‐

)

(3)。 (4)  (略 )

第6 施設1皮備に関する '11項

1・ 2  01各 )

3 保健由ll i憮成所

(1)公衆律i生 石1性学の校内実習を行 うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有する

こと。

(2)   (‖棒)

4  助ツr:白 11i共成′り「

(1) (略 )

(2)実習室は、分べん台及び診察台 1台当たり20ぽ以上有 し、かつ、新生児及

び妊産 じょく婦の訪問看護等の実習を行 うのに必要な広さを有すること。な

お、実習室には、沐浴111、 手術用手洗設 ll l、 給湯 。給水の設備等を設けるとと

もに、校内実習に要する機1戒器具、リネン類等を格納する場所を備えること。

(3)  (‖各)

5 看護師養成所

(1)  (1各 )

(2)実習室には、学生4人に 1ベッド以上確保し、 1ベ ッド当たり11ポ以上の

広さを有すること。なお、実習室には、沐浴柑、■ IJ円 手うし没備、給湯 。給水

実践の能力の統合を図るものであること。

(2)臨地実習は、原則として昼間に行うこと。ただし、助産学実習及び看護の統

合と実践においては、この限りでないこと。

(3)同一科目の臨地実習が2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に差が

生じないよう、教育計画を配癒:すること。

5 統合カリキュラム

(1) (‖各)

(2)留意点

ア  御各)

イ 修
｀
お年限は、 3年 6月 以上でなければならないこと。

ウ  (略)

(3)。 (4)  ぐ‖各)

第6 方色l没設備に関する1'1「項

1・ 2  (略 )

3 保健師it成所

(1)地J成イ1護学の校内実習を行うのに,必 要な設‖「を‖iえたI,用の実習室を有すること。

(2) (略 )

4 助産白li l_‐成所

(1) 01各 )

(2)実習室は、分べん台及び診察台 1台当たり20ぽ以上有し、かつ、新生児及

び妊産 じょく/1ilの
1:方 1出看護等の実習を行 うのに必要な広さを有すること。な

お、実習室には、備iえ付けの沐浴|||、 手術用手洗設備、給湯・給水の設鰯i等を

設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備

えること。

(3) ぐ‖各)

5 f‐護師養成所

(1)  (‖各)

(2)実習室には、学生 4人に 1ベッド以上確保し、 1ベ ッド当たり11ぽ以上の

広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴|||、 手術用手洗設備、



の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納す 1   給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類
る場所を備えること。 1   等を格納する場所を備えること。

1 6。 7 ぐ‖各)
6。 7  (‖各)

第 7 (川各) 1第 7 釧各)

第8 管理及び維持経営に関する事項                     1第 8 管理及び維持経営に関する事項

1 1～ 3 (‖各)
1～ 3 (略 )

4 養成所は、教育活動その他の養成所運営の状況につぃて、自ら評価を行ぃ、そ
の結果を公表すること。

旦 2年 1り t程 (通信制)については専任の 111努
職員を通当数確保すること。    | ■ 2年課程 (通信制)については専任のFI「務職員を適当数]“

`霜
ること。



別表 1 保健師教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)個人・家族・集団・組織を含むコミュニティ (共同体)を地域とし、地域及び地

域をlllJ成する人々の心身の健康、疾病 。障害の予防、発生、́回復及び改善の過程を

社会的条件の中で系統的、予測的に捉えアセスメントし、地域の順在化、潜在化し

ている健康調極を明7樹ヒし、解決 。改善策を計画・立案する能力を養う。

2)地域の人々が自らの健康状態を認識し、健康の保持増進を図れるよう支援すると

ともに、人々が自主的に社会資源を活用できるよう支援し評価する能力を養う。

3)健康危機管理の体制を整え、健康危機の発生時から回復り明の健康課題を早り明に発

見し迅速かつ編 山i勺に対応する能力を養う。

4)地域の健川〔水準を高めるために、保健・医療 。福祉サービスを調整し活用する能

力及び地域の健月〔:‖t題の解決に必要な社会資源を開発し、施策化及びシステム化す

る能力を養う。

5)保健 。医療・福祉及び社会に関する最新の知識・技術を主体的 。畷 t的に学び、

実践の質を向上させる能力を養う。

別表 1 保17rE師教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)人々の心身の健康並びに疾病 。障害の予防、発生、回復及び改善の過程を社会的

条件の中で系統的、予測的にとらえアセ不メントする能力を養うとともに、自立を

支援する能力を養う。

2)地域の人々が自らの健川(状態を認識し、健康の保持増進を図るための健康学習や

自主 。自助グループ活動等の集団活llltを育成するとともに、自主的に社会資源を活

用できるよう支援し評価する能力を養う。

3)地域に順在している健康副l題を個別事例を通して把握するとともに、潜在してい

る健‖〔課題を予測し、それらを地域住民、関係機関、他職種と連携 。協lllllし組織的

に解決する能力を養う。

4)保健。医療・福祉行政の最新の知i故を主体的・継続的に学ぶ能力を養うとともに、

保健 。医療・福祉サービスを調整し活用する能力及び地域の健康麟じ垣の解決に必要

な社会資源を開発し、施策に反映する能力を■う。

公衆律i生看護学

公衆術生看護

学概論

個人。家族・集

団・組織の支援

‐２

一

２

‐６

一

２

地域看護学

地域看護引既1論

個人 。家族・集

団の生活支援

学校保健・産業保健を含む内容とする。

公衆衛生看護の墓本理念と目1,1を 学び、1饒 k‐における看

i崎活動の基本的知識及び考え方、地域を基13と した予防

の考え方と対応の基本について学ぶ内容とする。

個人・家族・集団・組織を含むコミュニティ (共同体)

及び地域を構成する人々の集合体の健川〔増進・改善を目

指すアプローチの基本的な考え方を学ぶ内容とする。

個人・家族の健康課題への支援から地域をアセスメント

し、顕在化・潜在化している健康課1選を明孫:にする方法

を学ぶ内容とする。



公衆衛生看護

活動展開論

公衆 什『生看誰

管理Lli命

健康課題への支援を計画・立案することを学ぶ内容とす

る。

人々の健康行動の特′性及び効果的な介入方法と技術を学

ぶ内容とする。

集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とする。

地j童
の人々や医2111、 五祉等の1山職frと の協l ll。 マネジメ

ントを学ぶ内容とする。

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの

連 lllJに よる活動の展llllを学ぶ内容とする。

産業堡1//1・ 学校堡墜!二おける活J力の展り‖を学が内容とす

る。

事例を用いて活TjJ史
:|「業の評lliを行い、システム化・施

策化につなげる過程をJ〔習を通して学ぶ内容とするの

多脚J〔危機管lLを学ぶ内容とする。

人々の健康行動の特性及び効果的な介入方法と技術を学

ぶ内容とする。

集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とするc

⊇ 1地域 (産業、学校等を含む)における看護活JJJを展51す

るために必要な方法及び技術を学ぶ内容とする。

心身の1//L康保持増進及び疾病 。障害別に予防、発生、回

復及び改善に対応した支援方法と地域活動の組織化を含

めた展|‖1方法について学ぶ内容とする。

地域i護管理論 177L康個畿管理を含む内容とする。

保健福祉行政論 行政糸聯哉について学ぶ内容とする。

保健医妨(福祉の法的基11t及び行財政を理解するとともに

保健医療福祉の計画の企画及び評価について実践的に学

ぶ内容とする。

調査で明らかにされた生皓環境が人々に及ぼす健康上の

影響など、健康に係る社会問題を解決する政策形成過程

地域看護活動展

昴‖論

公衆律i生看護活J力 を展け‖するうえで、基1樫 となる疫学|り 11

査 。分析、活用方法について学ぶ内容とする。

公衆術生看護活動を展け‖するうえで、基盤となる疫学訓

査・分析、活用方法について学ぶ内容とする。

公衆術生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術

及び統訓ヨ1吉報とその活用方法について学ぶ内容とする。

保

“

L統計学 公衆術生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術

及び統計情報とその活用方法について学ぶ内容とする。

保健医療福祉の計画の企画及び評価について実践的に学

ぶ内容とする。

iサ‖査で明らかにされた生活環境が人々に及ぼす健康上の

影響など、健周〔に係る社会 1出 l題 を解決する政策形成過程

保健医療福祉行

政論



に活かす方法を学ぶ内容とする。

事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。

臨地実習

地域看護学実習

個人 。家族・

集団の生活

支援実習

地域看護活

動展開論実

習

地域看護管

理論実習

4

4

2

2

地域看護学、疫学、保17/L統計学及び保健福祉行政論で学

んだ知識を活用した実習とする̂

臨地実習は、保健所、市‖財寸は必須とし、学校、事業所、

医療 。福祉施設等、多様な場で実習を行う。

地域の社会資源を活用し、生活を支援する実習を行う。

個別事例に対して継続した訪間1印尊を行う。(複数事例が

望ましい)

家庭訪間を通して、地域の健康課題を理解することがで

きる実習とする。

集団を対象 とした健川〔支援を体験する実習とする。

地域の活動計画のプロセスを理解し、保健活ll」を展開す

る実習とする。

m療 福祉の計画を知り、その意 )こについて理

解できる実習とする。

地域住民、関係機関や他lll種 との連携、調整の実際が理

解できる実習とする。

保健活動の管理や評価、社会資源の開発等について学ぶ

実習とする。

`鍋

〔危機管理体制の実際を学ぶ実習とする。

総 計
２ ３

一
型ュ時間以上の計義 。実習等を行うものとする。

に活かす方法を学ぶ内容とする。

事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。

保健所・市町村を含む、保健師が役割を担っている多様

な場で実習を行う。

地域の社会資源を活用し、生活を支援する実習とする。

家庭訪間を通して、地域の健康課題を理解することがで

きる実習とする。

llll人 と地域全体を連 llllさ せながら捉え、地域全体に対し

て PDCAを展号‖するi品程を学ぶ実習とする̂

地域ケアシステムにおける地域の人々や医療、福祉の他

職種と協lllllす る方法を学ぶ実習とする。

地域住民、関係機関や他職ルFと の連携、Hllll整 の実際が理

解できる実習とする。

公衆術生看護活動の管理や評価、671康危機管理の体制に

ついて学ぶ実習とする。

臨地実習

公衆衛生看護

学実習

個人・家族・

集団・労断itの

公衆術生看

護活動展開

論実習

公衆衛生看

護管理論実

習

望堅時間以上の講義 。実習等を行 うものとする。



別表2 助産師教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)妊産じょく婦及び胎児 。新生児の健康水準を診Ll」lし、妊娠 。出産・産じょくが自

然で安全に経過し、育児を主体的に行えるよう、根拠に基づき支援する能力を ifl_‐ う。

2)女′性の一生における性と生殖をめぐる健康に関する課題に対して、継続的に支援

する能力を養う。

3)安心して子どもを産み育てるために、他lllltrlllと 連りち。協lllllし ながら、llD人及び社

会にとって必要なjJJ支の社会資源の活用やIJ111盗 を行う育ヒカを養う。

4)1カ産師の役害J o Jl〔務を自党し、女性と子ども並びに家族の尊厳と確利を

'怖

「 する

倫り幽 及びJ年門職として自イlt‐ケる能力をitう。

別表 2 助産師教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)妊たじょく婦及び胎児 。新生児の健康水lllを診断し、妊娠 。出産・産じょくが自

然で安全に経i凸 し、育児を主体的に行えるよう支援できる能力を養う。

2)女`l■の一生における性と生射をめぐる1//11康 に関する課題への支援ができる能力を

サ礎う。

3)安心して子どもを産み育てるために、他職種と連携・協lllllし ながら、個人及び社

会にとって必要な地域の社会資源の活用やIJll整 を行える能力をi堡 う。

教育内容

女性の生涯を通じて、性と生殖にチ、(:′点を当てて支援する

活動である助産のりit礎について学ぶ内容とする。

母子の命を同時に1'IFす ることにザi任を持つ役割を珊

解し、生命倫)理を深く学レボ内容とする。

母性 。父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、

また家族の心理 。社会学的側面をり1イヒした内容とする。

チーム医サ

`(や

関係機関とのl,‖ 1“・連携について学ぶ内容

とする。

助産師の専F弓性、助産師に求められる姿勢、熊ι性につい

て学ぶ内容とする。

lII娠経過の正常・異常を診断するための能力をj甦い、診

‖Jれ こ伴う最新の技術を1ぢ得する内容とする。

助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するため

に演習の充実強化を図り、助産の実践に必要な基本的技

術を確実に1ぢ得する内容とする。

妊婦・じょく婦 。
,りi生児の健康状|よに1月するアセスメン

Jl:礎助産学 女性の生涯を通じて、性と生舛に1焦点を当てて支援する

活Jlllで ある助産の基礎について学ぶ内容とする。

生命倫11!、 乳幼児の成長発達等を強化する内容とする。

母性 。父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、

また家族の心理 。社会学的側lrFを強化した内容とする。

チーム医療や関係機関との1サ瑚惟・連りちについて学ぶ内容

とする。

助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するため

に演習等の充実を図り、助産の実践に必要な基本的技術

を強化する内容とする。

妊婦・じょく婦 。新生児の健康状態に1月するアセスメン

助産診1析・技術学



地域母子保健

助産管理

1

2

卜及びそれに基づく支援を強化する内容とする。

分べん期における緊急事態 (会陰の切開及び裂傷に伴う

縫合、新生児蘇生、止血処置、児の異常に対する産婦・

家族への支援等)に対応する能力を強化する内容とする。

妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内

容とする。

住民の多様なニーズに対応した母子保健サービスを提供

できるための能力を養うとともに、保健医療福祉関係者

と連携・協llllしながら地j成の母子保健を推i上するための

能力を養う内容とする。

助産業務の管理、助産所の運営の基本並びに周産期医療

システムについて学ぶ内容とする。

周産期における医療安全の確保と医療
'1「
故への対応につ

いて学ぶ内容とする。

臨地実習

助産学実習

Ｈ
一

Ｈ
一

助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を

含むものとする。

分べんの取扱いの実習については、分べんの自然な経過

を理解するため、llJ」産師又は医師の監督の下に、学生 1

人につき正常産を10回程度直接取り扱うことを目安と

する。取り扱う分べんは(原則として正期産 。経腔分ベ

ん 。頭位単胎とし、分べん第 1期から第 3期終了より2

時間までとする。

実習り明隔J中 に妊娠中り明から産後 lヶ 月まで継続して受け

持つ実習を1例以上行う。

妊婦健康診査を通して妊娠経過の診断を行うとともに、

産じょく期の1受乳支援、新生児期のアセスメントを行う

能力を強化する実習とする。

総 計
２８

一
930時間以上の言障義 。実習等を行 うものとする。

地域母子保健

助産管理

1

l

卜及びそれに基づく支援を強化する内容とする。

妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内

容とする。

住民の多様なニーズに対応 した母子保健サービスを提供

できるための能力を養うとともに、他臓種と連彬t・ 協働

しながら地域の母子保健を1麟生するための能力を養う内

容とする。

助産業務の管理及び助産所の運営の基本を学ぶ内容とす

る。

周産期における医療安全の確保と医療ll「故への対応につ

いて学ぶ内容とする。

臨地実習

助産学実習

９

一
　

　

９

一

助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を

含むものとする。

分べんの取扱いの実習については、分べんの自然な経過

を理解するため、助産師又は医師の監督の下に、学生 1

人につき正常産を 10回程度直接取扱うことを目安とす

る。取り扱う分べんは、原則として正り明産・網性分べん 。

頭位単胎とし、分べん第 1期から第 3り切終了より2時間

までとする。

実習期1飼 中に妊娠中j明から産後 lヶ 月まで継続して受け

持つ実習を1例以上行う。

妊娠期や産じょく期 。新生児期のアセスメントや支援を

行う能力を強化する実習を含む内容とする。

総 計
２ ３

一
765時間以上の言|1義 。実習等を行うものとする。



別表 3 看護師教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)人間を身体的 。精神的 。社会的に統合された存在として幅広く理解し、看護師と

しての人間関係を形成する能力を養う。

2)看護師としてのり|〔務を自覚し、倫理に基づいた看護を実践する基礎的能力を養

う。

3)科学的根拠に基づき、看護を計画的に実践する基礎的能力を養 う。

4),1康の保持増進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変

化に応じて実践する基礎的能力を養う。

5)保健 。医療・福祉システムにおける自らの役割及び他職llの役割を理解し、他ll戦

種と連携・ttulllllす る基礎的能力を■ う。

6)専門職業人として、最新知言I卜 技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

基
礎
分
野

科学的思考の嶋き

人間と生活・社会の

理解

「専門基礎分野」及び「1年門分野」の基礎となる

科目を設定し、併せて、科学的,思考力及びコミュ

ニケーション能力を高め、りよ性を磨き、自由で主

体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、

人間関係論、カウンセリング理論と技法等を含む

ものとする。

国際化及び1青報化へ対応しうる能力を養えるよう

な内容を含むものとする。

職務の特性に艦み、人権の重要′性について十分理

解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような

内容を含むことが望ましい。

別表 3 看護隷教育の基本的考え方、留意点等

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的 。社会的に統合された存在として、幅広く理解する能力を

it・ う。

2)人々の健康と生活を、自然 。社会 。文化的環境とのダイナミックな相互作用等の

観点から理解する能力を養う。

3)人々の多様な価値観を認i載 し専門職業人としての共感的態度及び倫理に基づい

た看護を実践できるとともに、J山新知識・技術を自ら学び続ける脳 り[的能力を養う。

4)人々の1//1川 (上の胡t題に対応するため、科学的根拠に基づいた看護を実践できる基

礎的能力をitう 。

5)健庄の保持ナヤ1進、疾病予防と治療、リノ)ビ リテーション、終末り堕など、健康や鮮

害の状態に応じた看護を実践するための基礎的能力を養う。

6)保 1//11。 医療・福祉制度と他職「[の役割を理解し、チーム医療を実践するとともに、

人々が社会的資源を活用できるよう、それらを調整するための:J!墜J勺能力を養 ip

ス
礎
分
野

科学的,思考のな 、

人間と生活・社会の

理丑角子

「専門基礎分野」及び 「専門分野Jの基礎となる

科目を設定し、併せて、科学的思考力及びコミュ

ニケーション能力を高め、感性を磨き、自由で主

体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、

人間関係論、カウンセリング理論と技法等を含む

ものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるよう

な内容を含むものとする。

職務の特性に鑑み、対 社の重要性について十分理

解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような

内容を含むことが望ましい。



―

―

人体を系統だてて理解し、健康 。疾病 。障害に関

する観察力、判断力を強化するため、角帯1生理学、

生化学、栄養学、薬理学、病理学、病態生理学、

微生物学等を臨床で活用可能なものとして学ぶ

内容とする。

演習を強化した内容とする。

人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて

社会資源を活用できるように必要な知
`1茂

と基礎

的な能力を養う内容とし、保健医療福祉に関する

基本概念、関係制度、関係するl llfi[の 役割の理解

等を含むものとする。

専
門
基
礎
分
野

人体のlll造 と機能

疾病の成 り立ちと

回復の促進

健康支援と社会保

障制度

人体のイ11造と機能

疾病の成 り立ちと

回復の促進

健康支援 と社会保

「章市」』支

専
門
基
礎
分
野

ヽ

―

ン

ー

ー

リ

人体を系統だてて理解し、健康・疾病 。障害に関

する観察力、判的i力 を強化するため、角梓1生理学、

生化学、栄養学、薬理学、病理学、病態生理学、

微生物学等を臨床で活用可能なものとして学ぶ内

容とする。

演習を強化した内容とする。

人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて

社会資源を活用できるように必要な知i故 と基礎的

な能力を養う内容とし、保健医療福祉に関する基

本概念、関係制度、関係する職lllの役割の理解等

を含むものとする。

専|‖l分野 Iでは、各看護学及び在宅看護論のり1:盤

となる基

"む

均理論や基礎的技術を学ぶため、看護

学慨論、看護技術、臨床看誰総論を含む内容とし、

演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを

強化する内容とする。

司「例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎

を学ぶ内容とする。

看護師として倫理的な判断をするための基礎的

能力を養う内容とする。

基礎看誰学

臨地実習

基礎看護学

基礎看護学

臨地実習

基礎看護学

専門分野 Iでは、各看護学及び在宅看護論の基盤

となる基礎的理論や基礎的技術を学ぶため、イ稚

学概論、竃占技術、鴎i床蕎 1鮭総1論を含む内容とし、

演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを

強化する内容とする。
tl「

例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎

を学ぶ内容とする。

看護師として倫理的な判断をするための基礎的能

力を養う内容とする。

10



専
門
分
野
Ⅱ

専
門
分
野
Ⅱ

脇i床実践能力の向上を図るため、演習を強化した

内容とする。

各看護学においては、看護の対象及び目的の理解、

予防、健康の回復、保持増進及び疾病 。障害を有

する人々に対する看護の方法を学ぶ内容とする。
言li義、演習、実習を効果的に組み合わせ、看護実

践能力の向上を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防!二 関する看護の方法

を学ぶ内容とする。

成長発i士段階を深く理解し、様々なlll川 〔状態にあ

る人々及び様々な場で看護を必盟とする人々に

対する看護の方法を学ぶ内容とする。

成人看f修学 成人看誰学 成人看i隻学では、成人期の特徴に基づいた看護を

学ぶとともに、終末りり1看護に関する内容も含むも

のとする。

老年希護学では特に、生活機能のill点からアセス

メントし看l護 を展1用する方法を学ぶ内容とする。

老年看護学

小児看1性学

母′性看設学

オ|サ神看護学

4

4

4

老年看護学

小児蕎 lL学

母陛:布佐学

精神看護学

4

4

4

臨地実習 16 知「|卜 技術を石
‐
護実践の場而に沌用し、看護の理

論と実践を結びつけて理解できる能力を養 う実

習とする。

チームの一員としての役害1を学ぶ実習とする。

保1771医療福祉分野との連携、協lllllを通して、看護

を実践する実習とする。

mi地実習 16

精神 Fl護学では、精神の健康の保持増進と米1午 |lf市

害時の看護を統合的に学習できるような内容とす

る。

知識・技afを 看護実ltの場面に適用し、看護の理

論と実践を結びつけて理解できる能力を養う内容

とする。

チームの一員としての役割を学ぶ内容とする。

保健医療福祉との連携、協llllを,通 して、看護を実

践できる能力を養う内容とする。
成人看it学 成人看i嵯学



老年看護学

小児看護学

母性看護学

米|:神看護学

在宅看誰論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合 と実

在宅看護論では地域で生活 しながら療養する

人々とその家族を理解し地域での看護の基礎を

学ぶ内容とする。

1也域で提供する看護をJ勁7し、基″さ的な技術を身

につけ、他職種と協lllllす る中での看護の役害1を IIL

解する内容とする。

1也域での終末り明看護に関する内容も含むものと

する。

チーム医療及び個懺種との翻動)の 中で、看護師と

してのメンバーシップ及びリーダーシップを理

解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養 う内

容とする。

医療安全の基礎的知Fitを含む内容とする。

災害直後から支援できる看護の基礎的知識につ

いて理解する内容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師と

して諸外国との協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問看護に加え、地域における多様な場で実習を

行うことが望ましい。

専門分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合 と実

在宅看護論では地域で生活しながら療養する人々

とその家族を理解し在宅での看護の基礎を学ぶ内

容とする。

在宅で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身

につけ、他職種と協llllllす る中での看護の役割を理

解する内容とする。

在宅での終末り明看護に関する内容も含むものとす

る。

チーム医療及び他1載 711と の協11カ の中で、私哉師と

してのメンバーシップ及びリーダーシップを理解

する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容

とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる看護の基耐由t勺知識につい

て理解する内容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師と

して諸外国との協力を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問看護に加え、多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専門分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を



践 行う。

複数の患者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望ましい。

計
０
乙

総 計 ７
′

ｎ
フ 3,000時 間以上の計義 。実習等を行 うものとする。



教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的 。社会的に統合された存在として幅広く理解し、看護師とし

ての人間関係を形成する能力を養う。

2)看護師としてのデi務を自覚し、倫理に基づいた看護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に
'11づ

き、看誰を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健月〔の保持増進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化

に応じて実よヽするli馴紳勺能力を養う。

5)保 1/7t。 医療・福祉システムにおける自らの役害1及び他職種の役嘗Jを理解し、他職fri

と連携 。協lllllす る基礎的能力を養う。

6)専門職業人として、最新知識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

別表 3-2 看護師教育の基本的考え方、留意点等 (2年課程、2年課程 (定時制)、 2年

課程 (通信制))

教育内容

2年五Itl.

2年 1‖ t性

(定時制)

2年課程 (通信制)

留意点通信学習

単位数 単位数 備 考

基

礎

分

野

科学 的思

考の基盤

人1編 と生

活・社会の

理丑角子

ヽ

Ｉ

Ｌ

ｆ

ｌ

リ

ヽ

―

―

＞

―

―

プ

1単位の1/_・業

科目を 4511キ

lllの学修に相

当する内容に

すること。ま

た、1単位ご

とに 1レポー

ト、単位認定

臓t験等を課す

ことを1:鷺鮮と

して、達成度

「専門基礎分野」及び
「FT門分りl」 の基耐さと

なる科目を設定し、併

せて、科学的思考力及

びコミュ_ケーション

能力を高め、感性を磨

き、自由で主体的な判

断と行動を促す内容と

する。

人1飼 と社会を幅広く理

解出来る内容とし、家ル

別表 3-2 看護師教育の基本的考え方、留意点等 (2年課程、2年課程 (定時制)、 2年

課程 (通信制))

「l lll門 基礎分り予」及び
「IIFll分り予」の基耐[と

なる科目を設定し、併
せて、科学的思考力及

びコミュ_ケーション

能力を高め、感性を磨

き、自由で主体的な判

断と行動を促す内容と

する。

人||||と 社会を1輛広く理

解出来る内容とし、家族

教育の基本的考え方

1)人 |1月 を身体的 。米|キ神的・社会的に統合された存在として、幅広く理解する能力を養

つ。

2)人々の1//11康 と生活を、自然 。社会 。文化的易t境 とのダイナミックな相互作用等のlll

点から理解する能力を美う。

3)人々の多様な価
『

:修1を認識し専門職業人としての共感的1濃度及び倫理に基づいた

看護を実践できるとともに、最新知1哉・技術を自ら学び続ける基礎的能力を美う。

4)人々の健康上の醐」選に対応するため、科学的根拠に基づいた看護を実践できるりit礎

的能力を■う。

5)健康の保持増す■、疾病予防と治療、リハビリアァション、終末期など、健康や障害

の状態に応じた石蝙(上を実践するための基礎的能力を■う。

6)保 17/11。 医療・福ね腑川度と他職 l liの 役割を理解し、チーム医療を実廿け るとともに、

人々が社会的資源を活用できるよう、それらをlJ‖ 1柊するための基碑的能力を奏うぃ

2年 1熙程

2年 1‖t程

(定 ||キ串1)

2年 1轟t程 (通信制)

ヽ

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

リ

1単位の授業

科目を45時

『11の学修に相

当する内容に

すること。ま

た、1単位ご

とに1レポー

ト、単位認定

試験等を課す

ことを1り‖準と

して、達成度

科学 的思

考の上魏継

人 硝1と 生

活 。社会

動 子



確認するこ 論、人1出]関係論、カウン

セリング理論と技法等

を含むものとする。

国際化及び1青劇1化へ対

応しうる能力をitえ る

ような内容を含むもの

とする。
l ll務の特性にi監み、人権
の重要性について十

理解させ、人権意識

及・
|「 [1場が図られるよう

な内容を含むことが

ましい。

を

“

認するこ

と。

論、人間関係論、カウン

セリング理論と技法等

を含むものとする。

国際化及び情報化へ対

応しうる能力を養える

ような内容を含むもの

とする。

職務の特性に1監み、人権
の重要性について十分

理解させ、人本″意識の普

及。
i「 111サが図られるよう

な内容を含むことが望

人体の‖|

造と機能

″:病の成

り立ちと

国イtの促

ill:

`Lil〔

支援

と社会保

ヽ

―

―

に

ｒ

ｌ

ｌ

ノ

1単位の授業

科 目を 45時

間の学修に

相当する内

容にするこ

と。また、 1

liイ立ごとに

1レポー ト、

単位i想定試

町
`ミ

等を1:泉す

ことをオリ‖2“ :

として、達成

度を11認す

ること。

人体を系統だてて理「解

し、仁L川〔・疾ソ,j。 障11「

に関するi11察 力、判 lJ「

力を強化するため、角F

音1生理学、生化学、栄

養学、薬理学、り

'i」

1学、

病態生理学、11t生物学

等を障i床で活用可能な

ものとして学ぶ内容と

する。

が(習 を]1イ ヒした内容と

する。

人々が生JI:を 通じて、

「 [川 :や「章害の状態に応

じて社会資源を活用で

きるように必、要な知l請t

と基礎的な能力をitう

内容とし、イ呆健医り1li ll

祉に関する基本慨念、

1蠅係|IJ度 、1月係する職

flllの 役1別の理解等を含

人体の構

造と機能

疾病の成

り立ちと

回復の促

進

健川〔支1■

と社会保

障制度

ヽ

―

―

に

ｒ

ｌ

ｌ

ノ

1単位の授業

科 目を 45時

間の学1'に

相当する内

容にするこ

と。また、1

11位ごとに

1レポー ト、
主
liイ立「]都
験等を課す

ことを|卜準

として、達成

度を確認す

ること。

准看i峻師で学んだ内容

を略まえ、人体を系統だ

てて理解 し、健康・疾

病 。障害に関する1サl察

力、判断力をJ`ピ ヒするた

め、解『 J生理学、生化学、

栄it学、lt理学、病理学、

病態生lll学、微生4勿学
'Iを誦i床で活用可能なも

のとして学ぶ内容とす

る。

演習を強化した内容と

する。

人々が生″Eを通じて、

健力|[や障害の状態に応
じて社会r〔汎1を活用で

きるように必要な知識

と基耐[的な能力を養う

内容とし、保健医療福

祉に関する基本概念、

関係 lll度 、1月係するl ll

ilの役害1の理解
'Iを

含



/」ヽ 計 14 14
むものとする。

小  計 1
むものとする。

専
門
分
野
Ｉ

志礎看護学 6 6 1単位の授業

科目を 45時
編の学修に相

当する内容に

すること。ま

た、1単位ご

とに 1レポー

ト、単位認定

試験等を1猥す

ことをな‖準と

して、達成度

を確認するこ

と。

専門分野 Iでは、各看

i健学及び在宅看護論の

基1幣 となる基礎的理論

や基礎的技術を学ぶた

め、看護学‖比命、看護

技術、lri床看護総論を

含む内容とし、演予」を

強化 した内容とする。

コミユーケ~シ ョン、

フィジカルアセスメン

トを強化する内容とす

る。
'1「例

′
や卜に対して、イli性

技術を適用する方法の

基礎を学ぶ内容とする。

看護白liと して倫メl的な

判断をするためのり!節t

的能力を共い、請幽鰹
決能力を強化する内容
とする。

専
F弓

分
Jl予

I

基礎看護学 6 1単位の授業

千斗目を 45時
|!11の学修に相

当する内容に

すること。ま

た、l l11位 ご

とに 1レポー

ト、単位認定

試験等を課す

ことをな+準 と

して、達成度

を確認するこ

と。

|■ l11分り予Iでは、各看

護学及び在宅看i雙 論の

基盤となるり|:耐さ的」「論

や基礎的技a子 を学ぶた

め、看護学慨i論、T‐誰

技 af、 臨床看護総論を

含む内容とし、演習を

強化した内容とする。
コミュ_ケーション、

フィジカルアセスメン

トをJlイヒする内容とす

る。
'|「例等に対して、看護

技術を適用する方法の

よ耐さを学ぶ内容とする。
:rl i“自liと して輪、り|1白りな

判‖,「をするためのJit″[

的能力をi奏 う内容とす

る。

幽 i迦墜 拠 盛 墜

力生り1ごヒする。
臨1地実習

基礎看

護学

紙上事例演習
病院見学実習

及び71接授業

2年課程 G血倍制)に■

いては、紙上刊f例演習、

病院等見学実習、面接振

業で代える。

mi地実習

基 礎看

護学

llモ
'lr例が1習

″i院見学実習

及び而接1受 業

2年二‖t程 (通信all)に て

いては、紙上 '|「例演習、

病院等見学実習、面機

業で代える。

単イ立It

“

青 j檜 単位数 ‖青 :そ
単イ立数 備 考 )11位 数 |lli  プす

1 3 Ti例程度 1 各III111

7分 Jl予

ごとに

病院見

学実習

2日 及

1 3.|「例程度 1 各専 1111

7分野

ごとに

向完見

学実習

2日 及

16



職
鋤
日

び面接

実習 3

日

月ヽ 計 31i例 程度

専

門

分

野

Ⅱ

1単位 の授

業科 目を 45

時 間 の学修

に本目当
―
ケる

内容 にす る

こと。また、

1単位ごとに

1レポー ト、

単位 認 定試

験等 を諜す

こ とを標 準

として、迪戎

曳 を確 認す

ること。

洒i習、実習を効果

的に組み合わせ、看護実

践能力の向上を図る内

容とする。

″L川:の保持増進、疾病の

予防に関する:イ
i‐護の方

法を学ぶ内容とする。

成長発達段階を深く理

角子し、様々な健川〔状態

にある人々及び様々な

場で看護を必要とする

人々に対する看護の方

法を学ぶ内容 とする。

17



老年看護学

小児看護ヽ

母陛看護

粘||1看1

成人看護学では、成人期

の特徴に基づいた看護

むものとする。

老年看誰学では特に、

活機能の lll点 か らアセ

スメン トし

知11い 技術を看護実践の

場l白 iに適用し、看ICの理

論と実践を結びつけて

出 やできる能力をitう

内容とする。

チームの一員としての

役害1を学ぶ内容とする。

保

`l医

療福祉との)L携、

協llllを通して、■1性 を

できる育ヒカを1警 う内

多様なtS実践の場 (病

施1費等)で実習する。

2年課程 (:こ信11)に
いては、紙上11綱演習、

り「j院等兄学実習、面接

授業で代える。

成人石

護学

者年看

護学

小児看

護学

母性看

護学

精神看

護学

311f例程度

3.|「例程度

3事例程度

各専門

7分り「
ン゙
とに

1)il完 見

学実習

2日 及

び面接

実習 3

日

:に

″[力 1こ の保持増進とオli

11`||:日 午の イテ::じ

に学習で きるよ うな

紙上 '11例演習
病院見学実習

及び而接1受業

単位数

知1lk・ 技術を
'石

‐
護

場面に適用し、71言性の

論 と実践を結びつけて

理解できる能力を ilう

実習とする。

チームの一員 としての

役
′
lilを学ぶ実習とする。

保健医療福祉との連携、

協llllllを 通して、ri護を

践する実習とする。

多様な看護実践の場 (病

院、施設等)で実習する。

年F丼:程 (通信市1)に
いては、紙上11例演習、
り

'i院

等兄学実習、面接

授業で代える。

成人看護

老年看護

小児看護

母}生看護

精トロ看|:1

病院見学実習

及び面接授業
紙上 II「

例演習

3事秒1程度

31事例程度

3事例程度

3事例程度

3事例程度

各 |『門

7分野

ごとに

病院 /mL

学実習
2日 及

実習 3

日



5事 例程度

在宅看護論では地域で

生活 しながら戒i養する

人々とその家族を理解

し地域での看護の基礎

を学ぶ内容とする。

⊥量で提供する看護
理角『 し、基礎的な技術

を身につけ、他職TTと

協

“

力する中での看護

役割を理解する内容

する。

1也域での終末り明看護に

関する内容も含むもの

とする。

チーム医療及び他職

iFと の協llllの 中で、看

:雌師としてのメンバー

シップ及びリーダーシ

ップを動 'iす る内容と

する。

看誰をマネジメン ト

できる基rt的能力を養

う内容とする。

医規〔安全の基礎的知

llltを含む内容とする。

災害直後から支援で

きる看護の基礎的ウ‖1識

について螂 iする内容

15事 例 程

在宅看護論では地域で

生活しながら療養する

人々とその家族を理解
し在宅での看誰の基礎

を学ぶ内容とする。

在宅で提供する看護を

理解し、基礎的な技術

を身につけ、他職llと

協lJllす る中での布護の

役害1を理解する内容と

する。

在宅看i性 の対粂は高山|

者が多いうよ状を路ま

え、在宅耐 論と老年

看護学を

“

打うよりを二内
容を組み立て、効Лt的

な学習が出来るよう考

慮する。

での終末期看護に

関する内容も含むもの

とする。

チーム医療及び他職仲

との|ん働の中で、看1護

としてのメンバーシ

ップ及びリーダーシッ

プを理解する内容とす

る。

看護をマネジメン トで

きる基礎的能力を養 う

内容とする。

医療安全の基礎的知,諸t

を含む内容とする。

災害直後から支援で

きる看 i雙の基礎的知l ll

について理解する内容

宅看護論

il護の統合

1単位の授

業科 目を 45

時間の学修

に相当する

内容にする

こと。また、

1単位ごと

に 1レポー

卜、単位言

試験等を胡t

すことを標

準として、連

成度を確認

すること。

統

合

分

野

在宅看護論

看ii雙 の統合

と実践

1単位の授

業科目を45

キ間の物疹
こ本目当する

内容にする

こと。また、
1単位ごと

に 1レポー

ト、単位認定

試膨t等を訓t

づ
~こ

とを標

準として、連

戊度を7確認

ること。



とする。

国際社会において、広

い視野に基づき、看護

師として諸外国との協

力 を考 える内容 とす

る。

看護技術の総合的な

評価 を行 う内容 とす

る。

とする。

国際社会において、広

い視野に基づき、看護

師として諸外国との協

力を考える内容とす

る。

看護技術の総合的な

評価を行 う内容とす

る。

臨地実習

在 宅 看

護論

看 護 ⊂

統 合 と

実践

紙上璽|「例演習
病院見学実習

及び面接授業

訪問イi護に加え、地illtに

おける多様な場で実習

を行 うことが望ましい。

通信11を 除く2年 j"t程

では、1∫門分野での実習

を踏まえ、実務に即 した

実習、複数の患者を受け

持つ実習、一勤務|lrを i

した実習を行 う。また、

夜間の実習を行 うこと

が望ましい。

2年課程 (通信制)に
いては、紙上 ||1例

演習、

″jl完等見学実習、

業で代える。

臨地実習

看

　

の

と

宅

論

護

合

践

在

護

看

統

実

訪1剖看護に加え、多様な

塑で実習を行うことが

望ましい。

通信制を除く2年課程

では、1むl門分野での実習
を踏まえ、実務に即した

実習、複数の患者を受け
つ実習、一勤務11「 を

した実習を行う。また、

夜1飼 の実習を行うこと

が望ましい。

年胡t程 (通信制)に
いては、紙上事例演習、

病院等見学実習、面

業で代える。

病院見学実習

及び面接授業

3事例程度

3事例程度

各専門

7分野

ごとに

病院見

学実習

2日 及

面接実

習 3日

311「例程度

311例程度

各専門

7分野

ごとに

病院見

学実習

2日 及

び面接

実習 3

日

2,180時間以上の計義・

演習等を行 うものと

る。

2,180時 1綱以上の計義。

演習等を行 うものとす

る。
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別表 5 教育内容と留意点 (保健師・看護師統合カリキュラム)

教育内容 単位数 留 意 点

基
礎
分
野

科学的思考の基盤

人間と生活・社会

の動 早 1  13

/1ヽ  計

専
門
基
礎
分
野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと

回復の促進

健康支援と社会保

障制度

健康現象の疫学と

統計

５

　

　

　

　

８

　

　

　

　

４

ヽ

―

―

＞

―

―

プ

保健医療福祉行政論を含む内容とし、ヨilrlを用い

て政策形成過程等に関する演習を行う。

保健統計学を含む内容とする。

/J 計 27

専
門
分
野
Ｉ

基礎看護学

臨地実習

基礎看護学

10

3

3

/1ヽ 計

専
門
分
野
Ⅱ

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

米1躊申看護学

臨地実習

成人看護学

6

4

4

4

4

16

6

別表 5 教育内容と留意′点 (保健師・看護師統合カリキュラム)

科学的思考の基盤

人間と生活・社会

の理角翠 1   13

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと

回復の促進

健康支援と社会保

「章制度

健康現象の疫学と

統計

保健福祉行政論を含む内容とし、事例を用いて政

策形成過程等に関する演習を行う。

保健統計学を含む内容とする。

成蟻 ・畿学

老年看護学

小児看:隻学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

成人看護学



老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

4

2

2

2

|

老年看護学

小児看護学

母 l■a護学

れ粽申看護学

4

2

2

2

/1ヽ 計 38
Jヽ 計 38

統
合
分
野

在宅看護論

公衆衛生看護学

公衆術生春

`生

学

概論

個人・家族・集

団・糸断音tの支援

動展開論

公右 li生看護管

理千命

看1性の統合と実践

鵬1地実習

在宅看護論

個人・家族・

集団・組織の支

援実習

公衆衛生看護

活 llt展開論実

習

公衆術生看護

管理論実習

４

　

‐４

一

２

‐２

一

４

　

９

一　

９
“
　

一ｂ

一　

２

3

統
合
分
野

在宅看護論

地域看護学

地域ξ護学1既粛衡

廻人・家族・集

団の生活支援

地域看護活動展

慟

地域看護管理論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

地J成行護学

個人 。家族・

集団の生活支

援実習

地域看護活動

展開論実習

地域看護管理

論実習

４

　

‐０

一

２

8

４

　

８

一

２

　

４

一

２

９
〓



3,645時間以上の講義・実習等を行うものとする。3,790時間以上の講義。実習等を行うものとする。

24



別表6 教育内容と留意点 (助産師・看護師統合カリキュラム) 別表6 教育内容と留意点 (助産師 。看護師統合カリキュラム)

り曹Jι助産学の一部を含む内容とする。

基礎助産学の一部を含む内容とする。

科学的思考の基盤

人間と生活 。社会

の理解

科学的思考の差滋

人間と生活 。社会

の理解 1   13

人体の1li造 とlt能

疾病の成 り立ちと

回復の促進

健康支援 と社会保

障制度

養ミ 助産学の一部を含む内容とする。 人体の1古造と機能

疾病の成 り立ちと

回復の促進

健川〔支援と社会保

F市市1度

基礎助産学の一部を含む内容とする。

基礎看i護学

臨地実習

基礎看設学

基礎看護学

臨地実習

基礎看護学

成人t蒸
=、
学

老年看i峻学

小児看誰学

母′性看護学

精神驚&学

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管l_

基礎助産学の一部を含む内容とする。

基礎助産学の一部を含む内容とする。

成人看稚学

老年 fli隻学

小児石護学

母性看護学

精神看護学

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保 17・t

助産管理



男可藝そ7 ・ 8  (‖各)

臨地実習

成人看護学

老年看護学

小児希護学

母′陛看護学

精神看護学

助産学

２５

一

６

４

２

２

２

９

一

臨地実習

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精|1看護学

助産学

２７
一
６

４

２

２

２

Ｈ
一

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合と実

践

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅稀 1先論

看護の統合と実

践

3,790時間以上の1片義 。実習等を行 うものとするc3,955時耐l以上の言|1義・実習等を行うものとする。



別表9 機械器具、標本、模型及び図書 (看護師養成所) 別表9 機械器具、標本、模型及び図書 (看護師養成所)

ベツド

成人用ベッド(電動ベッド、ギャッジベッド、高さ30cmを含む。)

小児用ベッド

新生児用ベッド

保育器

床頭台

オーバーベッドテーブル

患者用移送車 (ス トレッチャー)

担架

布団―式

実習用モデル人形

看護実習モデル人形

注射訂1畔束モデル

静脈採血注射モデル

気管内挿管司1帥「モデル

救急蘇生人形

導尿詞1的にモデル

浣賜引融モデル

乳房マッサージ訪的にモデル

沐浴用人形

ファン トーム

看護用具等

洗髪車

清拭車

沐浴オ||

排泄用具一式 (各fll)

処rt用具等

診察用具―式

計測器一式

救急処 rt用器材一式 (人工呼吸器含む。)

学生4人に1

2

2

1

ベッド数
ベッド数

学生 10人に 1

1

1

1

1

2

2

1

学生4人に 1

1

1

1

学生4人に 1

適当数

1

1

1 ,蜘急処ri用器材一式 (人工呼吸器含む。)

ベツド

成人用ベッド(電動ベッド、ギャッジベッド、高さ30cmを含む。

小児用ベッド

新生児用ベッド

保育器

床頭台

オーバーベッドテーブル

患者用移送車 (ス トレッチャニ
)

担架

布団一式

実習用モデル人形

言畿実習モデル人形

注赤同1練モテリレ

静脈採血注射モデル

気管内挿管訪1練モデル

救急蘇生人形

導尿.l tttモ デル

浣腸訊障11モデル

乳房マッサージ訓糾〔モデル

沐浴用人形
ファントーム

看言性用具等

洗髪車

71ilJtlに

沐湘ギ|

拶日世用具一式 (各種)

処置用具等

包交車

診察用具一式

計測器一式

学生4人に1

2

2

1

ベ ッ ド数
ベ ッ ド数

1

1

2

学生 10人に 1

1

1

1

1

2

2

1

学生 4人に 1

1

1

1

学生4人に1

適当数



適当数

適当数

適当数

1

適 当数

1

1

1

適当数

各々 1

注射用具一式 (各種)

経管栄養用具一式

浣腸用具一式 (各勧

洗浄用具一式 (各種)

処置台又はワゴン

酸素吸入装置

吸入器

吸引装置
′い1七言十

煮沸消毒器

消毒缶 (各種)

手術用手洗用具一式 (各fll

小手術用機械器具一式

機能JII糾〔用具

車椅子 (各 flr)

歩行:れ[助具 (各種)

自助具(各種)

在宅石護用具

手すり付き家庭用風呂

信1易浴槽

台所設備一式
|1瑞子用 トイレ

低ベッド(家庭用)

リネン類 (各①

lりI本及び模型

人体解剖

人体′
11'格

血液lllr環系統

頭骨分解
′し寸‖椰1子音」

呼吸器

ヤ肖イ器

脳及び神経系

筋肉

適当数

1

適当数

適当数

適当数

1

適 当数

1

1

1

適 当数

各々 1

注射用具一式 (各種)

経管栄養用具一式

浣腸用具一式 (各種)

洗浄用具一式 (各種

処置台又はワゴン

酸素吸入装置

吸入器

吸引装置

心電訓^

煮沸消毒器

手術用手洗用具一式 (各種)

小手術用機械器具一式

機能印願|〔用具

車椅子 (各種)

歩行れ肯助具 (各 f重)

自助具 (各種)

在宅看護用具

手す り付き家庭用風呂

価易浴オ曹

台所設備一式

車椅子用 トイレ

低ベッド(家庭用)

リネン類 (各fr)

標本及び模型

人体角特」

人体骨格

血液循環系統

頭骨分解
′いli長角ギ音1

呼吸器

γ肖イ[憂器

脳及び神経系

筋肉

28



備考  視聴覚教材は、同様の機能を有する他の機器で代替することができる。

別表 10 (略 )

皮膚裁断

目、耳の構造

歯の構造

鼻腔、咽頭、喉頭の構造

腎臓及び泌尿器系

骨盤径線

妊娠子宮

胎児発育順序

受胎原理

栄養1旨導用フー ドモデル (各種)

視聴覚教材

Vl｀R装置t一式

ビデオカメラ

教材用ビデオテープ、DVD等

カメラ

オーバーヘ ッ ドプロジェクター

カセットテープレコーダー

ワイヤレスマイク

その他
パーソナルコンピューター

複コ メこ

F日昂11幾

図書

基礎分野に関する図書

専門基礎分野及び専門分野に関する図書

学術雑誌

適当数

1

適当数

適当数

沌当数

適当数

適当数

適当数

適当数
1

1

1,000冊以上

1,500冊以上

20種類以上

備考  視聴党教材は、同様の機能を有する他の機器で代替することができる。

別表 10 011.A)

皮膚裁断

日、耳の構造

歯の構造

鼻腔、咽頭、喉頭の構造

T子ル1扱び泌尿器系

骨盤径線

妊娠子宮

胎児発育順序

受胎原理

栄養指導用フー ドモデル (各種)

視llよ覚教材
VTR装置一式
ビデオカメラ

教材用ビデオテープ、DD等
カメラ

オーバーヘッドプロジェクター

カセットテープレコーダー

フイヤレスマイク

その他
パーソナルコンピューター

複写機

FP昴JI幾

図 |IF

基礎分野に関する図書

専門基礎分野及び専門分野に関する図書

罰 協 喘ヽ

適当数

1

適当数

適当数

適当数

適当数

適当数

適当数

適当数

1

1

1,000冊以上

1,500冊以上

20種類以上

①



資料 4

「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」の一部改正に係る新1日 対照表 (案 )

Fli
1日

撼|1添

看護師等養成所の連
′
「キに|:尋する手引き

第 1～ 4 (露各)

=;5 
教育に関する

.l「 項

1  (‖卜)

2 授 業要細 、 1長 習 要細 lた び 実習指 導 要細 の 作成 にあた つて |よ 、 1■ 健

IIll iミ 成所にあってlt別 表 1、 助fI師 養成所にあっては別表 2、 千護

別 i′尽

看護白F等養成所の運営に関する手引き

第 1～ 4(‖ 各)

第 5 教育 に関す る事項

1 (略 )

2 1i堕 問当た りの授業時間数は、全 日制 の場合 は 30時 間程度、定

時制 の場合は 15時 障1か ら 20時 間程度 とす ること。

3 1日 当た りの授業時間数は、 6時 間程度 を上限 とす ること。

ただ し、実習時間については、実習病院等の運営の都合上やむを得

ない場合にあつては、 6時 間を超 えるこ とがあって も差 し支えない

こと。

4 保健師養成所又は助産師養成所 においては、看護師養成所で履修

した教育内容 との lI・ 復を避 け、保健師又は助産師の実践活動の基礎

となる知識についての内容 を精選す ること。

5 助産学実習において、分べん第 1期 のアセスメン ト及び支援がで

き、分べん介助の途 中で吸引分べん、鉗子分べんに移行 した場合 は、

1回 の分べん として算入 して差 し支 えないこと。

6 准看 護師 養成 所 の講 義 につ いて は、

10分 程度 を含 めて差 し支 えない こ と。

時 間 を 60分 とす る こ と。

時 間の授 業 時間 につ き休 憩

また、実習 につ い て は、 1

師 養成 1'iに あ っては別 J(3及 び男1表 3-2を 参照す る こ と

3 1週 ||ll当 た りの授 業11キ ‖1数 は、全 国市1の 場合は 30時 ||け f呈 度、定

時 |卜Jの 場合は 15時 F月 か ら20時 間程度 とす ること。

4 1日 当た りの授業時 ||ll数 は、 6時 FHl程 度 を上限 とす ること。

ただ し、臨時実習の 11寺 ||ll数 については、実 i号 病院等の運営の都合上

やむを得ない場合 にあっては、 6時 ||]を 超 えることがあっても差 し

支えないこと。

5 保健師共成所又は助産師 美成所 においては、看護師 養成所で壁修

した教ずF内 容 との 駐主要を避 け、保健師又は助産師の実践活動の基礎

となる知 i古 にヽついての内容 を 11号 選す ること。

6 助産学実習において、分べん第 1'明 のアセスメン ト及び支援がで

き、分べん介助の途 中で吸引分べん、鉗子分べんに移行 した場合は、

1回 の分べん と して工1入 して差 し支えないこと。

7 指導 要領拝;五 -4-(1)に お ける看誰 実践の場以外で行 う学習

に つ い て は 、 学 ギ
ー
1の 目的 、 内 容 及 び 時 ||]数 を実 習 指 導 要 領 等 で llJl確

にす る こ と。

8 准看 ::佳 師 it成 所 の講義 につ いて は、 1時 間 の授 業時 間 につ き休 憩

10分 程度 を含 めて差 し支 えない こ と。 また、実習 について は、 1
時間 を 60分 とす る こ と。



9 准看護師養成所 においては、学科試験、施設見学、実習オ リエン | 二  准看護師養成所においては、学科試験、施設見学、実習オ リエン

テーシ ョン等 、各科 目の教育 目的を達成す るのに必要な講義又は実 | テーシ ョン等、各科 目の教育 目的 を達成す るのに之、要な講義又は実ノ~/J/寸 Tヽ4-r tt υノ継同国Hり `達ノ共ソυV』

装各百λl‡悪裏源TI 薯以スこ畠子を思嵩暴道I増是裏島層進ム:L装各百λ詳高裏』竃習以外に要す る時間数は、指定規則 に定める聖

割以内 として当該科 目の時間数内に算入 できるもの とす ること。  1 割以内 として当該科 目の時間数内に算入できるもの とす ること。

1第 6(略 )第 6 (略 )

第 7 実習施設等に関す る事項                  1第 7 実習施設等に関す る事項

1 1～ 7 (略 )1～ 7(略 )

8 看護師養成所及び准看護師養成所 における実習施設 としては、病 1 8 看護師養成所及び准看護師養成所 にお |す る実習施設 としては、病

院、診療所以外 に、訪 FE5看 護 ステー シ ョン、保健所、市町村保健セ 1 院、診療所以外に、訪問看護 ステー シ ョン、保 健所、市町村保健セ

ンター、精神 保健福祉セ ンター、助産所、介護老人保健施設、地域 | ンター、精神保健福祉セ ンター、助 産所、介護老人保健施設、在宅

包括支援セ ンター、介護老人福祉施設、保育所その他の社会福祉施 1 介護支援セ ンター、介護老人福祉施設、保育所その他の社会福祉施

1 設等 を適宜含 めること。設等 を適宜含 めること。

1  9   (熙各)9 (略 )

1第 8(略 )穿;8   (田各)

1第 9 管理及び維持経営に関す る事項第 9 管理及び維持経営に関す る事項

1 運営経費 において、講師謝金、図書費等のほか、必要に応 じて、 1   運営経費 において、講師謝金、図書費等のほか、必要に応 じて、

機械器具費、専任教員の研修費等 を計上す ること。        1 機械器具費、専任教員の研 修費等を計上す ること。

2 指導要領第 8-4に い う評価 は、「看護師等養成所の教育活動等

に関す る自己評価指針作成検討会」報告書 (平成 15年 7月 25日 )

等 を参照す る こと。

1第 10(略 )第 10 (略 )

別表  (略) ※別表 1～ 3については資料 5、 6、 7-1、 7-2と して示してい

る。

○



資料 5

看護師等養成所の運営に関する手引き

別表 1 保健師に求められる実践能力と卒業時の至1達 目標とEll達度 (案 )

■「個人/家族」 :個人や家族を対象とした卒業時の到達度
「集団/地域」:集団 (自 治会の住民、要介護高齢者集団、管理的集団、小学校のクラス等)や地域 (白 治

体、事業所 、学校等)の人々を対象とした卒業時の到達度
鷹卒業時の到達度 レベル

I:少 しの助言で自立 して実施できる
Ⅱ :指導のもとで実施できる (指導保健師や教員の指導のもとで実施できる)

Ⅲ :学内演習で実施できる(事例等を用いて模擬的に計画を立てたり実施できる)

Ⅳ :知識としてわかる

実践能力
卒業時の到達目標 到速度

大項目 中項目 小項目 個人/家族 集団/地域

I.地域の健

康課題の明確

化と計画・立

案する能力

1地域の健康

課題を明らか

にし、解決・

改善策を計

画・立案する

A.地域の人々

の生活と健康

を多角的・継

続的にアセス

メン トする

1

身体的・精神的・社会文化的側面か

ら客観的・主観的情報を収集し、ア

セスメン トする

I I

Ｏ
ι

社会資源について情報収集し、アセ

スメントする

3

自然及び生活環境 (気候・公害等)

について情報を収集しアセスメン

トする

I

4
対象者及び対象者の属する集団を
全体として捉え、アセスメン トする

I I

5
健康問題を持つ当事者の視点を踏
まえてアセスメントする

I I

系統的日経時的に情報を収集し、継

続してアセスメントする
I I

7
収集した情報をアセスメン トし、地

域特性を見いだす
I I

B地域の顕在

的、潜在的健

康課題を見い

だす

8
顕在化している健康課題を明確化

する
I I

ｎ
υ

健康課題を持ちながらそれを認識
していない・表出しない。表出でき

ない人々を見いだす

I Ⅱ

10

潜在化している健康課題を見出し、

今後起こり得る健康課題を予測す

る

I Ⅱ

地域の人々の持つ力 (健康課題に気
づき、解決・改善、健康増進する能

力)を見いだす

I I

C地域の健康

課題に対する

支援を計画・

立案する

健康課題について優先順位を付け

る
I I

う
０

健康課題に対する解決・改善に向け

た目的・目標を設定する
I I

И
争

地域の人々に適した支援方法を選

択する
I



15
目標達成の手llEを 明確にし、実施計

画を立案する
I

16 評価の項目・方法 口時期を設定する I I

Ⅱ.地域の健

康増進能力を

高める個人・

家族・集団・

組織への継続

的支援と協

働・組織活動

及び評価する

能力

2.地域の人々

と協働して、

健康課題を解

決 二改善し、

健康増進能力

を高める

D.活動を展開

する
７
′

地域の人々の生命・健康、人間とし

ての尊厳と権利を守る
I I

18
地域の人々の生活と文化に配慮し

た活動を行う
I I

19
プライバシーに配慮し、個人情報の

収集・管理を適切に行う
I I

20
地域の人々の持つ力を引き出すよ

う支援する
I Ⅱ

21
地域の人々が意思決定できるよう

支援する
Ⅱ Il

22 訪問 口相談による支援を行う I Ⅱ

23 健康教育による支援を行う I Ⅱ

′
“

０
４

地域組織・当事者グループ等を育成

する支援を行う
Ⅲ

25
活用できる社会資源、協働できる機

関・人材について、情報提供をする
I

26
支援目的に応じて社会資源を活用

する
Ⅱ Ⅱ

７
′

り
‘

当事者と関係職種・機関でチームを

組織する
正 Ⅱ

28
個人/家族支援、組織的アプローチ

等を組み合わせて活用する
Ⅱ Ⅱ

29 法律や条例等を踏まえて活動する I

30 目的に基づいて活動を記録する I

E.地域の

人々・関係

者・機関と協

働する

31
協働するためのコミュニケーシヨ

ンをとりながら信頼関係を築く
Ⅱ

32 必要な情報と活動目的を共有する I II

う
０

う
０

互いの役割を認め合い、ともに活動

する
Ⅱ Ⅱ

F.活動を評

価・フオロー

アップする

34 活動の評価を行 う I I

35
評価結果を活動にフィー ドバック

する
I I

α
Ｕ

う
０

継続した活動が必要な対象を判断

する
I I

り
０ 必要な対象に継続 した活動を行う Ⅱ Ⅱ

Ⅲ.地域の健

康危機管理能

3.地域の健康

危機管理を行

G.健康危機管

理の体制を整
38

健康危機 (感染症 口虐待・DV・ 自殺・

災害等)への予防策を講 じる
Ⅱ Ⅲ



力 つ え予防策を講

じる
ｎ
υ

り
０

生活環境の整備・改善について提案
する

Ⅲ Ⅲ

40
広域的な健康危機 (災害・感染症等 )

管理体制を整える
Ⅲ Ⅲ

41
健康危機についての予防教育活動
を行う

Ⅱ Ⅱ

H.健康危機の

発生時に対応

する

42
健康危機 (感染症 口虐待 口DV・ 自殺 ロ

災害等)に迅速に対応する
Ⅲ Ⅲ

43
健康危機情報を迅速に把握する体

制を整える
Ⅳ Ⅳ

44
関係者 口機関との連絡調整を行い、

役割を明確化する
Ⅲ Ⅲ

45
医療提供システムを効果的に活用

する
Ⅳ Ⅳ

46
健康危機の原因究明を行い、解決・

改善策を講じる
Ⅳ Ⅳ

И
■ 健康被害の拡大を防止する Ⅳ Ⅳ

I健康危機発

生後からの回

復期に対応す

る

48
健康回復に向けた支援(PTSD対

応・生活環境の復興等)を行う
Ⅳ Ⅳ

49
健康危機への対応と管理体制を評

価 し、再構築する
Ⅳ Ⅳ

Ⅳ:地域の健

康水準を高め

る社会資源開

発・システム

化 口施策化す

る能力

4.地域の人々

の健康を保障

するために、

生活と健康に

関する社会資

源の公平な利

用と分配を促

進する

J.社会資源を

開発する
50

活用できる社会資源と利用上の間
題を見いだす

I

Ｅ
υ

地域の人々が組織や社会の変革に

主体的に参画できるよう機会と場、

方法を提供する

Ⅲ

52
地域の人々や関係する部署・機関の

間にネットワークを構築する
III

53
必要な地域組織やサー ビスを資源

として開発する
Ill

K.システム化

する
54

健康課題の解決のためにシステム

化の必要性をアセスメン トする
I

ｂ́■
０

関係機関や地域の人々との協働に

よるシステム化の方法を見いだす
Ⅲ

α
υ

贋
υ

仕組みが包括的に機能 しているか

評価する
Ⅲ

L施策化する
Ｅ
υ

組織 (行政・事業所・学校等)の基

本方針・基本計画との整合性を図り

ながら施策を理解する

Ⅲ

58
施策の根拠となる法や条例等を理

解する
Ill

ｎ
υ

Ｅ
υ 施策化に必要な情報を収集する I

60
施策化が必要である根拠について

資料化する
I

施策化の必要性を地域の人々や関

係する部署・機関に根拠に基づいて

説明する

Ⅲ

3



62
施策化のために、関係する部署 口機

関と協議 口交渉する
Ill

つ
０

α
υ

地域の人々の特性・二一ズに基づく

施策を立案する
Ⅲ

M.社会資源を

管理 口活用す

る

′
↓

ａ
ｕ

予算の仕組みを理解し、根拠に基づ

き予算案を作成する
Ⅲ

65

施策の実施に向けて関係する部

署・機関と協働 し、活動内容と人材

の調整 (配置・確保等)を行う

Ⅲ

α
Ｕ

α
Ｕ

施策や活動、事業の成果を公表し、

説明する
Ⅲ

α
υ

保健医療福祉サービスが公平・円滑

に提供されるよう継続的に評価・改

善する

Ⅲ

V.専門的自

律と継続的な

質の向上能力

5 保健・医

療 口福祉及び

社会に関する

最新の知識・

技術を主体

的・継続的に

学び、実践の

質を向上させ

る

N.研究の成果

を活用する
68

研究成果を実践に活用 し、健康課題

の解決・改善の方法を生み出す
Ⅲ

69
社会情勢と地域の健康課題に応 じ

た保健師活動の研究・開発を行う
Ⅲ

0.継続的に学

あヽ
70

社会情勢 口知識・技術を主体的、継

続的に学ぶ
I

P.保健師とし

ての責任を果

たす

７
′

保健師としての責任を果たしてい

くための自己の課題を見いだす
Ⅳ

○



資料 6

看護師等養成所の運営に関する手引き

別表 2 助産師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到速度 (案 )

■卒業時の到速度 レベル

I:少 しの助言で自立 してできる Ⅱ:指導のもとでできる Ⅲ :学内演習で実施できる Ⅳ :知識としてわかる

実践能力
卒業時の到達目標

到達度
大項 目 中項目 小項 目

I.助産にお

ける倫理的課

題に対応する

能力

1母子の命の尊重
1 母体の意味を理解 し、保護する Ⅱ

2 子供あるいは胎児の権利を擁護する Ⅱ

3 両者に関わる倫理的課題に対応する Ⅱ

Ⅱ.マ タニティ

ケア能力

2妊娠期の診

断とケア

A.妊婦と家族

の健康状態に

関する診断と

ケア

4 時期に応 じた妊娠の診断方法を選択する

5 妊娠時期を診断 (現在の妊娠過数)す る

貪
υ 妊娠経過を診断する

■
′ 妊婦の心理・社会的側面を診断する I

8 安定 した妊娠生活の維持について診断する I

9
妊婦の意思決定や嗜好を考慮した日常生活上の

ケアを行う
I

10 妊婦や家族への出産準備・親準備を支援する I

現在の妊娠経過から分べん・産 じょくを予測 し、

支援する
I

12
流早産・胎内死亡など心理的危機に直面した妊

産婦と家族のケアを行う
Ⅱ

B出生前診断

に関わる支援

つ
０

最新の科学的根拠に基づいた情報を妊婦や家族
に提示する

Ⅱ

14
出生前診断を考える妊婦の意思決定過程を支援

する
Ⅲ

3分べん期の

診断とケア

C正常分べん
15 分べん開始を診断する I

α
υ 分べんの進行状態を診断する I

７
′ 産婦と胎児の健康状態を診断する I

18 分べん進行に伴 う産婦と家族のケアを行 う I

ｎ
υ 経腟分べんを介助する I



20 出生直後の母子接触・早期授乳を支援する

０
４ 産婦の分べん想起と出産体験理解を支援する Ⅱ

22
分べん進行に伴う異常発生を予測し、予防的に

行動する
I

D.異常状態

/

23 異常発生時の観察と判断をもとに行動する Ⅱ

24 異常発生時の判断と必要な介入を行う

(1)骨盤出口部の拡大体位をとる I

(2)会陰の切開及び裂傷後の縫合を行う Ⅲ

(3)新生児を蘇生させる Ш

(4)正常範囲を超える出血への処置を行 う Ⅲ

(5)子病発作時の処置を行う Ⅳ

(6)緊急時の骨盤位分べんを介助する Ⅳ

(7)急速遂娩術を介助する Ⅱ

(8)帝王切開前後のケアを行う Ⅱ

Ｅ
υ

Ｏ
乙 児の異常に対する産婦、家族への支援を行う Ⅳ

26 異常状態と他施設搬送の必要性を判断する Ⅳ

4.産 じよく期

の診断とケア

E.じ ょく婦の

診断とケア
，

′
０
乙 産じょく経過における身体的回復を診断する I

28 じょく婦の心理・社会的側面を診断する I

29 産後うつ症状を早期に発見し、支援する E

30 じょく婦のセルフケア能力を高める支援を行う I

31
育児に必要な基本的知識を提供し、技術支援を

行う
I

32
新生児と母親、父親、家族のアタッチメント形

成を支援する
I

33
産じょく復古が阻害されるか否かを予測し、予

防的ケアを行う
I

34 生後 1か月までの母子の健康状態を予測する I

35 生後 1か月間の母子の健康診査を行う I



´
υ

り
０

1か月健康診査の結果に基づいて母子と家族を

支援し、フォローアップする
Ⅱ

７
′

つ
０ 母乳育児に関する母親に必要な知識を提供する I

38
母乳育児に関する適切な授乳技術を提供し、乳

房ケアを行う
Ⅱ

ｎ
υ

つ
０ 母乳育児を行えない/行わない母親を支援する I

40
母子愛着形成の障害、児の虐待ハイリスク要因

を早期に発見し、支援する
Ⅲ

F.新生児の診

断とケア
41 出生後 24時間までの新生児の診断とケアを行う I

42 生後 1か 月までの新生児の診断とケアを行 う I

Gハイリスク

母子のケア
43 両親の心理的危機を支援する Ⅱ

44 両親のアタッチメン ト形成に向けて支援する I

45 NICUに おける新生児と両親を支援する Ⅳ

46 次回妊娠計画への情報提供と支援を行う Ⅱ

5.出産・育児期の家族ケア
，

′
′
■

出生児を迎えた生活環境や生活背景をアセスメ

ン トする

48
家族メンバー全体の健康状態と発達課題をアセ

スメントする

ｎ
υ

′
↓

新 しい家族システムの成立とその変化をアセス

メン トする
Ⅱ

50 家族間の人間関係をアセスメントし、支援する Ⅱ

広
υ

地域社会の資源や機関を活用できるよう支援す
る

E

6.地域母子保健におけるケア
52 保健・医療・福祉関係者 と連携する Ⅱ

う
０

晨
υ 地域の特性と母子保健事業をアセスメントする Ⅱ

′
彎

Ｅ
υ

消費者グループのネットワークに参加 し、グル

ープを支援する
Ⅳ

〓
υ

ｒ
υ 災害時の母子への支援を行 う Ⅳ

7 助産業務

管理

H法的規定 ´
υ

〓
０

保健師助産師看護師法等に基づく助産師の業務

管理を行う
Ⅳ

1周産期医療

システムと助

産

７
′

晨
υ 周産期医療システムの運用 と地域連携を行 う Ⅳ

０
０

Ｅ
Ｕ 場に応 じた助産業務管理を実践する

(1)病院における助産業務管理を実践する Ⅳ



(2)診療所における助産業務管理を実践する Ⅳ

(3)助産F~fに おける助産業務管理を実践する Ⅳ

Ⅲ.性 と生殖

のケア能力

8.ラ イフステ

ージ各期の性

と生殖のケア

(マ タニティ

ステージを除

く)

J.思春期の男

女への支援
ｎ
υ

Ｅ
υ 思春期のセクシュアリティ発達を支援する Ⅲ

60 妊娠可能性のあるケースヘの対応と支援を行う Ⅳ

＾
υ 二次性徴の早・遅発ケースの対応と支援を行う Ⅳ

62 月経障害の緩和と生活支援をする Ⅲ

63 性感染症予防とD∨ 予防を啓発する Ⅳ

64
家族的支援と教育関係者及び専門職と連携し支

援する
Ⅳ

K.女性とパー

トナーに対す

る支援

ｒ
υ

家族計画 (受胎調節法を含む)に関する選択・

実地を支援する
I

貪
υ

資
υ

健康的な性と生殖への発達支援と自己決定を尊

重する
Ⅳ

７
′

虔
υ

DV(性暴力等)の予防と被害相談者への対応、

支援を行う
Ⅳ

68
性感染症罹患のアセスメント・支援及び予防に

関する啓発活動を、他機関と連携 して行う
Ⅳ

69
生活自立困難なケースヘ妊娠・出産・育児に関

する社会資源の情報を提供 し、支援する
Ⅳ

L.不妊の悩み

を持つ女性と

家族に対する

支援

70
不妊治療を受けている女性・夫婦・カップル等

を理解し、自己決定を支援する
Ⅳ

，
′

不妊検査・治療等の情報を提供し、資源活用を

支援する
Ⅳ

72 家族を含めた支援と他機関との連携を行う Ⅳ

M中高年女性

に対する支援
73

健康的なセクシュアリティ維持に関する支援と

啓発を行う
Ⅲ

74
中高年の生殖器系に関する健康障害を予防し、

日常生活を支援する
Ⅳ

ｒ
υ

，
′

加齢に伴う生殖器系の健康管理とQOLを支援

する
Ⅳ

Ⅳ.専門的自

律能力

9.助産師としてのアイデン

ティティの形成
α
υ

■
′ 助産師としてのアイデンティティを形成する I

○



資料 7-1

看護師等養成所の運営に関する手引き

別表 3 看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標 (案 )

看護師の

実践能力 1 構成要素
卒業時の到達目標

A.対象の理解
1 人体の構造と機能について理解する

2 人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、加齢の特徴を理解する

3 対象者を身体的、心理的、社会的、文化的側面から理解する

B.実 施する看

護についての

説明責任

4 実施する看護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

5 自らの役割の範囲を認識 し説明する

6 自らの現在の能力を超えると判断する場合は、適切な人に助言を求める

C.倫 理的な看

護実践
対象者のプライバシーや1国 人情報を保護する

8 対象者の価値観、生活習慣、慣習、信条などを尊重する

9
対象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解す
る

10 対象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従って行動する

D.援 助的関係

の形成
対象者と自分の境界を尊重しながら援助的関係を維持する

13 対人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

14 対象者に必要な情報を対象者に合わせた方法で提供する

一ｂ
対象者か らの質問 口要請に誠実に対応する

Ⅱ群

根 拠 に基 づ

き、看護を計

画 的 に実 践

する能力

E.ア セス メン

ト
16 健康状態のアセスメン トに必要な客観的・主観的情報を収集する

17 情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

F.計画
18 対象者及びチームメンバーと協力しながら実施可能な看護計画を立案する

ｎ
υ 根拠に基づいた個別的な看護を計画する

G実施
20 計画 した看護を対象者の反応を提えなが ら実施する

計画した看護を安全・安楽 ,自 立に留意 し実施する

1



22 看護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

つ
０

●
乙 予測しない状況の変化について指導者又はスタッフに報告する

24 実施した看護と対象者の反応を記録する

H.評価 員
Ｕ

０
４ 予測した成果と照らし合わせて実施 した看護の結果を評価する

ｒ
υ

０
４ 評価に基づいて計画の修正をする

Ⅲ群

健 康 の保 持

増進、疾病の

予防、健康の

回 復 にか か

わ る実践 能

力

I.健 康 の 保

持・増進、疾

病の予防

０
乙

生涯各期における健康の保持増進や疾病予防における看護の役割を理解す

る

28 環境の変化が健康に及ぼす影響と予防策について理解する

29 健康増進と健康教育のために必要な資源を理解する

30 対象者及び家族に合わせて必要な保健指導を実施する

31 妊娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

J.急 激な健康

状態の変化に

ある対象への

看護

ｎ
４

う
０

急激な変化状態 (周手術期や急激な病状の変化、救命処置を必要としてい

る等)にある人の病態と治療について理解する

う
０

う
０ 急激な変化状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

34 対象者の健康状態や治療を踏まえ、看護の優先順位を理解する

Ｅ
υ

う
０ 状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

会
υ

う
０ 状態の変化に対処することを理解 し、症状の変化について迅速に報告する

う
０ 合併症予防の療養生活を支援をする

０
０

０
０ 日常生活の自立に向けたリハビリテーシヨンを支援する

ｎ
υ

つ
０ 対象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

K.慢性的な変

化にある対象
への看護

40 慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

41 慢性的経過をたどる人に治療が及ぼす影響について理解する

０
乙

′
今 対象者及び家族が健康障害を受容 していく過程を支援する

う
０

′
付 必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (患者教育 )

44 必要な治療を継続できるようなソーシヤルサポー トについて理解する

晨
υ

′
付 急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

2



α
Ｕ

Л
十

慢性的な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向上に向けて支援す
る

L終末期にあ

る対象への看

護

47 死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

48 終末期にある人の治療と苦痛を理解 し、緩和方法を理解する

ｎ
υ

И
守 看取 りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ群

ケ ア環境 と

チーム体制

を理解 し活

用する能力

M.看護専門職

の役割
50 看護職の役割と機能を理解する

51 看護師としての自らの役割と機能を理解する

N.看護チーム

における委譲

と責務

52
看護師は法的範囲に従つて仕事を他者 (看護補助者等)に委任することを
理解する

53
看護師が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解
する

54
仕事を部分的に他者に委任する場合においても、自らに説明義務や責任が
あることを理解する

0.安全なケア

環境の確保
Ｅ
υ

ｒ
υ 医療安全の基本的な考え方と看護師の役割について理解する

′
Ｕ

Ｅ
Ｕ リスク・マネジメントの方法について理解する

７
′

一ｂ 治療薬の安全な管理について理解する

58 感染防止の手llRを 遵守する

ｎ
υ

Ｅ
υ 関係法規及び各種ガイ ドラインに従つて行動する

P.保 健 ・ 医

療・福祉チー

ムにおける多

職種との協働

60 保健・医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役割を理解する

公
υ

対象者をとりまく保健・医療・福祉従事者間の協働の必要性について理解
する

０
乙 対象者をとりま くチームメンバー間で報告・連絡・相談等を行 う

う
０

会
υ 対象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバー とともに行 う

′
“

会
υ チームメンバーとともに、ケアを評価し、再検討する

Q保 健 ・ 医

療・福祉シス

テムにおける

看護の役割

65 看護を実践する場における組織の機能と役割について理解する

公
υ 保健 口医療・福祉システムと看護の役割を理解する

′
υ 国際的観点から医療・看護の役割を理解する

68 保健・医療・福祉の動向と課題を理解する

ｎ
υ 様々な場における保健・医療・福祉の連携について理解する



V群
専 門職者 と

して研鑽 し

続 け る基 本

能力

R.継続的な学

習
70 看護実践における自らの課題に取り組むことの重要性を理解する

継続的に自分の能力の維持・向上に努める

S.看護の質の

改善に向けた

活動

ｎ
ι

７
′

看護の質の向上に向けて看護師として専門性を発展させていく重要性を理

解する

73 看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する

○



資料 7-2

看護師等養成所の運営に関する手引き

別表 3-2 看護師教育の技術項目と卒業時の到達度 (案 )

■卒業時の到達度 レベル
I:単独で実施できる Ⅱ :看護師・教員の指導のもとで実施できる Ⅲ :学内演習で実施できる Ⅳ :知識と
してわかる

項  目 技術の種類
卒業時の

到達度
1環境調整技術

1 患者にとって快適な病床環境をつくることができる I

０
４ 基本的なベッドメーキングができる I

う
０ 臥床患者のリネン交換ができる Ⅱ

2.食事の援助技術
1 患者の状態に合わせて食事介助ができる (哺下障害のある患者を除く) I

2
患者の食事摂取状況 (食行動、摂取方法、摂取量)を アセスメントで
きる I

3 経管栄養法を受けている患者の観察ができる

4 患者の栄養状態をアセスメントできる Ⅱ

5 患者の疾患に応じた食事内容が指導できる Ⅱ

会
υ 患者の個別性を反映 した食生活の改善を計画できる Ⅱ

7 患者に対して、経鼻胃チューブからの流動食の注入ができる Ⅱ

０
０ モデル人形での経鼻胃チューブの挿入・確認ができる Ⅲ

電解質データの基準値からの逸脱がわかる Ⅳ

10 患者の食生活上の改善点がわかる Ⅳ

3.排泄援助技術
1 自然な排便を促すための援助ができる I

2 自然な排尿を促すための援助ができる I

3 患者に合わせた便器・尿器を選択 し、排泄援助ができる I

4 膀眺留置カテーテルを挿入している患者の観察ができる I

5 ポータブル トイレでの患者の排泄援助ができる Ⅱ

公
Ｕ 患者のおむつ交換ができる Ⅱ

7 失禁をしている患者のケアができる Ⅱ



8
膀肌留置カテーテルを挿入している患者のカテーテル固定、カテーテ

ル管理、感染予防の管理ができる  ヽ Ⅱ

ｎ
υ モデル人形に導尿または膀眺留置カテーテルの挿入ができる Ⅲ

10 モデル人形にグリセリン浣腸ができる Ill

失禁をしている患者の皮膚粘膜の保護がわかる Ⅳ

０
乙 基本的な摘便の方法、実施上の留意点がわかる Ⅳ

13 ス トーマを造設 した患者の一般的な生活上の留意点がわかる Ⅳ

4.活動 口休息援助技

術
1 患者を車椅子で移送できる

2 患者の歩行・移動介助ができる I

3 廃用症候群のリスクをアセスメン トできる

4 入眠 口睡眠を意識 した日中の活動の援助ができる I

5
患者の睡眠状況をアセスメントし、基本的な入眠を促す援助を計画で

きる

6 臥床患者の体位変換ができる Ⅱ

患者の機能に合わせてベッドから車椅子への移乗ができる Ⅱ

8 廃用症候群予防のための自動・他動運動ができる Ⅱ

ｎ
υ 目的に応 じた安静保持の援助ができる Ⅱ

10 体動制限による苦痛を緩和できる Ⅱ

患者をベッドからス トレッチャーヘ移乗できる Ⅱ

12 患者のス トレッチャー移送ができる Ⅱ

13 関節可動域訓練ができる Ⅱ

14 廃用症候群予防のための呼吸機能を高める援助がわかる Ⅳ

5.清潔・衣生活援助

技術
1 入浴が生体に及ぼす影響を理解 し、入浴前・中・後の観察ができる I

2 患者の状態に合わせた足浴・手浴ができる I

3 清拭援助を通 して、患者の観察ができる

4 洗髪援助を通 して、患者の観察ができる

5 口腔ケアを通 して、患者の観察ができる

つ
４



公
υ 患者が身だしなみを整えるための援助ができる I

7 持続静脈内点滴注射を実施 していない臥床患者の寝衣交換ができる I

8 入浴の介助ができる E

ｎ
υ 陰部の清潔保持の援助ができる Ⅱ

10 臥床患者の清拭ができる Ⅱ

臥床患者の洗髪ができる Ⅱ

０
４ 意識障害のない患者の回腔ケアができる Ⅱ

つ
０ 患者の病態 口機能に合わせた口腔ケアを計画できる Ⅱ

14 持続静脈内点滴注射実施中の患者の寝衣交換ができる Ⅱ

Ｅ
υ 沐浴が実施できる Ⅱ

6.呼吸・循環を整え

る技術
1 酸素吸入療法を受けている患者の観察ができる I

０
乙 患者の状態に合わせた温番法 口冷篭法が実施できる I

3 患者の自覚症状に配慮しながら体温調節の援助ができる

”
Ｈ 末梢循環を促進するための部分浴 口番法 ロマッサージができる I

5 酸素吸入療法が実施できる Ⅱ

公
υ 気道内加湿ができる Ⅱ

7 モデル人形で、日腔内・鼻腔内吸引が実施できる Ⅲ

8 モデル人形で、気管内吸引ができる Ⅲ

9 モデル人形あるいは学生間で体位 ドレナージを実施できる Ⅲ

10 酸素ボンベの操作ができる Ⅲ

気管内吸引時の観察点がわかる Ⅳ

12 酸素の危険性を認識し、安全管理の必要性がわかる Ⅳ

13 人工呼吸器装着中の患者の観察点がわかる Ⅳ

′
付 低圧胸腔内持続吸引中の患者の観察点がわかる Ⅳ

Ｅ
υ 循環機能のアセスメントの視点がわかる Ⅳ



7.創傷管理技術
1 患者の褥創発生の危険をアセスメン トできる I

2 褥創予防のためのケアが計画できる Ⅱ

3 褥創予防のためのケアが実施できる Ⅱ

4 患者の創傷の観察ができる Ⅱ

5 学生間で基本的な包帯法が実施できる Ⅲ

α
υ

創傷処置のための無菌操作ができる (ド レーン類の挿入部の処置も含

む)

Ⅲ

7 倉1傷処置に用いられる代表的な消毒薬の特徴がわかる Ⅳ

8.与薬の技術
1 経口薬 (バッカル錠・内服薬・舌下錠)の服薬後の観察ができる Ⅱ

2 経皮 日外用薬の投与前後の観察ができる Ⅱ

3 直腸内与薬の投与前後の観察ができる Ⅱ

4 点滴静脈内注射をうけている患者の観察点がわかる Ⅱ

5 モデル人形に直腸内与薬が実施できる Ⅲ

´
Ｕ 点滴静脈内注射の輸液の管理ができる Ⅲ

モデル人形または学生間で皮下注射が実施できる Ⅲ

8 モデル人形または学生間で筋肉内注射が実施できる Ⅲ

9 モデル人形に点滴静脈内注射が実施できる Ⅲ

10 輸液ポンプの基本的な操作ができる Ⅲ

経日薬の種類と服用方法がわかる Ⅳ

12 経皮・外用薬の与薬方法がわかる Ⅳ

13 中心静脈内栄養をうけている患者の観察点がわかる Ⅳ

14 皮内注射後の観察点がわかる Ⅳ

15 皮下注射後の観察点がわかる Ⅳ

16 筋肉内注射後の観察点がわかる Ⅳ

静脈内注射の実施方法がわかる Ⅳ

18 薬理作用をふまえた静脈内注射の危険性がわかる Ⅳ

4



ｎ
υ 静脈内注射実施中の異常な状態がわかる Ⅳ

20 抗生物質を投与されている患者の観察点がわかる Ⅳ

21 インシュリン製剤の種類に応じた投与方法がわかる Ⅳ

０
４

０
∠ インシュリン製剤を投与されている患者の観察点がわかる Ⅳ

つ
０

う
乙 麻薬を投与されている患者の観察点がわかる Ⅳ

24 薬剤等の管理 (毒薬 口劇薬・麻薬 J血液製剤を含む)方法がわかる Ⅳ

Ｅ
υ

り
乙 輸血が生体に及ばす影響をふまえ、輸血前・中・後の観察点がわかる Ⅳ

9.救命救急処置技術
1 緊急なことが生じた場合にはチームメンバーヘの応援要請ができる I

2 患者の意識状態を観察できる Ⅱ

3 モデル人形で気道確保が正しくできる Ⅲ

4 モデル人形で人工呼吸が正しく実施できる Ⅲ

5 モデル人形で閉鎖式心マッサージが正しく実施できる Ⅲ

6 除細動の原理がわかリモデル人形にAEDを 用いて正しく実施できる Ⅲ

7 意識レベルの把握方法がわかる Ⅳ

8 止血法の原理がわかる Ⅳ

10.症状・生体機能管

理技術
1 バイタルサインが正確に測定できる I

2 正確に身体計測ができる I

う
０ 患者の一般状態の変化に気づ くことができる I

4 系統的な症状の観察ができる Ⅱ

Ｅ
υ

バイタルサイン・身体測定データ・症状などから患者の状態をアセス
メントできる

Ⅱ

公
υ

目的に合わせた採尿の方法を理解 し、尿検体の正しい取り扱いができ
る

Ⅱ

簡易血糖浪1定 ができる Ⅱ

8 正確な検査が行えるための患者の準備ができる Ⅱ

9 検査の介助ができる Ⅱ

10 検査後の安静保持の援助ができる Ⅱ

5



検査前、中、後の観察ができる Ⅱ

12 モデル人形または学生間で静脈血採血が実施できる Ⅲ

i3
血液検査の目的を理解し、目的に合わせた血液検体の取り扱い方がわ

かる
Ⅳ

14 身体侵襲を伴う検査の目的・方法、検査が生体に及ぼす影響がわかる Ⅳ

11.感 染予防技術
1

スタンダー ド・プリコーシヨン (標準予防策)に基づく手洗いが実施

できる
I

2 必要な防護用具 (手袋、ゴーグル、ガウン等)の装着ができる Ⅱ

3 使用した器具の感染防止の取り扱いができる Ⅱ

4 感染性廃棄物の取り扱いができる Ⅱ

5 無菌操作が確実にできる Ⅱ

公
υ 針束1し事故防止の対策が実施できる Ⅱ

７
′ 針刺し事故後の感染防止の方法がわかる Ⅳ

12安全管理の技術
1

インシデント・アクシデントが発生した場合には、速やかに報告でき

る
I

０
４ 災害が発生した場合には、指示に従つて行動がとれる I

3 患者を誤認しないための防止策を実施できる I

4
患者の機能や行動特性に合わせて療養環境を安全に整えることができ

る
Ⅱ

5 患者の機能や行動特性に合わせて転倒・転落 日外傷予防ができる Ⅱ

会
υ 放射線暴露の防止のための行動がとれる Ⅱ

誤薬防止の手順にそつた与薬ができる Ⅲ

8 人体へのリスクの大きい薬剤の暴露の危険性および予防策がわかる Ⅳ

13安楽確保の技術
1 患者の状態に合わせて安楽に体位を保持することができる Ⅱ

2 患者の安楽を促進するためのケアができる Ⅱ

つ
０ 患者の精神的安寧を保つための工夫を計画できる Ⅱ

○



医政発 0■ 06第 16号

平成 23年 1月 6日

各都道府県知事 殿

保健師助産師看護師法施行規則の二部を改正する省令の公11について (通知|)

保健山F助産師看護自「法施行脱則の一部を改 .J三する省令 (平成 23年厚生労働省‐令第 1

号。以下 「改刊i省令」という。)が
"l紙

のとお り公布され、lZ成 231F4月 :日 から施

行されることとなつた。

今回の改11の趣旨、概要等は下記のとお りであるので、十分留意の上、貴管内養成所
へPl知いただくとともに、その実施についてill湘のなぃようお願いする。

記

1.改 TEの趣旨        '
保健1li助 産劇i看護師学校養l戊所指定規則の一部を改ll:す る省令 (5r成 20年文出∫FI学

省・厚」ittllJJl省令第1号)に より保健mi教育及び看ittllili教 育の内容が改正されたこと、
及び働t健出i助産‖「看護闘:学校養成所指定規則lの一部を改‖:す /iD省令 (1年t23年文部イ1・

学省・l1/_生 労働省令第 1号)に より保健師教育の内容が改正されることにH4い、
「

護師

国家試験及び保健山‖ぼ1家詐t験 tの需t験利。日の政Iを行うものである。

2.改 IEの 内容

(1)保健師国家試験の試験科日

①「地域看護学」を「公衆術生看護学」に改めた。

②「疫学・保健統計Jを 「疫学」及び「保ltt統計学Jに分けた。

③「保健福祉イテ政論」を「保健医療福祉行政論Jに改めた。

(2)看 1螢師国家試験の試験rl目

①「IL会 働t障‖il度 と生活者の健‖こ」を「健康支援とtL会保障制度」に政めた。

②「看護の統合と実践」を加えた。

厚生労働省医政局



3.施行期日等

(1)保健師国家試験の試験科ロ                サ

平成 24年 4月 1日 に施行し、平成力5年に実施される平成24年度の国家試験から新

たな試験科目によることとした。

(2)看護師国家試験の試験科目

平成 23年 4月 1日 に施行し、平成24年に実施される平成23年度の国家試験から新

たな試験科目にょることとした。
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第

．
―‐ｌ

ｕ
に
掲
げ
る

活
動
の
項
の
下
側
第

二
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
突
習
を
な
め
る
件

（法
務
圧
）

０
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
六
）

○
ジ
ツ
チ
共
和
―――
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
Ｌ
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
ｒ

と
の
――――

の

‐
―卜
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（外
務
六
）

○
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
と
の
――――
の
協
定
の
路
線
表

の
改

正
に
出
す
る
書
簡

の
交
換
に
関
す
る
件

（同
じ
）

○
保
安
林

の
指
定
を
す
る
件

（農
林
水
産

一九
～
．三
六
）

○
―…
地
収
川
法

の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件

（国
土
交
通
し
）

○
登
倣
経
営
状
況
分
析
機
関
の
経
営
状
況
分

析
の
全
部
の
廃

―１１
の
中
し
出
が
あ

っ
た
件

（同
八
）

○
砂
防
法
第

一ヽ粂
の
Ｌ
地
を
指
定
す
る
件

（同
九
、　
．
０
）

○
自
動
車
検
作
用
機
械
器
――
争
録
校

―――
実
施

機
関
の
登
録
中
項
の
変
更
の
扇
出
が
あ

っ

た
件

（同

．
こ

一
〇
建
築
基
中
法
の
規
定
に
■
つ
く
指
定
確
認

一　
検
杏
機
関
の
酢
認
検
合
の
業
商
を
行
う
■

一　
勝
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

一
　

（関
東
地
方
整
備
局
ｌ
）

一
〇
通
路
に
関
す
る
件
（九
州
地
方
整
備
局
ｌ
）

一
　

　

〔国
会
事
項
〕

一
　

　

〔人
事
異
動
〕

一
内
閣
　
法
筋
省
　
財
勝
省
　
文
部
科
学
作

一
――
許
庁
　
最
高
裁
判
所

一
　

　

〔皇
室
事
項
〕

一
　

　

〔官
庁
報
告
〕

一　
　
　
　
産
　
　
業

一
＝
本
Ｅ
業
規
格

（国
Ｆ
交
通
省
）

一　
　
　
　
国
家
試
験

一
水
先
人
試
験
の
施
行

‐^，１１
Ｌ
交
通
省
）

一
　

　

公

聴

会

一　

般
ガ

ス
供
綸
約
款

の
変
更
の
認

‐‐∫
に
係
る

一
公
聴
会
の
――ｌｉｌ
継

（九
州
経
済
産
業
局
）

国
十
調
査

の
成
果
の
認

，
――――
の
公
古

（‐‥そＩ
Ｌ
交
通
省
）

「公

　
　
生
Ｅ

諸

中

項

官
庁財

団
、
司
法
占
Ｌ
懲
戒
鶴
”
、

―
‐
―
議
会
″

に
対
す
る
行
政
処
分
、
件
賀
束
部
土
地
改

良
区
役
Ц
の
選
任
、

１
‐
‥―
ド
北
部
Ｌ
地
改
良

区
連
合
役
ｔｔ

の
選
任
及
び

‐１１１‥
任
関
係

〔省

令
〕

○
保
健
師
助
産
獅
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定

規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

○
保
鯉
師
助
産
師
看
池
師
法
施
行
規
――――
の

．

部
を
改
正
す
る
省
令

（厚
生
労
働

´
）

一生
口
　
　
　
一不
〕
　
′

○
電
波
法
築
百
条
等
に
規
定
す
る
電
波
の
監

視
を
行
う
場
所
に
関
す
る
件
の

．
部
を
改

コーー‥
す
る
件

（総
務
．
）

○
電
波
法
第
百
二
条
に
胤
定
す
る
無
線
方
位

測
定
装
世
の
設
置
場
所
に
関
す
る
件
の

一

部
を
改
―ＩＩ
す
る
件

（同
，１
）

○
指
定
無
線
設
――――
を
使
用
す
る
無
線
月
の
免

許
の
中

‐
―――
淋
を
提
出
す
べ
き
官
署
の
名
称

及
び
所
在
地
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
四
）

○
本
託
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
測
定
に

関
す
る
手
続
、

――――
定
方
法
及
び
Ｆ
数
料
等

を
定
め
る
件
の
　
部
を
改
正
す
る
件

・
（同
五
）

編 舅t ・[|| ‖!|

独立行政,去 人国立Fp則局

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
確
決

，Ｌ
、

破
産
、

１１
別
清
専
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他
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Ｏ臓螂
翔
勝鮎
令第
一号　
．

保
障
帥
助
産
価
看
穫
師
法

（昭
和

一卜
二
年
法
―ｌｔ
第
二
百
三
ｌｌ
）
第
Ｆ
九
条
第

一
号
及
び
第

第
　
―，Ｉ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
塙
づ
き
、
嫌
健
師
助
確
師
看
護
師
学
校
鮨
成
所
指
定
脱
１１１１
の

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
ニ
ト
三
年
　
月
六
日

傑
拠
側
助
産
ｒｌｌｌｉ
脅
護
師
学
校
推
成
所
指
定
規
――――
の

．
部
を
改
正
す
る
省
令

単
　
位
　
及

隊
健
師
助
産
師
看
護
価
学
校
推
成
所
指
定
脱
――――

（昭
和
ｉ
Ｆ
六
年
収
螂
簡
令
第
　
号
）
の
　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

一

す
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

別
人

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

別
表

一

（第
．
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

‐

Ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

　

一

!

け
、
か
つ
一
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
ｔ

一
の
教
育
課
租
に
よ
り
こ
の
よ
及
び
別
表
■
に
掲
げ
る
教
育
内

一

容
を
＝
せ
て
教
授
し
よ
う
Ｌ
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
，
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
一

‥
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
Ｌ
適
り
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
て
臨
地
実

一

制
計
卜
岬
噺
臓
階
は

，
よ び
軸
制
颯
副
期
州
ω
渕
猜
「
容
Ｆ
ｔ
単
位
以

一
で
あ
る
と
き

一
、
こ
の
よ
切
教
育
内

一

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
の
省
合
は
、
平
成
．
―
三
年
四
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
ツ
“　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
■
成
所
に
お
い
て
、
保
健
師
又
は
助
産
獅
Ｌ
し
‘
て
必

一

一　

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
習
中
の
と
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
こ
の
省
行
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
　
及
び

一

一　

別
人
■
の
脱
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

――‘―
の
回
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
０
厚
生
労
働
省
令
第

一
号

一　

保
拠
師
助
産
師
看
泄
師
法

（昭
ｆ１１

．卜
一
年
法
律
第
一
百

三
号
）
第
一
卜
八
粂
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
拠
‐――――
助
席
師

一

一
■
穫
師
法
施
行
規
則
の
　
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．　
　
　
　
４　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　

・

一　

・
平
成
―
―
二
年
　
月
六
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
′く
れ
　
細
川
　
体
夫
　
　
・

・　
．　
　
　
保
健
側
助
産
師
行
護
師
法
施
行

，‥――
―ｌｌｌ
の

一　
一　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
――１１

（昭
和
．

一　
一　
馴
肛
附
臓
順
撤
嗣
」
“

‐
‐ｉｔｉこ
触
脚
レ
一

公
衆
獅
生
脅
護
学

む

２

ｒ

保
健
統
計
学

保
健
医
療
Ｍ
社
行
政
治

第
―
ト
ー
条
を
次
の
よ
う
に
政
め
る
＾

一
　

（看
穫
師
国
家
試
激
の

‐ｌｉ
ｔ
験
科
＝
〉

一
第
二
十
二
条
　
喬
護
師
国
家
試
敷
は
，
次
の
＝
＝
に
つ
い
て
行
う
‘

一　
人
体
の
＝
地
Ｌ
機
能

一　
疾
驚
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
に
雌

一　
健
康
支
援
Ｌ
社
会
保
陣
制
″

一　
基
礎
看
護
学

．　
成
入
看
穫
学

一　
と
■
喬
護
学

小
児
看
護
学

一　
母
性
看
純
学

一　
精
神
輌
穫
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
・

一　
住
宅
看
護
綸

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
．　
　
　
・

一　
■
概
の
統
合
ｔ
突
殴
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

一　
　
　
附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
・

一」にっ田婦軸に脚悧仁７三年‐１１１月　――かヽ
施行す“．ただ一，■
一十
条
の
改
正
規
定
は
，
平
成
ｌ
十
四
年

公
衆
衛
生
看
誰
学

公
衆
細
生
看
護
学
脱
論

個
人

・
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

公
衆
鰤
生
看
護
活
動
展
―――‐ｌ
諭

公
衆
蘭
生
看
穫
管
理
論

眈“
一●

保
＝
統
――――
学

保
健
医
吹
福
祉
行
政
治

臨
地
突
＝

公
衆
桁
■
看
穫
学
実
＝

　

・

個
人

・
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

た

り
公
衆
衛
生
看
出
活
動
震
Ⅲ
諭
実
＝

公
衆
晰
生
活
護
――
理
論
実
＝

）

一一
仙
鷹
危
機
管
理
を
含
む
。

（　
）―

　
一

″

一
保
健
所

・
市
町
村
で
の
実
＝
を
含
む
．

一
紺
続
し
た
指
導
を
含
む
。

一一

四

（

一
　

　

　

　

（
“
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

‐
――

　

　

　

　

　

一
　

・
　

　

・

熾
み
　
　
　
＝
位
の
計
算
方
法
は
，
入
学
設
樅
基
準

（昭
和
三
―

．
年
文
部
省
令
第
１
十
八
ｌｌ
）
第

．Ｆ
　
条
第

　ヽ
　
　
川
の
川
定
の
例
に
よ
る
．

語
現
柳ぶ
搬
却
鷺
棚
場
痴
価
鶴
輸
泄
が
話
Ｐ，と副
＝
枡離離

容
を
併
せ
て
教
授
し
よ
う
Ｌ
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
，
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
．

機
敷
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
――
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
″
単
位
以
Ｌ
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
。
一十
二
＝
位
以
Ｌ
で
あ
る
と
き
は
，
こ
の
人
の
教
育
‥入‐

容
ご
と
の
中
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

別
人
　
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二

（第
二
条
関
係
）

一
■
礎
助
籠
予
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
」（

（圧
）

一
助
■
診
断

・
技
術
学
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　

′

一
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
一

一
地
域
け
ｒ
保
健
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．

二
号
並
び
に
第

一卜
条

一

離
を
改
正
す
る
省
行
を

一

業
部
ハ
ツ
太
＝
　
出
木
　
織
明
　
　
一

厚
■
労
働
大
‐１１
　
細
川
　
体
夫
　
　
一

第

十
条

1カt

健
Fli

11,:
,く

‖,t
験
l譲

;欠

υ)

千1
[1

1こ
●
,

tヽ

C

r:

つ

■ ||`

六 を
111攻
l'メ ||:

41二
il~

省る
令省
第 争

↑
四
り
）
の
　
部
を
次
の
よ
う
に
改

ｌｌｉ
す
る

助
産
管
リーーー

臨
地
実
＝『一学「劇　　　　　　　・　　一　　　　　・　　．一州嘲狐̈̈

咄̈珈̈̈
一̈̈
黎］」一

叩
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
ψ
第
一
■

¨
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

喬
穫
師
学
校
難
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
絆
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受



保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の

一

〇
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則

部
を
政
正
す
る
省
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）

（抄
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
条
　
保
健
師
国
家
試
験
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

疫
学

保
健
統
計
学
　
　
　
　
　
．

一　

　

一

（看
護
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
ど
回
復
の
促
進

国

側

例

測

側

鼎

圏

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

者
年
看
護
学
　
　
　
　
・

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

次
の
科
目
に

つ
い
て
行
う
。

改

正

案

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
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改正された省令の施行等について

平成23年 1月 6日 付で下記の①②により省令の改正についてお知らせしたところですが、その施行時期については以下の通りとなります。
①「保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について」(医政発0106第 14号 )(以下、省令改正①)

②「保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(医政発0106第 16号)    (以下、省令改正②)

※1 平成23年 3月 31日 までに指定を受けている保健師又は助産師の養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る
教育の内容については従前の通りとすることができる。

※2改正試験科日による国家試験の実施に際しては、従前のカリキュラムで学んだ学生と改正カリキュラムで学んだ学生の双方共に不湘1にならないように

問題作成において十分配慮する。

※3国家試験日は審議会において決まるため、現時点では決まっていない。

※4助産師国家試験の試験科目に変更はない。

施行等の日程 保健師       :      助産師 (※4)     1        看護師

平成21年 4月 平成20年の改正カリキュラムの適用 平成20年の改正カリキュラムの適用 平成20年の改正カリキュラムの適用

平成23年 4月

平成24年 2月 (※ 3)

省令改正①施行(※ 1) 省令改正①施行(※ 1) 省令改正②施行

改正試験科目による国家試験(※ 2)

(第 101回 看護師国家試験 )

省令改正①適用(改正カリキュラムの適用)

省令改正②施行

省令改正①適用(改正カリキュラムの適用)

平成25年 2月 (※ 3) 改正試験科目による国家試験 (※ 2)

第99回保健師国家試験 )

平成24年 4月    |




